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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年６月１２日

自  午前１１時００分

至  午前１１時０８分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委 員 長 深堀ひろし 君

副 委 員 長 石本 政弘 君

委 員 中山  功 君

〃 外間 雅広 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 松本 洋介 君

〃 大場 博文 君

〃 下条 博文 君

〃 赤木 幸仁 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午前 １１時００分 開会 ―

【深堀委員長】ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

委員席につきましては、議員の辞職に伴い、

本文教厚生委員会は、１名減となりましたので、

お手元に配布いたしております、委員配席表の

とおり、決定いたしたいと存じますので、ご了

承をお願いいたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、大場委員、川崎委員のご

両人にお願いいたします。

本日の委員会は、令和２年６月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

審査方法について、お諮りいたします。

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前 １１時０１分 休憩 ―

― 午前 １１時０８分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、これをもって本日

の文教厚生委員会を終了いたします。

お疲れさまでした。

― 午前 １１時０８分 散会 ―
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第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年６月２５日

自  午前 ９時５８分

至  午後 ３時１４分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 深堀ひろし 君

副委員長（副会長） 石本 政弘 君

委   員 中山  功 君

〃 外間 雅広 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 松本 洋介 君

〃 大場 博文 君

〃 下条 博文 君

〃 赤木 幸仁 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

総 務 部 長 大田 圭 君

学 事 振 興 課 長 門池 好晃 君

教 育 長 池松 誠二 君

政 策 監 島村 秀世 君

教 育 次 長 林田 和喜 君

総 務 課 長 桑宮 直彦 君

県立学校改革推進室長 松山 度良 君

福 利 厚 生 室 長 吉田 和弘 君

教育環境整備課長 日高 真吾 君

教 職 員 課 長 上原 大善 君

義 務 教 育 課 長 加藤 盛彦 君

義務教育課人事管理監 大場 祥一 君

高 校 教 育 課 長 狩野 博臣 君

高校教育課人事管理監 山﨑 由美 君

特別支援教育課長 宮﨑 耕二 君

児童生徒支援課長 安永 光利 君

生 涯 学 習 課 長 立木 貴文 君

生涯学習課企画監 山﨑 賢一 君

学 芸 文 化 課 長 草野 悦郎 君

体 育 保 健 課 長 松﨑 耕士 君

体育保健課体育指導監 岩橋 英夫 君

教育センター所長 山口 千樹 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（文教厚生分科会）

第96号議案

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第4号）

（関係分）

第98号議案

令和2年度長崎県国民健康保険特別会計補正

予算（第1号）

第108号議案

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第5号）

（関係分）

報告第3号
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第10
号）（関係分）

報告第4号
令和元年度長崎県母子父子寡婦福祉資金特別

会計補正予算（第1号）

報告第16号
令和元年度長崎県国民健康保険特別会計補正
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予算（第2号）

報告第19号
令和2年度長崎県一般会計補正予算（第3号）

（関係分）

７、付託事件の件名

〇文教厚生委員会

（1）議 案

第104号議案

長崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例

（2）陳 情

・再度、日本にも病院船の保有を求める意見書を

国に提出する事についての陳情

・要望書

・令和3年度 県の施策等に関する重点要望事項

・カジノを含めたＩＲ（統合型リゾート）誘致の

中止を求める陳情書

・新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書

・令和3年度 国政・県政に対する要望書

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活用・

公開・整備に関する陳情書 Ⅶ

８、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５８分 開会 ―

【深堀委員長】 皆さん、おはようございます。

ただいまから、文教厚生委員会及び予算決算

委員会文教厚生分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

104号議案「長崎県児童福祉施設の設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例」

であります。

そのほか、陳情7件の送付を受けております。

なお、予算及び予算にかかる報告議案につき

ましては、予算決算委員会に付託されました予

算及び報告議案の関係部分を、文教厚生分科会

において審査することになっておりますので、

本分科会として審査いたします案件は、第96号
議案「令和2年度長崎県一般会計補正予算（第4
号）」のうち関係部分、ほか6件であります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、お手元にお

配りしております審査順序のとおり、総務部、

教育委員会、こども政策局を含む福祉保健部の

順に行うことといたしたいと存じますが、ご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】ご異議がないようですので、そ

のように進めることといたします。

また、議案外については、専決事項報告（地

方自治法第180条関係）、経営状況説明書、次

期長崎県総合計画素案骨子に加え、さきに開催

された委員会での委員の皆さんからの意見を委

員長会議で承諾いただきましたので、文教厚生

委員会では、新型コロナウイルス感染症対策関

係についても行うことといたします。

なお、新型コロナウイルス感染症対策関係に

ついては、一人1部局1項目以内とさせていただ

きますので、ご了承をお願いいたします。

これより、総務部関係の審査を行います。

【深堀分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。

総務部長より、予算及び予算にかかる報告議

案の説明をお願いいたします。



令和２年６月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（６月２５日）

- 5 -

【大田総務部長】総務部関係の議案についてご

説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第108号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、報告第3号 知

事専決事項報告「令和元年度長崎県一般会計補

正予算（第10号）」のうち関係部分であります。

はじめに、第108号議案「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第5号）」のうち、関係部分

についてご説明いたします。

お手元の予算決算委員会文教厚生分科会関係

資料（追加1）と書いてある1ページをお開きく

ださい。

今回の補正予算「新型コロナウイルス感染症

対策」に係る国の補正予算に適切に対処するた

め、必要な予算を追加しようとするものであり

ます。

歳入予算につきましては、合計で600万円の

増、歳出予算につきましては、合計で4,606万
5,000円の増であります。

この歳出予算の内容は、新型コロナウイルス

感染症の影響に伴う収入の減少等により、経済

的に困窮している学生に対して県立大学及び私

立専修学校が行う独自の授業料減免に対し支援

を行うものでありまして、県立大学に対する経

費として2,429万円、私立専修学校に対する経費

として977万5,000円を計上いたしております。

また、新型コロナウイルス感染症拡大による

臨時休校等に伴う学習の遅れに対応した補習等

を実施するため、私立学校の学習指導員等に要

する追加費用の一部を助成する経費といたしま

して1,200万円を計上いたしております。

次に、報告第3号「令和元年度長崎県一般会

計補正予算（第10号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。

予算決算委員会文教厚生分科会関係説明資料

の1ページをお開きください。

さきの2月定例県議会の予算決算委員会にお

きまして、専決処分により措置することをあら

かじめご了承いただいておりました令和元年度

予算の補正を、3月31日付けで専決処分させて

いただいたもので、関係部分についてその概要

をご報告いたします。

歳入予算は、合計583万6,000円の減でござい

ます。

この歳入予算の内容は、私立学校振興費補助

金が546万9,000円の減、教育総務費委託金36
万7,000円の減であります。

歳出予算につきましては、合計6,191万6,000
円の減でございます。

減額の主なものといたしましては、県立大学

実践的教育推進事業費359万3,000円の減、高等

学校私立学校助成費4,098万8,000円の減であ

ります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【深堀分科会長】次に、学事振興課長より補足

説明を求めます。

【門池学事振興課長】 補足説明資料の1ページ

をご覧ください。

県立大学の授業料減免にかかる運営交付金に

ついてです。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入

の減少等により、意欲ある学生が修学を断念す

ることがないよう、経済的に困窮している学生

に対して県立大学が行う授業料減免を支援する

経費として、2,429万円を計上しております。

学部生については、修学支援新制度の適用を
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受ける者で、授業料が全額免除となっていない、

年収目安が約270万円から約380万円未満世帯

の学生に対し、県立大学の授業料年額の6分の1
である8万9,300円を免除することとしており

ます。

これにより、修学支援新制度と合わせると、

年収が約270万円から約300万円未満世帯の学

生については、授業料の6分の5である44万
6,500円が、年収が約300万円から約380万円未

満世帯の学生は、2分の1である26万7,900円が

減免されることとなります。

なお、大学院生については、修学支援新制度

の対象外であるため、年収約380万円未満世帯

の学生を対象に、授業料年額の6分の1である8
万9,300円を減免することとしております。

補足説明資料の2ページをご覧ください。

私立の専門学校が行う授業料軽減に対する補

助金についてです。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入

の減少等により、意欲ある学生が修学を断念す

ることがないように、経済的に困窮している学

生に対して私立専修学校が独自に行う授業料減

免の一部を支援する経費として、977万5,000円
を計上しております。

まず、修学支援新制度の適用を受ける専門学

校生に対して、授業料が全額免除となっていな

い、年収が約270万円から約380万円未満世帯の

学生に対し、設置者が修学支援新制度の基準額

59万円の6分の1である9万8,400円を上限に減

免する場合に、その3分の2に相当する額である

6万5,600円を上限に支援します。

これにより、修学支援新制度と合わせると、

年収が約270万円から約300万円未満世帯の学

生に対しては、授業料の6分の5である49万
1,700円、年収が約300万円から約380万円未満

世帯の学生に対しては、2分の1である29万
5,000円を上限に減免されることになります。

また、修学支援新制度の適用を受けない専修

学校生については、年収約380万未満世帯の学

生を対象に、設置者が基準額の6分の1である9
万8,400円を上限に減免する場合、その3分の2
の額である6万5,600円を上限に支援します。

なお、支援の対象となる専修学校の要件につ

いては、財務諸表、授業計画等の情報を公開し

ていることとしております。

補足説明資料の3ページをご覧ください。

私立学校の学習指導等に要する追加費用に対

する支援についてです。

新型コロナウイルス感染症拡大による臨時休

校等に伴う学習の遅れに対応した補習等を実施

するため、私立学校の学習指導員等に要する追

加費用の一部を助成する経費として1,200万円

を計上しております。

補助の対象の例として、臨時休校等に伴う未

指導分の補習、習熟度別授業、学習内容の定着

が不十分な児童生徒に対する個別指導などを行

う学習指導員等の追加費用が発生する場合、教

育振興費補助金に上乗せして補助を行うもので

ございます。

予算額といたしましては、事前に各学校に需

要調査を行い、高等学校については10校分を、

小中学校についてはそれぞれ1校分を積算し、

合計1,200万円としております。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【深堀分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算及び予算にかかる報告議案に

対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】今、課長が説明されました補足説
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明資料の1ページの授業料の減免についてお尋

ねいたします。

この2,429万円の根拠なんですけれども、保護

者の年収が270万円までは全額免除というふう

な制度になるので、問題は270万円から約380
万円の間を、今回こういうふうに免除しますよ

ということなんですけれども、あくまでも

新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減と

いうことが一つの条件といいますか、対象だと

思うんですが、そうなりますと、県立大学の生

徒さんの中で、例えばどれぐらいの対象者を見

積もって2,429万円という数を出したというの

があるんですか。それとも、対象の人数とかは

今のところわからないけれども、2,429万円とい

う予算額を出したのか、その根拠を教えてくだ

さい。

【深堀分科会長】 休憩します。

― 午前１０時１１分 休憩 ―

― 午前１０時１１分 再開 ―

【深堀分科会長】 分科会を再開いたします。

【門池学事振興課長】今回の県立大学の授業料

減免の対象者ですけれども、見込みとしまして

は、学部生が264人、大学院生が8名ということ

で見込んでおります。

【堀江委員】 県立大学としては、例えば「今回

の新型コロナウイルス感染症の問題で、収入が

減になりましたか」みたいな、事前のアンケー

トとかをとられましたか。

【門池学事振興課長】県立大学においては、授

業料の延納・分納も実施をしておりまして、そ

ういった中で学生の声を聞いて、今回の対象者

を決めたというところでございます。

【堀江委員】全学生にアンケートをとるという

ことではないにしても、学校側として判断でき

るという視点でもって、この人数が対象になる

ということで理解いたしました。

そうしますと、実際に始めて、例えばこれ以

上増える。学生にしたら、242名だけじゃなく、

例えば280名いるかもしれない、300名いるかも

しれないみたいな、いわゆる予算に対して困窮

する生徒が増えた場合の対処というのはあるん

ですか。

【門池学事振興課長】基本的には、修学支援新

制度の対象者というのは、現時点である程度決

まっておりますので、そこの数字が大きく増え

るということは考えておりませんが、仮に増え

た場合は、補正等で対応させていただきたいと

思っております。

【堀江委員】「修学支援新制度の適用を受ける

もののうち」という、もちろん限定があるとい

うことですけど、いずれにしても、ここの事業

の目的にあるように、今回の新型コロナウイル

ス感染症の問題で、意欲ある学生が修学を断念

することがないように対処していただきたいと

思いまして質問いたしましたので、対処方よろ

しくお願いしたいと思います。

【川崎委員】 おはようございます。

同じく運営交付金についての質問です。

今、質疑もありましたが、対象者が修学支援

新制度の適用を受ける方ということで、一定把

握の上、予算も見積もっておられると思います

が、この380万円で一定ラインを引かれている

ということなんですけど、当然、このコロナ禍

において、このラインを下回っておられるよう

なご家庭、世帯、そして、本人さんのアルバイ

ト収入でもって何とかそれを支えているという

ような方もおられると思うんです。要は、修学

支援新制度の適用者外の方、そういった方につ

いても、一定配慮してあげるべきと。つまり、
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もう少し幅を持たせるべきというふうに考えま

すが、そのあたりは検討なさったんでしょうか。

【門池学事振興課長】経済的に困窮している学

生の支援につきましては、国においてアルバイ

ト収入が減少した学生に対して、学生支援緊急

給付金、20万円を上限にという給付金であった

り、第2種奨学金の無利子化であったり、家計

急変世帯の学生を修学支援新制度の対象に追加

をしたり、あと、国立・私立大学が行う授業料

独自減免の支援などを国のほうでは行っており

ます。

県としましては、国の支援対象とならない、

県立大学が行う独自の授業料減免に対して、今

回支援をするということにしておりますけれど

も、制度の設計に当たっては、学生をよく見て

いる大学の意向を踏まえて、より困窮度が高い

修学支援新制度の対象となっている学生に対し

ようにということで、今回計上いたしておりま

す。

それから、もう一つ、県立大学では、経済的

理由により、期限までに授業料の支払いができ

ない学生に対しては、授業料の延納・分納も実

施をしておりまして、今後とも、学生の声を聞

きながら、必要な支援を行っていきたいと考え

ております。

【川崎委員】 学生さんの声を聞いて、そして、

取り組んでおられるということについては敬意

を表したいと思いますが、修学支援新制度の適

用を受けられてない方についてのお話を今させ

ていただいていて、まさにそれに、適用に値す

るような方も中には出てこられていると思うん

です。収入が減どころじゃなくて、ぴたっとな

くなったという方も中にはおられるわけで、今

の話からすると、支援新制度の適用を受けてい

る人が対象ということでしっかり線を引かれる

んであれば、むしろ支援新制度の適用に値しま

すよということから、そこをしっかりと制度を

周知していって、まずはその支援新制度の適用

を受けて、さらに、こちらの新たなものを受け

ていただくような、そういったことの丁寧な説

明ということから幅を広げていくということに

ついても必要なことだと思うんですが、いかが

でしょうか。

【門池学事振興課長】先ほどもお答えしました

とおり、大学生に対しては各種の支援制度とい

うのが設けられているというのもあります。

今回、380万円、修学支援新制度の対象にな

るところのかさ上げをやっておりますけれども、

そこについては、学生に対して、こういう支援

制度があるということはしっかり周知をして、

事業を実施していきたいと考えております。

【川崎委員】 なかなかすぱっとは、今、組み立

てられたことについて、新たなテーマというこ

とについては、なかなかお答えづらいのかもわ

かりませんが、要は、380万円、よく制度の崖

とかというふうに一般的に言われますけれども、

そういったところにあって大変困っている方が

実際おられるというところをしっかりと把握を

して、フォローしていっていただきたいという

ことですので、今後の状況も引き続き調査、ご

意見、お声を賜って、引き続きサポートをお願

いできればと思います。

これは全般的に私立専門学校生に対しても同

じようなことかと思いますので、制度の崖の部

分については、ぜひ心を砕いていただきたいと

思います。

確認ですが、これは留学生の方も対象になる

んでしょうか。

【門池学事振興課長】県立大学においては、留

学生については、従来から独自の授業料の減免
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制度というのを持っておりまして、この制度に

よって、申請があった全ての留学生については、

授業料の全額、または半額の減免を実施してお

りますことから、今回対象としておりませんけ

れども、授業料の軽減は図られているものと考

えております。

【川崎委員】ありがとうございます。そうした

ら、私立専門学校生も、中には留学生もおられ

るかと思いますが、そちらも同じ考え方でしょ

うか。

【門池学事振興課長】私立専門学校に対する授

業料の減免支援においては、留学生も対象とし

ておりますので、各学校がそこを減免していた

だければ、こちらも支援の対象になるというこ

とでございます。

【深堀分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中山委員】 私立学校助成費1,200万円につい

てでございます。 この中で臨時休校等とある

んですが、これは実質的に前年度も含めて、今

年度も含めて臨時休校があったと思いますけれ

ども、実質的に何日休校があっているのか、お

尋ねしたいと思います。

【門池学事振興課長】長崎県の私立学校、小中

高で41校ありますけれども、4月の緊急事態宣

言を受けて、ほとんどの学校が公立に合わせて、

4月22日から5月8日の休校措置をとっておりま

すけれども、5月11日から授業を再開しており

まして、5月の連休や週休日を除くと、8日間授

業ができなくなったというふうになっておりま

す。

【中山委員】そうすると、私立学校は昨年度か

らではないでしょうか。3月の何日だったかな、

それも休校してないの、昨年度は。今年度につ

いては、今言ったからわかりましたけど、前年

度です。

【深堀分科会長】 休憩します。

― 午前１０時２２分 休憩 ―

― 午前１０時２２分 再開 ―

【深堀分科会長】 分科会を再開いたします。

【門池学事振興課長】前年度においては、おお

よそなんですけれども、3月4日から、春休み前

の3月19日ぐらいまでの期間が休みとなってお

りまして、実質で言えば10日前後ぐらいが授業

がなかった期間というふうになります。

【中山委員】これは、学習の遅れに対する認識

について聞くために前提質問をしたんですけれ

ども、先ほどの答弁では、今年からという考え

方をしているけれども、これは新1年生であれ

ばそれでいいと思うんだけれども、ただ、2年
生が3年生になった、1年生が2年生になったと

いうことになると、前年度から学習が遅れてい

るんだというふうに、私はそういう判断をして

いるんですよね。

それはちょっと認識が違うなというのが一つ

と、それによって、昨年度が10日程度、今年度

が8日ということで、休校日を足すと18日ぐら

いになる。そうすると、具体的に学習の遅れと

いうのはどのような形で捉えているんですか。

これが遅れているために補習しますよと、それ

はわかる。18日ぐらい休んだことによって、ど

の部分がどの程度遅れているというふうに認識

を持っているのか、そこがちょっとわからない。

私は理解ができないので、教えてもらいたい。

【門池学事振興課長】各学校に臨時休業等の影

響でどの程度授業が遅れているのかというとこ

ろの聞き取りを行っておりますけれども、学校

からは、そこまで大きくは授業は遅れていない。

ただ、学校によっては、やっぱり遅れていると

いうふうに認識されている学校もありまして、
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そこは、学校によって捉え方が異なっていると

ころもございます。

【中山委員】それで、それはそうありたいなと

思うんですよね。あまり遅れてないというよう

な認識が一般的ということだったけれども、そ

れはあくまでも4月以降のものですよ、先ほど

答弁したようにね。その前から、これは遅れが

きているわけですから、それを認識した上で取

り組んでいく必要があろうというふうに指摘し

ておきたいと思います。

そこで、「学習の遅れに対応した補習等」と

あるんですよね。「等」があるんですけれども、

この中に心のケアですね、要するに、長い間休

んだことによって、精神的にかなり不安定な子

どもが出ているという話も聞くので。心のケア

に対する分についてはここに入っているのか、

入っていないのか、教えてくれますか。

【門池学事振興課長】今回の補正予算について

は、心のケアの関係は特段入っておりませんけ

れども、心のケアの関係でいきますと、私立学

校に対しては、スクールカウンセラーを各学校

に配置する経費に対して従来から助成をしてお

りまして、各学校に生徒からの相談状況につい

て確認をしたんですけれども、特段、例年より

も相談件数が増えているというふうなこともな

く、それから、私立学校の保護者からも学事振

興課への相談も、今のところはないような状況

でございます。

【中山委員】 未曽有の突然の休校を受けても、

心の問題、学習についても大した遅れはないと

いうことでありますので、非常に生徒が優秀だ

なということを改めて感じるし、また、それを

サポートした家庭が長崎県はすばらしいんだと

いうことも、今認識をさせていただきました。

大変ありがたいと思っています。

そこで、「私立学校の学生指導員等」とあり

ますけれども、この配置基準というか、どうい

う形に指導員等を配置しているのか、教えてく

れますか。

【門池学事振興課長】学習指導員等の配置につ

いては、各私立学校の方で新しく配置をされる

とか、または、例えば時間で教えてらっしゃる

非常勤の先生とかが追加の時間でまた授業をさ

れて、それにかかる経費があったら、そこを支

援するというところでございます。

【中山委員】それじゃ、もう少し具体的に理解

するために、何校に何人ぐらい、マンパワーと

して何人ぐらいを配置、対象になるんですか。

【門池学事振興課長】学校の方に、この事業の

希望をされるかどうかというところを確認した

ところ、10校が手を挙げるというふうに聞いて

おります。

各学校で、先ほども申し上げましたように、

学習指導員を追加して配置するのか、それとも、

今来ていただいている、例えば非常勤の時間で

教えていらっしゃる先生に、引き続き時間を追

加して教えていただくのかというのは、学校の

判断でございますので、私どもの方としては、

何人かというところは、今のところ承知はして

おりません。

【中山委員】 それじゃ、希望に応じて10校に

配布する予定であるということでありますので、

後は、結果をよく注視してほしいなと思います。

最後になりましたけれども、新型コロナウイ

ルス感染症によって、都市部というかな、東京

とか福岡とか、社会生活に非常に感染リスクと

か、非常にリスクが高まったということがある

と思うんですね。その点、高校生についても、

そういう感情があるというふうに考えておりま

すので、ちょっと話は離れますけれども、ぜひ
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この際、長崎県は安全・安心であるということ

が、かなり認識が深まったと思うので、できれ

ば、ここで併せて、県内の進学とか、県内の就

職についてこれが結びつけられるように、ひと

つ知恵を出して働きかけをしていただければ、

大変ありがたいなと感じておりますので、それ

の決意をひとつご答弁していただきたいと思い

ます。

【大田総務部長】 お答えいたします。

まさに委員おっしゃるとおりでございまして、

この新型コロナウイルス感染症の関係、まだ終

息はしておりませんけれども、やはり都会にお

けるリスクというところと、人口が密集してな

い地域におけるメリットというところが顕在化

してきているものと考えております。

今回予算組み立て、あるいは、今後9月に向

けてということかもしれませんけれども、まさ

に移住の関係ですとか、あるいはその先の進学

というところについても、できれば県内のよさ

というところをしっかりアピールしまして、そ

のあたりの人を集めるということにつなげられ

ればと思っております。

【深堀分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算及び予算にかかる報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。

第108号議案のうち関係部分及び、報告第3号
のうち関係部分については、原案のとおり、そ

れぞれ可決、承認することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算及び予算にかかる報告議案は、

原案のとおり、それぞれ可決、承認すべきもの

と決定されました。

【深堀分科会長】次に、委員会による審査に入

りますが、分科会長から一言お願いなんですけ

れども、先ほど予算の質疑の中で運営交付金、

授業料減免の件ですけれども、堀江委員、川崎

委員、それぞれ質疑がありました。その中で学

事振興課長のほうから、国のいろんな支援制度

を絡めた上での判断だというふうに答弁があっ

たんですけれども、この予算策定の時点で、国

のいろんな支援施策についても比較、検討され

たと思うので、そういった資料を、よければ委

員の皆さんに、委員会が終わってからで結構で

すので、こういった国の支援制度があるという

資料をお配りすることを要請したいんですけれ

ども、大丈夫ですか。

【門池学事振興課長】 はい、用意いたします。

【深堀分科会長】 では、お願いをいたします。

【深堀委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

総務部においては、今回、委員会付託議案及

び陳情審査がないことから、所管事項について

の説明を受けた後、次期長崎県総合計画素案骨

子、新型コロナウイルス感染症対策関係につい

ての質問を行います。

それでは、総務部長より所管事項説明をお願

いいたします。

【大田総務部長】総務部関係の議案外の主な所

管事項についてご説明いたします。

文教厚生委員会関係説明資料をお開きくださ
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い。

今回、ご説明をいたしますのは、私立高校の

就職状況について、県立大学の就職状況につい

て、体罰に係る実態調査について、長崎県子ど

もの貧困対策推進計画の策定について、新たな

総合計画の策定についてでございます。

説明資料の1ページをご覧ください。

（私立高校に就職状況について）

今春卒業生の就職率は、令和2年3月末現在で

98.0％と前年度と比べ1.9ポイントの増加とい

う状況でございまして、就職した生徒の中での

県内就職者の割合は73.6％と、これも前年比で

6.1ポイントの増加という状況でございます。

県内就職割合が増加した要因としては、県内

に就職する生徒の割合が高い普通科で就職希望

者が増加したことや県内に就職する生徒の割合

が低い家庭科や工業科で就職希望者が減少した

ことなどが考えられます。

県といたしましては、引き続き、多くの若者

に地元長崎の魅力や暮らしやすさを知っていた

だけるよう情報発信に努めるとともに、県内企

業へのインターンシップや県内企業説明会・見

学会など、県内企業の情報を生徒や保護者に知

ってもらう機会を増やす等、県内就職の促進に

取り組んでまいります。

（県立大学の就職状況について）

今春卒業生の就職率は、令和2年4月末現在で

99.2％と前年度と同率となっており、学部別で

は、経営学部が98.1％、地域創造学部が99.5％、

国際社会学部、情報システム学部、看護栄養学

部は100％となっております。

その一方で、就職者のうち県内就職者の割合

は28.8％で、前年度比5.6ポイント減少しており

ます。

これまでも県立大学におきましては、県内就

職率向上に積極的に取り組んでまいりましたが、

県内出身学生の県内就職率が50.5％と前年度比

で9.2ポイント減少したことが、全体の県内就職

率を引き下げる結果となりました。

また、全国的な人材不足を背景といたしまし

て、県外の大手企業の採用意欲が旺盛であった

ことから、学生の進路の選択肢が大きく広がっ

たことも一つの要因と考えております。

県といたしましては、県内就職率向上のため、

関係部局と連携しながら、さらなる施策の検討

を行うとともに、学科ごとの就職状況を分析し

ながら、学生のスキルを活かせる県内企業の情

報をもとに、学生と県内企業をつなげる取組な

どを県立大学と一体となって実施してまいりま

す。

（体罰に係る実態調査について）

体罰の実態を把握し、その根絶を図るため、

令和元年度における私立学校の教職員、児童・

生徒及び保護者を対象に調査を実施いたしまし

た。その調査結果では、体罰と認知された件数

は7件で前年度より2件減少、体罰を行った教員

数は7人で前年度より2名の減少、体罰を受けた

児童・生徒数は7人で前年度より2人減少してお

ります。

県といたしましては、今後とも、体罰の根絶

に向け、校長会・教頭会や各種研修会等のあら

ゆる機会を捉え、私立学校教職員の体罰防止に

係る意識の徹底を図ってまいります。

（長崎県子どもの貧困対策推進計画の策定につ

いて）

長崎県子どもの貧困対策推進計画の策定につ

きましては、昨年11月29日に閣議決定された国

の「子どもの貧困対策に関する大綱」の内容や、

昨年4月に公表した「長崎県子どもの生活に関

する実態調査」の分析結果等を踏まえ、長崎県
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子育て条例推進協議会等からご意見を伺うなど、

検討を進め、今回、素案を取りまとめました。

この素案は、令和2年度から令和6年度までの

5年間を計画期間としており、総務部の関係部

分では、修学支援金の支給などによる高校中退

を予防するための取組や県立大学生に対する経

済的な支援などを推進していくこととしており

ます。

今後、県議会をはじめ、パブリックコメント

による県民の皆様のご意見等を踏まえながら、

本年10月の策定に向けて取り組んでまいりま

す。

（新たな総合計画の策定について）

昨年度から策定を進めている新たな総合計画

については、これから2040年頃にかけて予測さ

れる人口減少やSociety5.0の実現といった社会

の変化や、新型コロナウイルス感染症が社会に

及ぼす影響、そして本県の未来を大きく変える

新たなまちづくりや産業づくりが進んでいくこ

とを見据えながら、令和3年度から5年間の計画

として策定し、今後の県政運営の指針や考え方

を県民にわかりやすくお示ししたいと考えてお

ります。

今議会に提出いたしました素案骨子では、

「人・産業・地域を結び、新たな時代を生き抜

く力強い長崎県づくり」を基本理念として、10
の基本戦略を掲げておりますが、このうち、総

務部の関係といたしましては、「若者の県内定

着、地域で活躍する人材の育成を図る」「長崎

県の未来を担う子ども、郷土を愛する人を育て

る」「新しい時代に対応した力強い産業を育て

る」の3つの戦略に関連する事業群が含まれて

おります。

「若者の県内定着、地域で活躍する人材の育

成を図る」においては、魅力ある・選ばれる県

立大学づくり、「長崎県の未来を担う子ども、

郷土を愛する人を育てる」においては、魅力あ

る私立学校づくりや私立学校の耐震化の推進、

「新しい時代に対応した力強い産業を育てる」

においては、県立大学情報セキュリティ産学共

同研究センター（仮称）を活用した産業振興に

取り組んでまいりたいと考えております。

今後、県議会からのご意見をお伺いしていく

とともに、県民の皆様の声もお聞きしながら、

今年度中の計画策定に向けて検討を進めてまい

ります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【深堀委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、次期長崎県

総合計画素案骨子、新型コロナウイルス感染症

対策関係に限って、質問を行うことといたしま

す。

なお、新型コロナウイルス感染症対策関係に

ついては、一人1部局1項目以内とさせていただ

きますので、ご了承をお願いいたします。

【堀江委員】新型コロナウイルス感染症対策関

係で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う私

立の学生への支援について、特に留学生につい

て、1点お尋ねしたいと思います。

県内のある私立大学が、この5月に学生を対

象にアンケートを行いました。回収率が80％で、

ここの大学は、学部生が463名のうち留学生が

116名、この116名はベトナムが46％、ネパール

が36％ということで留学生がおられるわけで

すが、アンケートの中では、全部の学生なんで

すけれども、「授業について心配なことや不安

なことがありますか」ということでは、「ある」
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が58％、それから「アルバイトの収入が減りま

したか」ということでは、「減りました」と答

えた人が54％で、95名の学生がいろいろ困って

いることを自由に回答しておられるんですけれ

ど、「学校に行くための交通費が足りない」と

か、「遠隔授業となった場合、パソコンがない

ので、スマホで対応するには限界がある」とか、

そういった声が出されています。

今回、私が留学生の経済的支援についてお尋

ねするのは、先ほどの県立大学の経済的支援の

やりとりの中で、学生支援緊急給付金というの

がありますという話がありましたね。これは国

の制度なんですけど、もちろん私立大学もある

んですが、表面は、名義上はそこの大学の推薦

となるんですけど、大学の中で言うと、新型コ

ロナウイルス感染症で収入が少なくなった、国

が言う学生支援緊急給付金を受けようと思った

ら、その大学の中で、いわゆる成績がこれ以上

というふうな一定の成績上位の方でないと、国

の言うところの学生支援緊急給付金というのは

受けられないということが、私のところにも相

談がありました。

そうなると、学事振興課、県立大学はそれな

りの、県も含めて対応ができるんですが、私学

の場合はどういう対応をとるのか。

ここの大学は、5月に大学の中で、大学独自

の経済的支援策を早急に取りまとめて、学生、

保護者、地域社会に周知する必要があるという

ことで、いろいろ提案をするという経過を踏ん

で、学生の居住地の自治体にも陳情を行って対

応を促したいということをやっているわけです

けれど、私が今言っている、留学生で経済的に

困っているということについては、今の国で言

うところの学生支援緊急給付金は、大学で上位

の人しかもらえないと、受けられないと。そう

いう人の対応というのは、これはもう私学が独

自に対応するしかないのか、この点はどういう

ふうに考えたらいいですか。その1点を教えて

ください。

【門池学事振興課長】学生支援緊急給付金の関

係で、文部科学省の見解を見てみたんですけれ

ども、国費による支援のために、一定要件を設

けていると。原則としては、その要件を満たす

ことを求めているんですけれども、「大学が特

に必要と認める者は対象とすることができる」

ということで、留学生も含めて大学が判断をす

るというところで、そのために、成績上位の3
割のみを対象とするものではないという見解が

出されております。

そのため、県立大学の話になってしまうんで

すけれども、県立大学においても、留学生が14
名いる中で、10名をこの学生支援緊急給付金の

対象としておりまして、大学の裁量で、ある程

度自由に推薦ができるという制度になっており

ます。

【堀江委員】私学の対応ということで、大学の

独自性というのももちろんあるかと思いますが、

そうは言っても、やっぱり限界があること。特

に今回の新型コロナウイルス感染症の感染症に

伴う影響というのは、やはり当初予算で想定し

たような対応はできないということで、国も1
次補正、2次補正の予算が組まれていると思う

んですが、今回の相談があった方も、結局、大

学でもなかなか難しいといった時に、じゃ、ど

うすればいいのかというふうな、結局、所在の

自治体の対応ができないのかというふうに、大

学も新たな方向を見つけて経済的支援ができる

ようにということで心を砕いているそうですが、

私はいずれにしても、長崎県内で学ぶ県立大、

私学であれ、今回のこうした問題の中で修学を
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断念することがないように、それは私も強く思

いますので、私学のそうした学生の対応につい

ても、ぜひ心を砕いていただきたいということ

を強く申し上げたいと思っております。

【深堀委員長】 ほかありませんか。

【松本委員】 2月定例会の時に、4月補正で県

立大学の新型コロナウイルス感染症対策として、

遠隔授業をするという計画を伺いました。それ

について確認をさせていただきますけれども、

取組としては、4月10日に遠隔授業導入ワーキ

ンググループを立ち上げられて、教職員の研修

会を実施されて、そして、さらにアンケート結

果を踏まえ、ガイドラインを作成し、教員に対

する授業の準備を支援したと。4月23日から4月
26日の間で、全学生に対する試行テストを実施

ということで、5月7日より遠隔授業を始めたと

いうふうに伺いました。

やはり大学に通学する間にも感染するリスク

もありますし、ウェブ上で授業が受けられると

いうのは、第2波が来た時にもしっかり対応で

きるということで、大変期待をするところでは

あります。

ただ、しかしながら、始めての取組というこ

とで、実施するに至っても、事前に、やはり学

生の通信環境の不安とか、さまざまな課題が上

がっていったと思います。

今後、さらに実施するに当たって、5月7日か

ら今まで実施してみて、どういった課題があっ

たのか、また、その課題に対してどのように対

策を講じているのか、お尋ねいたします。

【門池学事振興課長】委員ご指摘のとおり、遠

隔授業を5月7日から行っておりますけれども、

その開始当初は、学生のほうから、授業にアク

セスできないとか、授業のアカウントが送られ

てこないとか、そういった問い合わせが多くあ

っておりましたけれども、それについては連絡

を、学校で利用しているポータルサイトに一本

化して、ＱＡとか、あとガイドラインですね、

こういったのを掲示することで改善が図られて

おります。

それから、1学期の担当の教員の方ですけれ

ども、いきなり遠隔授業の実施を求められて、

初めての遠隔授業で、準備をするのに苦労され

た方が多くおりましたので、学部ごとに、遠隔

授業に慣れた教員の方がその先生を支援するよ

うな体制をつくって、フォローを実施したりし

ております。

それから、学生から授業の進め方について、

不安・不満の声が上がった場合については、そ

の内容について担当教員と協議しながら、授業

内容の改善に努めているところであります。

それから、通信環境の関係なんですけれども、

通信料の上限がある学生も一定いるということ

で、通信料を低く抑えるために、オンデマンド

方式による授業をやりながら、さらに、動画と

か音声を用いた教材の配信を必要最低限に抑え

るような工夫もしております。

それから、あと、学生の持っている端末の関

係なんですけれども、タブレットであったり、

パソコンであったり、そういった端末を貸与し

たり、通信環境が悪い学生に対しては、学内の

Wi-Fiを利用することを学生に周知したりして、

通信環境の悪い学生に対する配慮を行っている

ところでございます。

【松本委員】やはりやり始めれば、人数も多い

ですから、様々な課題等もあると思いますが、

今の答弁を伺えば、学内専用ポータルサイトで

の対応や、通信料に対しても、端末に対しても

しっかり対応していただいているということに

安心をいたしました。
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オンデマンド方式になりますと、リアルタイ

ムじゃないですから、通信の速度等も抑えるこ

とができますし、大学の授業は1コマ90分で長

時間にわたりますけれども、確かに、考えてみ

たら、リアルタイムだったら聞き直すことがで

きないけど、オンデマンドであったら、この時

の話はどうだったかというのは、振り返って聞

くことができる、復習もできるわけですよね。

だから、そういう意味では、今までにない活用

の仕方であり、大学の授業の新しいやり方だと

思います。

ただ、一つ気になるのは、やはりそうは言っ

ても、学科によっては演習とか、実習とか、実

験とかがあるわけですね。そういうのは、さす

がにオンデマンドではできないし、実際に触れ

ないとできないこともあると思うんですが、じ

ゃ、そういったものに対しては、これからどう

いうふうに取り組まれるのか、お尋ねいたしま

す。

【門池学事振興課長】現在、実施しております

遠隔による授業ですけれども、当面、7月3日ま

でということで、この期間は実習とか、演習と

かいうのはしておりませんでしたが、今度、第

2学期が7月4日から始まることになっておりま

して、この第2学期についても、基本的には講

義は遠隔で実施するようにしているんですけれ

ども、演習科目であったり、実習であったり、

語学、こういったものについては、感染予防策

を講じた上で、対面により実施するように考え

ているところでございます。

【松本委員】やはり全てをオンラインで遠隔授

業というわけにはいきませんので、2学期から

は、しっかりとした感染防止対策を講じれば、

演習、実習、実験などもできると思いますので、

今、答弁で実施されるということでありますの

で、しっかりと対応していただくことを要望し

まして、質問を終わります。

【川崎委員】新型コロナウイルス感染症関係で

す。就職への影響についてお尋ねいたします。

先ほど今春の就職状況をご説明いただきまし

た、私立高校、県立大学。私立高校は非常に順

調でしたが、県立大学については、県内就職が

課題であるという説明をいただきました。

確認ですが、これは全国的に報じられている

ことなんですけど、コロナ禍において、企業側

が内定を控えているという報道もありましたが、

県内においては、そういったことは起こってい

ませんでしょうか。

【門池学事振興課長】県立大学においては、今

年度、内定を取り消されたというような話はご

ざいませんけれども、ただ、最終選考の段階で、

その企業が採用そのものを取りやめたというふ

うなことは起こっていると聞いております。ま

た、今春就職した学生で、採用を取り消された

という話も聞いておりません。

また、私学においては、今年3月の卒業生に

関して内定の取り消しになった者はいないと聞

いております。

【川崎委員】 採用そのものを取り消したので、

内定の取り消しには当たらないということです

が、潜在的な内定取り消しみたいな感じも今受

けて、その学生さんは最終的にどうなさったん

でしょうね。就職までたどり着かれたんでしょ

うか。

【門池学事振興課長】その後の状況については、

私どもはまだ聞いておりませんけれども、別の

企業をまた受けるとか、そういったことをされ

ているのではないかと思っております。

【川崎委員】ぜひ追っていただけませんか。大

変大事なことかと思っていまして、少し声も届
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いているんです。いろんな心配事もたくさん声

が届いていますので、ぜひ聞いていただいて、

そして、しかるべきフォローについては、しっ

かりと対処していただきたいなと思います。

今度は、今年からの、今後、今の4年生の方々

が、また高校3年生の方々が、いわゆる就職活

動ということになってこようかと思うんですけ

れども、面接に行くのも非常に厳しいと。一方

では、オンラインということでサポートしてい

るということが報じられているわけですが、そ

ういった角度から、県立大学に限ってで結構で

すけれども、就職活動をどう支援されているの

か、お尋ねいたします。

【門池学事振興課長】県立大学においては、新

型コロナウイルス感染症の影響により、学生の

学内立ち入りを5月末まで禁止していたという

ところもありまして、学生に対する支援につい

ては、遠隔システムで面接の指導とか、エント

リーシートの記載の方法について指導を行って

いるところでございます。

学生からは、企業面接が遠隔で行われるケー

スも多いということで、遠隔による面接指導が

役立ったというふうな声も聞いております。

6月1日からは学内の立ち入りが解除されて

おりますので、対面での就職の指導も行ってい

るところでございます。

【川崎委員】 遠隔による指導が功を奏したと。

まさに対面で人物をしっかりとアピールすると

いうことと、また、オンラインという限られた

狭い画面の中でしっかりと自分をアピールする

ということ、いわゆる技術的なことについても、

多分に難しさもあるんだろうと思います。

今後、企業がどこまで対面を解禁されるのか

ということは定かではありませんが、今、「新

生活様式」という大きく社会が変革する中にお

いて、就職の在り方についても、ある意味、遠

くまで行かなくてもいいというコストがかから

ないというメリットもある一方、オンラインと

いう限られたところで、自分をどうアピールす

るかという難しさもあろうかと思いますが、ぜ

ひ、そういったところは全国に先駆けてサポー

トしていっていただいて、そして、これが、逆

にオンラインをやれるのが、例えば県内企業じ

ゃなくて、県外企業が積極的ですよとなってく

ると、これまた、我々としても本意でないなと

思っていまして、そういったことを考えると、

これは別の部署になろうかと思いますが、県内

の企業にも、そういったことについても積極的

にお取り組みになっていただくということも促

す必要があるかと思います。

ぜひ横串を刺して、部局横断でしっかりと支

えていただきたいと思いますが、最後に、これ

は部長にご答弁いただければと思います。

【大田総務部長】委員ご指摘いただきましたと

おり、今年の学生さんは、特にこういう状況下

におきまして、非常に不安を感じられていると

思います。

各大学において、先ほどもご紹介しましたと

おり、ご対応いただいているところもあります

けれども、そこは県としてバックアップできる

ところはしっかりやっていきたいと思います。

先ほど、まさにおっしゃった、遠隔のところ

を受けにいけるというメリットが、もしかした

らあるかもしれない一方で、県内の企業がしっ

かりご対応いただかないと、むしろ逃がしてし

まうというところも当然あると思っております。

ここにつきましては、企画部とか産業労働部

としっかり連携をいたしまして、県内企業にお

きましても、人材を逃がさないという工夫をと

っていただけるように、しっかり取り組んでま
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いりたいと存じます。

【深堀委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】ほかに質問がないようですので、

以上で質問を終了し、総務部関係の審査結果に

ついて整理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午前１０時５９分 休憩 ―

― 午前１０時５９分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。

暫時休憩します。

― 午前１１時 ０分 休憩 ―

― 午前１１時１３分 再開 ―

【深堀委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、教育委員会関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の

臨時会及び5月の政府施策要望項目審査に出席

していなかった幹部職員の紹介を受けることに

いたします。

【池松教育長】 おはようございます。

本日出席しております教育委員会事務局の新

任幹部職員をご紹介いたします。

〔幹部職員紹介〕

【深堀委員長】 ありがとうございました。

それでは、審査に入ります。

【深堀分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。

教育長より予算及び予算にかかる報告議案の

説明をお願いいします。

【池松教育長】教育委員会関係の議案について、

ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第96号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分、第108号議案「令

和2年度長崎県一般会計補正予算（第5号）」の

うち関係部分、報告第3号 知事専決事項報告

「令和元年度長崎県一般会計補正予算（第10
号）」のうち関係部分であります。

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料 教育委員会をお開きください。

はじめに、第96号議案「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分に

ついてご説明いたします。

教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。この結果、令和2年度の教育

委員会所管の予算総額は、1,355億5,101万
6,000円となります。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

県立中学校及び特別支援学校の小中学部にお

ける「一人一台端末」等の整備に係る経費とし

て、1億3,214万2,000円の増を計上いたしてお

ります。こちらにつきましては、この後、担当

課からご説明を申し上げます。

また、県立盲学校のトイレ改修工事に係る経

費として3,220万2,000円の増、令和2年3月の学

校の臨時休業に伴い発生した、給食業者の損失

に対する支援に係る経費として239万7,000円
の増、教育委員会所管の指定管理施設における

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う負担金

の精算に係る経費として1,143万5,000円の増

を計上いたしております。

債務負担行為については、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、令和元年度中に契約を
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結ぶことができなかった県立学校の複写サービ

ス契約について、今年度新たに契約を結ぶため

の経費として、教育行政事務機器賃借等1,463
万1,000円の増を計上しております。

次に、報告第3号 知事専決事項報告「令和

元年度長崎県一般会計補正予算（第10号）」の

うち関係部分につきましては、先の2月定例県

議会の本委員会において、専決処分により措置

することについてあらかじめご了承いただいて

おりました、「令和元年度長崎県一般会計補正

予算」について、歳入予算2億8,369万2,000円
の減、歳出予算14億5,140万8,000円の減を3月
31日付けで専決処分いたしました。

次に、予算決算委員会文教厚生分科会関係議

案説明資料（追加1）の教育委員会をお開きく

ださい。

第108号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち関係部分についてご説

明いたします。

今回の補正予算は、「新型コロナウイルス感

染症対策」に係る国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。

教育委員会所管の補正予算額は、記載のとお

りでございます。この結果、令和2年度の教育

委員会所管の予算総額は、1,358億3,797万
2,000円となります。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

各学校が迅速かつ柔軟に、感染症対策や学習

保障等の取り組みを実施するための経費として

2億2,200万円の増を計上いたしております。こ

ちらにつきましては、この後、担当課からご説

明申し上げます。

また、障害のある児童生徒の新型コロナウイ

ルス感染症への感染リスク低減を図るために実

施する特別支援学校のスクールバス増便に係る

経費として4,893万9,000円の増、感染症対策の

強化を図りつつ、臨時休業中の未指導分の補習

等の実施など子どもの学びの保障をサポートす

るため、市町が雇用する学習支援員等に係る経

費の一部補助を行うための経費として399万
2,000円の増、全国高等学校総合体育大会の代替

として開催する地方大会の運営経費・感染予防

対策経費についての補助に係る経費として

1,000万円の増、令和2年4月及び5月の学校の臨

時休業により影響を受けた学校給食納入業者へ

の支援に係る経費として202万5,000円の増を

計上いたしております。

以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【深堀分科会長】次に、教育環境整備課長より

補足説明を求めます。

【日高教育環境整備課長】教育環境整備課の補

正予算につきまして、2件補足してご説明いた

します。

1件目ですが、お手元の「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第4号）補足説明資料」をご

覧ください。Ａ4の1枚物でございます。

ＧＩＧＡスクール生徒用端末等整備事業費に

ついてでございます。

国のＧＩＧＡスクール構想につきましては、

当初、令和5年度までに児童生徒に1人1台の端

末等を整備することとされておりましたが、今

回の新型コロナウイルス感染症対策として、4
月末に成立した国の補正予算により、大幅に加

速されることとなりました。

これを受けまして、今回、県立中学校3校と

特別支援学校12校の小中学部の児童生徒用「1
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人1台端末」の整備、また、障害のある児童生

徒のための入出力支援装置として、端末の固定

アームやタッチペン等の整備、並びに、端末の

保管用としてのＰＣ端末電源キャビネットの整

備、さらに、緊急時における家庭でのオンライ

ン学習環境整備として、Wi-Fi環境が整ってい

ない家庭に対しモバイルルーターを貸与するた

めの経費や、遠隔学習用機器として、学校側で

のカメラやマイク等の通信機器を整備する費用

を計上しております。

今回の整備によりまして、新学習指導要領に

おいて学習の基盤となる、資質・能力の一つと

されている情報活用能力の向上、また、災害や

感染症の発生等による臨時休業時には端末を各

家庭に持ち帰ることにより、課題の配付・回収、

学習指導・支援による学習機会の保障や、生活

面や健康面の把握・管理、意思の伝達等が可能

になるものと考えております。

続きまして、2件目の補足説明でございます。

これは6月22日に追加提案したものでございま

す。お手元の「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）補足説明資料」をご覧ください。

県立学校「学びの保障」推進事業費として、

2億2,200万円を計上しております。

これは、6月12日に成立した国の令和2年度第

2次補正予算のうち、学校再開に伴う感染症対

策、学習保障等に係る支援経費を活用しまして、

各学校が迅速かつ柔軟に感染症対策や学習保障

等の取り組みを行うことができるよう、県立高

校及び特別支援学校に、1校当たり300万円、県

立中学校には、1校当たり200万円を計上してお

ります。

なお、今回の補助事業につきましては、一昨

日、国から実施要領が示されまして、高等学校

については300万円の範囲で学校規模に応じた

額、特別支援学校については一律400万円、県

立中学校については150万円が上限とされたと

ころでございます。

今後、学校からの要求状況を踏まえ、予算の

範囲内で適切に執行してまいりたいと考えてお

ります。

予算の使途としましては、各学校の判断にな

りますが、感染症対策としては、教室等の換気

のためのサーキュレーター（扇風機）や空気清

浄機、間仕切り用のパーテーション、殺菌消毒

器具、非接触型体温計等が想定されております。

また、学習保障としては、分散授業等を実施

した場合に不足する電子黒板や書画カメラ等を

想定しております。

今回の予算措置によりまして、より感染症対

策の徹底と児童生徒の学びの環境が充実するも

のと考えております。

補足説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【深堀分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算及び予算にかかる報告議案に対する質疑を行

います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 108号議案「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第5号）」について質問いた

します。

まず、6月補正予算追加予算案の概要により

ますと、8ページに夏季休業期間の授業実施等

に向けた体制整備支援ということで1,600万円

掲載されていて、これは学事振興課と義務教育

課が合わせた予算だというふうに理解をします。

その内容で教育委員会が、横長資料で言いま

すと、7ページに399万2,000円の補正が計上さ
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れていますが、これは学力向上対策事業費、こ

こに該当するということで、まず理解していい

んですか。

【大場義務教育課人事管理監】はい、そのとお

りでございます。

【堀江委員】 今、心配なのは、保護者、子ども

たちの側から言うと、夏休みが短縮されるとい

うことになるんですけど、まず、県内の小中学

校で夏休みがどういうふうになるのかというこ

とを把握しておられましたら、そこから教えて

ください。

【加藤義務教育課長】各小中学校の夏休みの状

況ですが、1町を除いて全ての市町で夏休みを

短縮することになっております。

実際のところは、多くの市町が7月中に授業

を実施するとともに、8月末にも5日程度実施予

定の市町がございます。それぞれの市町で異な

るというような状況です。

【堀江委員】 例えば市内のある小学校は、7月
20日から30日まで8時15分に登校し、12時ごろ

下校し、午前中4時間授業で給食はありません

というふうなお知らせをいただいたんですが、

30日までは授業するということであっても、給

食があるないとかということも、これはそれぞ

れの自治体によって違うという理解でいいんで

すか。

【加藤義務教育課長】それぞれの市町で異なる

対応をされております。

【堀江委員】そうしますと、保護者の不安とし

ては、この新型コロナウイルス感染症の問題で

子どもたちが学校に行けなかった、その学びを

どう保障していくのかということで、大きく見

える形としては、夏休みはこれまでどおりでは

なくて授業しますよと、7月30日まで授業しま

すと。その体制をどうとるのかということで、

さっきの7ページの予算を見ると、今回の399万
円は、概要の中では、夏季休業期間の授業の実

施等に向けた体制整備というんですけど、これ

は夏休みの対策なり、そういうことではないん

ですか。この学力向上対策事業費の中身を教え

てください。

【大場義務教育課人事管理監】小中学校の臨時

休業に伴う夏季休業期間における授業の実施、

あるいは感染症対策の消毒作業等に対応するた

め、人的体制を強化するという目的で考えてお

ります。

【堀江委員】そうしますと、夏休みの期間に授

業しますということに伴って補習するからとい

うことで体制整備をとるということですが、で

は、具体的に、これは講師等の派遣ということ

ですが、どういう中身になりますか。

【大場義務教育課人事管理監】そういった講師

を派遣するというようなことも含まれておりま

す。

【堀江委員】今さっき答弁があったように、県

内の各小学校、中学校は、1町を除いて夏休み

の期間を短縮する、7月中いっぱい授業すると

いうことなんですけど、399万円というのは、

これは全ての学校が対象じゃないんですか。幾

つの学校が講師を配置するということになるん

ですか。全部に対応するには予算が少ないと思

うんですけど。

【大場義務教育課人事管理監】追加という措置

でありますので、全県下に周知をしたところで

すけれども、県内からは2市と1町から上がって

おります。学校数については、当然ながらその

2市1町の中で判断をしていると思いますけれ

ども、学校数ということでは把握はしていませ

ん。

【堀江委員】 そうしますと、3市町が手を挙げ
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て、今回の399万円で講師、先生を配置してや

りますということですけど、ほかの自治体は、

これまでの先生の範囲でされるということにな

るという理解でいいんですか。

【大場義務教育課人事管理監】この事業につい

ても、学力向上という形での公募をしており、

15市町が当初予算から実施しておりますので、

その中で長期の休業の支援も含めて対応しよう

という市町もあったということになると思いま

す。

【堀江委員】私がこの質問にこだわるのは、新

型コロナウイルス感染症で学校に行けなかった。

どんなに宿題という形での家庭学習をしたとし

ても、なかなか理解力を含めて、子どもたちの

状況は、それぞれ子どもたちによって違うんだ

と思います。

そのときに、夏休みの期間を短くして授業時

間を増やしたからといって、子どもたちの学力

もそれぞれ、理解力もそれぞれの中で、いかに

細かく子どもたちに対応できるかという時には、

やっぱり先生が、教えてくださる側が、これま

でよりも多い方がきめ細かにできるというふう

に思っているんです。

そうしますと、夏休みの期間、長崎県の場合、

授業がどれぐらい遅れたのか。私の記憶が間違

いなければ、一般質問のやりとりの中で、教育

長は15日間ぐらい遅れると。でも、それは今後

対応できるというふうな答弁だったかと理解を

しているんですけど、今回、夏休みを短縮して

授業を実施し、先生方も増やすことになるけれ

ども、3市町だけが講師を増やしただけの今回

の予算なんですけど、子どもたちにきめ細やか

に対応し、詰め込むとかそんなんではなく、子

どもの理解に応じて学力をつけていくというこ

とでは、このコロナの対応も含めて、対応でき

るという理解でいいのかどうか、その点、不安

な点はないんでしょうか。

【加藤義務教育課長】各市町で異なる休業状況

でございました。例えば4月～5月で言えば、7
日から15日程度の休業を行っておりました。

今回、特にその時期というのは、ほとんどの

学校で運動会が実施される時期でございます。

ですので、その運動会や運動会の準備を除くと、

実際に授業が欠けた部分というのは、その半分

程度になるのかと思っております。

ですので、実際に時間的な問題で申しますと、

夏季休業中の授業日設定ということで、十分に

本県の学力の状況は改善できるものと思ってお

ります。

先ほど補正予算でお答えした内容ですが、こ

れは講師も含めて申請ができるんですが、本県

で申請があっているのは学習支援員、いわゆる

学習のお手伝いをされる方、それと、スクール

サポートスタッフという形になっておりますの

で、新たな講師という形にはなっておりません。

【堀江委員】最後にしますが、夏休み中に授業

を行うということで、一言だけ。

直接予算とは関係ないかと思うんですが、熱

中症対策は大丈夫かという声を保護者の方から

もいただいているんですが、その点、1点だけ

教えてください。

【日高教育環境整備課長】県内公立小中学校の

空調の設置状況でございますけれども、現在、

99.6％でございます。あと残り2市ございますけ

れども、松浦市の鷹島小学校・中学校につきま

しては、現在、校舎の建て替え中でございまし

て、新しい校舎には空調は設置いたしますが、

その工事は夏までには間に合いませんので、古

い校舎には扇風機等の増設をしながら対応した

いということでございます。
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あと、もう1校が、五島市の嵯峨島小中学校、

併設校でございますけれども、こちらは全校児

童が、小中合わせて4名で、ランチルームに空

調が設置されていますので、適宜ランチルーム

を活用しながら学習をしていきたいということ

でございました。

【深堀分科会長】 ほかありませんか。

【川崎委員】ＧＩＧＡスクール生徒用端末等整

備事業費について、お尋ねいたします。

一般質問でも多くの議員が質疑されておりま

したので、細かくお尋ねいたしますが、1人1台
を目指すということについては、私もかつて質

疑させていただいて、こんなに早く実現ができ

るという方針が出されたことについては、大変

歓迎をいたします。

一方、前回の委員会でしたか、今後、家庭に

おける通信環境についての支援をきっちりやっ

ていくというご答弁がありましたが、今回は、

そこについてもサポートがされているというこ

とがあります。

そこで確認ですが、ルーターの貸出しについ

てはよしとして、通信料、ランニングコストも

一定発生するのかと思いますが、そこについて

は支援が及んでいるのでしょうか。

【日高教育環境整備課長】今年度は、今回整備

いたします県立中学校並びに特別支援学校の小

中学部につきましては、家庭の通信環境が全く

ない場合、それから、家庭に通信環境があって

も制限がある、というところでアンケートをと

りまして、304件ございましたので、そちらに

ルーターを貸し出しするようにしております。

その際、ルーターは県で購入いたしまして貸

し出しますので、当然、通信費につきましても、

今年度分は県で負担するようにしております。

【川崎委員】通信料込みの貸出しということで、

サポートしていただいてありがとうございます。

今、アンケートをなさったということであり

ますので、家庭環境の機器、そして通信の不備

にはきっちりと備えているということで理解を

いたしました。

一方で、指導者側について懸念といいますか、

ＩＣＴ教育の時にも、指導する先生方も大変ご

苦労されて、いろんなコンテンツを自身でつく

っておられるということを、かつて伺ったこと

があります。

対面がオンラインだから、さほど差がないよ

うな気もいたしますが、一方で、限られた画面

の中でやり取りをするということであれば、指

導者の方も大変ご苦労があられるんじゃないか

と思いますけど、指導者側に求められる資質と

いうものはどういったものがあるのか、確認を

させてください。

【加藤義務教育課長】教員の指導力といたしま

しては、大きく4つというふうに言われており

ます。

1つ目は授業の前にＩＣＴを用いた教材を作

成するなど事前の準備を進めていく力、2つ目

は実際に授業場面でＩＣＴを活用しながら授業

を進めていく力、3つ目は子どもたちにＩＣＴ

活用を指導する力、そして、4つ目は情報活用

の知識やマナーについて指導する力、このよう

な力が必要だというふうに言われております。

【川崎委員】 今、ご丁寧に4項目挙げていただ

きました。

そうですね、全てを兼ね備えて対処をしてい

くということについては、劇的な変化の中で先

生の皆様も大変ご苦労されていると思いますが、

こういったことを補うための研修などについて

は想定されているんでしょうか。

【加藤義務教育課長】今現在のところで、長崎
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県の先生方のＩＣＴを活用する、ＩＣＴの授業

の指導力は、調査によれば、全国平均程度の力

は持っておられるという状況です。

ただし、今回は大きな変化でございますので、

これをいかに支援していくのかは私どもの重要

な役割だと考えております。

そこで、現在検討しているのは、計画的に研

修を進めていく中で、例えばオンラインを用い

て先生方一人ひとりが受講できるような研修を

検討したり、また、それぞれの指導力について

も、ＩＣＴを用いる能力等にも差がございます

ので、先生方の能力に応じたような研修を組ん

でいくことができないかということで検討をし

ているところです。

【川崎委員】しっかりとフォローがされている

ということで、理解いたしました。

本当に劇的な環境の変化で、先生方も大変ご

苦労されていると思いますので、ぜひよろしく

お願いをいたします。

それと、これは生徒用の端末の整備というこ

とでタイトルは書いてありますが、指導者側の

パソコンの補助がない。これは陳情で触れよう

と思いましたけど、松浦市の陳情に記載があり

ました。指導者側のパソコン、様々な設備があ

ると思うんですが、そういったものに補助が及

んでいないというのは事実ですか。

【日高教育環境整備課長】国の今回のＧＩＧＡ

スクール構想につきましては、先生用のパソコ

ンは入っておりませんけれども、国が2018年か

ら2022年までの教育のＩＣＴ化に向けた環境

整備5か年計画の中で、毎年度1,805億円の地方

財政措置をしておりまして、その中で教師用パ

ソコン、指導者用パソコンにつきましては地財

措置がされているという状況でございます。

【川崎委員】今聞いていいんですかね。陳情に

その指摘があったことは、どういったことが食

い違っているんでしょうか。

【深堀分科会長】 もう絡めていいですよ。

【川崎委員】松浦市の中で、ＧＩＧＡスクール

構想において指導者側のパソコンに対する補助

がないと。

今のことは、国の考え方がそうだから理解を

いたしましたが、一定、今まで1,805億円措置が

されている中で、その整備が及んでいないとい

うことなんでしょうか。指導者側に自前で準備

しろなんていうのは非常に酷な話であって、陳

情に書かれていることをどういうふうに理解す

ればよろしいでしょうか。

【日高教育環境整備課長】国のＩＣＴ化に向け

た環境整備5か年計画の内容につきましては、

松浦市側の方にも私どもからも説明をしており

ます。

例えば、標準的な18学級の小学校では622万
円、中学校では15学級で595万円が交付税措置

されておりますので、その中で適切に取扱って

いただきたいと思っております。

【川崎委員】 では、大丈夫なんですね。よろし

くお願いします。

次に、1,968台の端末を整備するということで、

1億1,749万円という高額な予算でありますが、

これを発注するに当たっては、やはり3,000万円

以上の物品購入ということから、ＷＴＯ案件と

いうことになってしまうんでしょうか。

【日高教育環境整備課長】1億1,749万円になり

ますので、ＷＴＯ案件となります。

【川崎委員】 端末という、東京、大阪じゃない

とできないようなそんな端末じゃないというふ

うに思っていまして、地元の企業の皆様も、Ｉ

Ｔ関係の物品を扱う企業も十分対応ができるも

のかと思っていまして、ぜひ、発注において地
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元の方が受注をしていただけるような工夫を何

としても行っていただきたいんですが、そこに

ついてのご所見を賜りたいと思います。

【日高教育環境整備課長】発注を地元の企業に

限定することはできませんので、調達に当たり

ましては、地元企業が入札に参加しやすいよう

に、学校をまとまった地区に割り振り、地区ご

とに発注するように工夫したいと思っておりま

す。

現在、県立中学校は3地区に分けて、特別支

援学校は4地区に分けて、計7地区に分けて発注

をしようと思っております。

【川崎委員】ぜひとも、多くの県内企業の皆様

が受注いただけるように願うものであります。

最後にお尋ねいたします。オンライン授業が

促進をするとともに、先ほども、さまざまなＩ

ＣＴを活用した先生の資質ということに触れて

いただきましたが、今ある教科書とオンライン

授業、この辺については、一定見直すような必

要性といいますか、課題というものはないのか、

お尋ねいたします。

【加藤義務教育課長】 教科書につきましては、

現在、紙の教科書を全ての子どもたちに配布す

るということになっております。今、新しい学

習指導要領に沿った教科書が準備をされており

まして、小学校では本年度から、中学校では次

年度から新しい教科書を用いることになります。

その教科書には、ほとんどの教科書にＱＲコ

ードが付いておりまして、そのＱＲコードをか

ざすことによって動画を見ることができたり、

また、例えば英語の教科書であれば音声を聞く

ことができたりというような工夫がなされてお

ります。

ですので、基本的には今の教科書を用いなが

ら、端末を使うことによって子どもたちの学習

が深まっていくものと考えております。

【赤木委員】 お疲れさまです。私も、川崎委員

と同じくＧＩＧＡスクール生徒用端末等整備事

業費についてお伺いさせていただきます。

同様に、1人1台端末整備がこのように早くさ

れるということは大変うれしく思いますし、第

2波に備えても、できるだけ早く生徒さんたち

の手元に届くようにお願いをしたいと思います。

この補足説明資料の一番下にあります遠隔学

習用機器の整備についてですけれども、ここに

書かれているように、学校側が使用するカメラ

やマイクなどの通信装置等で209万4,000円が

計上されております。

これについてですけど、これはオンライン授

業等を行う際に、学校の先生たちが使用するも

のだと思いますが、各クラス担任の先生方に使

われるような形で整備されるということなんで

しょうか。

【日高教育環境整備課長】まず、県立中学校に

カメラ、三脚、マイク、スピーカー、変換アダ

プタ―等、外部に発信するための機能を整備い

たします。これは、県立中学校3校ございます

が、3校に3組ずつ、計9組を予定しております。

あと、マイク機能付きウェブカメラを県立中

学校に48台、特別支援学校に40台整備する予定

にしております。これは、既存のパソコンにウ

ェブカメラを付けることによりまして、双方向

の通信機能ができる機能を充実したいと思って

おります。

【赤木委員】 わかりました。では、こういった

今までの機器というのは、学校の先生たちが私

費で、自分たちのお金で買ってやっていたよう

なイメージが私はあったんですけれども、今後

は変わっていくのかなと、この予算を見て思っ

たんですが、今の形だったら、各学校に3組ず
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つというお話もありましたけれども、これで対

応は足りるというふうなご認識ということなん

でしょうか。

【日高教育環境整備課長】 各学校3組につきま

しては、学校等にヒアリングしまして、3組で

と伺っておりますので、今のところ足りるもの

と思っております。

【赤木委員】わかりました。しっかり整備して、

これは生徒さんたちにオンライン授業を行う際

に遅延等格差が生じないように、引き続き目を

配って取り組んでいただくようお願いいたした

いと思います。

【外間委員】 追加説明資料の3ページの一番最

後のところ、令和2年4月及び5月の学校臨時休

業によって影響を受けた学校給食納入業者の支

援に係る経費202万5,000円の増ということで、

横長の説明資料の8ページ目の学校給食推進費

202万5,000円、オール国庫で上がっております

けれども、このことと思ってご質問させていた

だきたいと存じますが、この内容についてご説

明をお願いいたします。

【松﨑体育保健課長】 ここにありますように、

学校給食納入業者への対応でございまして、こ

の追加議案の方で上程しているものについては、

4月以降の学校の臨時休業に伴って、学校給食

納入業者への対応として計上しております。

経緯を話せば、通常の補正でもう1件上げて

おりますけれども、3月の臨時休業に伴う学校

給食業者への対応ですけれども、これはもう一

つの議案の方で239万7,000円というのを計上

しております。これについては、文部科学省の

補助金を活用して、納入業者の収入減に対する

補助ということで対応しております。

今、委員からありました、4月以降の分につ

いては、地方創生臨時交付金を活用して、納入

業者が安定して事業を継続することができるた

めの支援金として、今回計上しております。

【外間委員】 ご説明ありがとうございました。

3月と4月では補助の対象が違うということ

ですね。なぜこのように異なっているんでしょ

うか。

【松﨑体育保健課長】今申しましたように、ち

ょっと重複しますけれども、まず、3月の臨時

休業に伴う納入業者への対応についてですけれ

ども、文部科学省の補助金を活用して、これま

でも対応したところですが、文部科学省が、新

たに一斉休業に伴って学校給食納入業者に多大

な影響が生じて廃業する事例が全国的にあると。

そういうことから、収入の減少に対して国等の

補助金を活用してくれということが示されまし

た。

一方で、4月以降の臨時休業については、国

の補助金がございません。そこで、先ほど申し

ましたように、学校再開時に安定的に事業を継

続することができるための支援金として、地方

創生臨時交付金を活用するようにと。これは国

も考え方を示しておりますので、そういった考

え方で、今回対応させていただいています。

【外間委員】ということは、臨時交付金の場合

は支援金ということで、全く対象の考え方が違

うということのご説明で理解をいたしました。

県の体育保健課が抱えている対象となるとこ

ろは、どちらになるのでしょうか。

【松﨑体育保健課長】今回、両方とも予算を計

上しているものは、県立学校で実施する学校給

食の納入業者です。

【外間委員】 実は、学校給食に関わっている

様々な納入業者、パンの生産・米飯の生産業者

とかは、大変限られた予算の中、この新型コロ

ナウイルス感染症の対応で大変苦しい状況に陥
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っておられる。一部の地域では、もう会社倒産

というふうなお話も聞いておりまして、今日、

この場では学校給食の在り方というものを議論

する時間帯ではございませんので、一度このこ

とについて、新型コロナウイルス感染症を通し

て学校給食の実態というものを、一度委員会で

ぜひ論議を交わしていきたいと思っているんで

すが、今日のところは、県に対しての対応とい

うことについては、今の説明で了といたします

けれども、実際、各市町の状況については、そ

れぞれの財政状況もあろうかと思いますけれど

も、その辺についての何か連携とかご対応等ご

説明がございましたら、お願いいたします。

【松﨑体育保健課長】今委員からもございまし

たように、本事業の対象は県のみならず、市町

も対象となるものでございます。したがいまし

て、学校給食の運営主体の設置者ですけれども、

各市町においてもそれぞれでご検討がなされて

判断されるものと認識をしております。

我々県教育委員会の立場としては、給食に関

する施策について、これまでも市町と一体とな

って取り組んでいるところでございまして、本

県も含めまして、必要な情報は提供や共有する

などして、これからも連携して施策を推進して

いきたいと考えております。

【外間委員】 ありがとうございました。

県の役割については、情報を提供したり、共

有したりして、各市町の財政状況もあろうかと

思いますが、何とか背中を押していただいて、

この交付金をぜひ利用して、そういった製造業

者に対してきっちりと補助等ができるように、

ぜひ情報を共有していただければと思っており

ます。

同じことを言うかもしれませんけれども、大

変財政が厳しいという市町の状況はわかってお

りますが、あえてそこでそれぞれの市町で、ぜ

ひ県と同じように取り組んでいただけるように

情報提供、共有、そしてしっかり背中を押して

いただいて、ぜひそういった業者に対して、学

校給食というのは大切なもので、食育、給食も

教育ですから、こういった子どもを支える業者

を守るということもとても大事なことでありま

して、そういったことを通して、ぜひ今後、給

食の在り方というものについて、一度お話をさ

せていただきますが、今日のところは分科会の

予算ということで、これは了として、お話を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。

【深堀分科会長】今、質疑中でありますけれど

も、午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく

休憩します。

午後は、1時30分から委員会を再開いたしま

す。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【深堀分科会長】 分科会を再開いたします。

午前中に引き続き、質疑を行います。

質疑はありませんか。

【松本委員】 それでは、第96号議案の横長資

料の、もう何人も質問されてらっしゃるんです

けれども、私もＧＩＧＡスクール生徒用端末等

整備事業について質問をいたします。

補足説明資料にも書いてありますが、前倒し

で配布される「1人1台端末」ということでござ

います。今回の補正予算が可決されましたら、

発注をしていくと思うんですけれども、そうし

ますと、事業実施のスキームとして、実際児童

生徒たちの手元にいつ頃来る予定になるのか、

現状での計画をお尋ねいたします。
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【日高教育環境整備課長】予算成立後、すぐに

発注に取りかかれますように、現在、仕様書等

の準備は進めております。

この発注がＷＴＯになるものですから、どう

しても40日間の公告期間を置く必要がござい

ますので、入札が9月の上旬になるかと思いま

す。その後、業者等への聞き取りでは、5カ月

から6カ月の納入期間がかかると伺っておりま

すので、来年2月ぐらいまでには入るものと思

っております。

【松本委員】報道が先行しておりますから、市

町の学校もそうですけれども、子どもたちは端

末がすぐ来るものと思っていますが、もちろん

予算の関係や発注の関係もありますが、2月と

なると年度末になりますね。

そこで、私が気になるのが、やはりハードの

ほうももちろん大事なんですけれども、ハード

が年度の途中から、例えば2月から来る。でも、

それがスムーズに発注されれば、前倒しするこ

との可能性もあるかもしれませんけれども、い

つ頃学校に納入するかという時期がわかれば、

それに合わせて、先ほどから議論があっている、

教員の活用の体制というのも併せてそろえてい

かなきゃいけないと思うんですね。物は来たけ

ど、何に使うかというのが、2月～3月、決まっ

ていませんでした。そのまま持っているだけで

したというのか、それとも、その納入時期に合

わせて、どのように学校で活用するかの計画は

どのようにされているのかということを質問し

たいと思っております。

特に、県立中学校だけではなく、特別支援学

校におかれましては、特別な支援が必要な児童

生徒の方々にとって、大変有効活用もできると

思うんですよね。その辺が、来てから考えるの

か、その前に考えているのか、そちらのすり合

わせというのはどのようになっているか、お尋

ねします。

【狩野高校教育課長】県立中学校に関しまして

ですけれども、今、松本委員がおっしゃるとお

り、いかに教員が使いこなせるかというのが、

この1人1台端末の成否の鍵を握っているんだ

ろうと思っております。

県立中学校につきましては、本課の担当指導

主事が3校を回りまして、教員研修を行いたい

と考えております。

【宮﨑特別支援教育課長】特別支援学校におき

ましては、平成25年度からＩＣＴ教育の活用に

関する研究に取り組んできております。特に次

世代型の教育ＩＣＴ機器に関しましては、教員

の活用についての研修を行っておりまして、各

校において核となる教員、例えば情報担当教員

等、教務主任などになりますが、そのような核

となる教員の資質を高めて、校内においてＯＪ

Ｔで広めていくというような方式をとっており

ます。

併せまして、教育センター等においても、一

般の教員を対象とした研修も進めておりますし、

特別支援教育課としましても、核となる教員を

対象とした研修を行い、校内で広めていくよう

な研修会も企画をしております。

特別支援学校におきましては、特に知的障害

のある生徒にとっては、自分でＩＣＴ機器を操

作して活用するというのは難しいこともあるか

と思いますが、家庭の協力を得ながらオンライ

ン授業を行い、例えば、朝の会をする中で呼名

への返事の練習であったり、天気調べ、カレン

ダーワークなどを行うことは非常に有効である

と考えております。

指導事例についても、県のほうで今まとめて

おりますので、そういったものも活用しながら
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普及させていきたいと考えております。

【松本委員】できれば、届いてからすぐ活用で

きるような準備体制を今の段階から、もちろん

準備はされていると思いますけれども、その辺

が、1月なのか2月なのかというのは、変動する

可能性はあると思いますが、やっぱりそれに合

わせて、もちろん夏休みとかに研修をされると

いうこともあると思いますし、気になるのは、

やっぱり特別支援の児童生徒にとっては、それ

を活用することによって、今までできなかった

ことができるようになる可能性もありますし、

活用事例というのも全国で様々あると思います。

障害をお持ちのお子さんが、そういったもので

状況が改善されたり、そういった実例もあるよ

うに伺っていますので、そこはしっかりと、お

っしゃるとおり、その学校のハンディの状況に

よって対応は違うと思いますので、取り組んで

いただくことを要望して、次の第108号の方に

移らせていただきます。

第108号の5ページのところの「学びの保障」

推進事業ということで、国庫の事業でございま

す。

今回のこの予算につきましては、事業概要が、

各学校が迅速かつ柔軟に感染症対策や学習保障

等の取り組みを行うことができるよう、必要な

経費をということですが、先ほど内訳の中に、

各校の予算がありました。

そうすると、想定される整備内容とあります

が、それでは、各校に300万円とか150万円とか

予算が充てられて、何に使うかは各校の自由で

決めていいということでしょうか、お尋ねいた

します。

【日高教育環境整備課長】今回のこの「学びの

保障」につきましては、「感染症対策」と「学

びの保障」ということで、各校の判断によりま

して、迅速にそろえていただく必要がございま

すので、各学校で決めていただくように考えて

おります。

【松本委員】ちょっと気になるのが、空調の話

が午前中も出ておりましたが、学校の生徒から

の話では、何度以上になるとエアコンをつける

ことができると。話が上がっているのは、3密
を避けるという中で、今もそうですけれども、

閉めてエアコンをかける場合は、やはり1時間

に1回換気をしなきゃいけないというのがルー

ルになっているという中で、じゃ、窓を開けて

換気をするのかと、エアコンをつけてというと

ころで、ここで出ているサーキュレーター（扇

風機）や空気清浄機が足りないのではないかと。

エアコンは、ほぼ100％できているんですけれ

ども、そういうところの要望の声が上がってい

るというふうに伺いました。

ただ、これに関しては、どれを選んでもいい

ということですから、そういう状況の中で、空

調は入っているけれども、換気についての対応

というのは、何か要望が上がっているのか。

それとも、換気については、各校の独自の判

断でやるという認識なのか、その辺については、

どのようにお考えでしょうか。

【日高教育環境整備課長】換気につきましては、

サーキュレーター等で強制的に換気をするのが

有効な手段だと思っております。ただ、委員ご

指摘のとおり、サーキュレーターの必要数が全

国で出てくる可能性もございますので、そうい

う場合は、文部科学省の指導でも、教室の窓側

と廊下側の窓を開けたりして対角線状に換気を

するのが有効であると言われておりますので、

その辺は、物も入れますし、あと、入らない場

合は、そういうソフト面の対策でもよろしくお

願いしたいと思っております。
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【松本委員】学校側からでも、もちろんガイド

ラインにもなっているので、換気の推進という

のは各校にも通達はしてらっしゃると思います

けれども、その中の一環で、今回、この事業が

活用できるということですので、空気清浄機も

含めて、そこは学校のそれぞれの事情があられ

ると思いますが、換気に対しても積極的に取り

組むように、各校に通達もしていただくことを

要望しまして、次の質問に移ります。

次もちょっと重なる、堀江委員からも質問が

あっていた、7ページの児童生徒の学力向上の

ための非常勤講師等配置支援事業ということで、

私も一般質問の時に、学習の遅れに対応するこ

との必要性というところで質問させていただく

時に、ちょうどこの事業の内容を聞いて、大変

期待するところではありましたが、しかし、オ

ール国庫であるのにもかかわらず、399万円と

いうニーズが出なかったことに、多分、堀江委

員からの質疑だったというふうに認識をしてお

ります。

実際、私も気になって調べてみたら、佐世保

市、諫早市、時津町ということで話を伺いまし

たが、しかしながら、どう考えても、文部科学

省の内容を見れば、チームティーチングですね。

要は、遅れている児童生徒に対して補佐を入れ

ることによって、学習の遅れを取り戻せるとい

うことで、すごく効果的だと思うんですが、こ

れに対して3市町だったということは、もう足

りているという状況で、十分だからもういいん

ですということで、ほかの18市は必要なかった

んでしょうか。その認識をお尋ねいたします。

【大場義務教育課人事管理監】午前中にも少し

説明をさせていただきましたけれども、夏季休

業の縮小ということになるわけですけれども、

雇用期間がどうしても短いであるとか、従事者

を探すことが非常に難しいというようなところ

があっての判断で、希望しない市町が出てきて

いると考えております。

【松本委員】雇用期間が短い、夏休みの間だけ

の雇用であればなかなか難しいというふうに答

弁がありましたが、そうしたら、今回この補正

の国のオール国庫の事業は今回限りで、これが

なくなったら、今後はこういった制度というも

のはないのでしょうか、お尋ねいたします。

【大場義務教育課人事管理監】当初予算でも措

置をされている事業でありますので、国の動き

がどうなるかはわかりませんけれども、新型コ

ロナウイルス感染症対策として、この夏季休業

中の対策ということでの措置だと私どもは考え

ております。

【松本委員】 今回は、特に、今おっしゃったよ

うに、新型コロナウイルス感染症対策で特別に

ということで国の予算がついたということです

が、かなりのまとまった金額で、全国で予算枠

がある中で、本県ではわずか399万円というこ

とであったことに、非常にもったいないなと、

残念だなというふうに考えるところであります。

実際に、やはり休校が多くて学習の遅れがあ

るお子さんは、必ず県内にもたくさんいらっし

ゃると思いますし、そうなると、教員の方々の

負担も増えてまいります。ましてや、8月から

また夏休みが始まるわけでございまして、今後

もチームティーチングに人材が足りないのであ

れば、どういった形でやるかは別としても、や

っぱり市町と連携して、どれだけ人が足りない

のか、そして、今後、その体制を整えていくの

にはどういうことができるのかというのを、や

はり義務教育課でも検討していく必要があると

思うんですが、その辺の今後のお考えについて

はいかがでしょうか。
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【大場義務教育課人事管理監】大きなことにも

なるかと思うんですけれども、教員不足もあり

まして、なかなか免許持ちかれこれを含めて探

すのが困難な状況になっております。

これについては、支援員という形ですので、

いろんな方々のお力を借りるということもある

わけですけれども、人を探すということについ

ては、私どもも危機感を持っておりますので、

市町教育委員会とも連携しながら探していくと

いうことをしたいと思っています。

【松本委員】教員ではなくて、支援員という形

でありますから、以前も事業で、地域の方々が

教えるやり方もありますし、退職された先生方

がボランティアでしている事業というのも伺っ

たことがあります。

教員も成り手不足が言われる中で、一番気に

なるのは、やっぱり学習の遅れに対しての対応

をいかにやっていくかというところの中で、今

回こういう状況になって、この事業になりまし

たけれども、やっぱりニーズがあるのかどうか、

市町とも確認をして、その中でどういう対応が、

例えば民間とか、地域とか、また、退職先生の

方々とか、様々なツールがあると思うんですね。

確かに、1カ月だけの雇用で、突然今から探せ

と言われても、なかなか難しいとは思いますが、

しかし、そういう関係性をつくっておけば、何

かあった時に、ぱっと対応できるような状況も、

今後、やはり地域と連携して学校が運営してい

くには必要だと思いますので、これを機に、ま

た今後、チームティーチングの推進に向けて取

り組んでいただくことを要望して、質問を終わ

ります。

【深堀分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算及び予算にかかる報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。

第96号議案のうち関係部分、第108号議案の

うち関係部分及び、報告第3号のうち関係部分

については、原案のとおり、それぞれ可決、承

認することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算及び予算にかかる報告議案は、

原案のとおり、それぞれ可決、承認すべきもの

と決定されました。

【深堀委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

教育委員会においては、今回、委員会付託議

案がないことから、所管事項についての説明を

受けた後、陳情審査を行い、その後、専決事項

報告（地方自治法第180条関係）、次期長崎県

総合計画素案骨子、新型コロナウイルス感染症

対策関係についての質問を行います。

教育長より所管事項説明をお願いいたします。

【池松教育長】教育委員会関係の議案外の報告

事項について、ご説明いたします。

文教厚生委員会関係説明資料 教育委員会の

1ページをお開きください。

（損害賠償の額の決定について）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

中止となった会議にかかる旅行代金の損害賠償

金1万7,840円を支払うため、また、同様の理由

により中止となった長崎東高校の海外研修渡航
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にかかる委託契約の契約解除に伴う損害賠償金

52万2,720円を支払うため、去る3月23日付けで

専決処分をさせていただいたものであります。

次に議案外の主な所管事項についてご説明い

たします。

1ページ下段をご覧ください。

（学校の臨時休業に伴う学力の保障等につい

て）

小中学校の臨時休業に伴う学力の保障等につ

いては、市町教育委員会に対し、地域の感染状

況や、学校・児童生徒の状況を把握しながら、

子どもたちの家庭での学習を支援するために必

要な措置を講じるよう要請してまいりました。

学校再開後の教育活動についても、各市町の取

組について課題を共有し、協議を深めておりま

す。現在、各市町では、地域の実態に応じなが

ら、学校行事や学習内容を見直すとともに、夏

季休業期間を短縮して学習指導を行うなどの対

応により、子どもたちの学力を保障するために

最大限の工夫を行っているところです。

県立高校においては、長期休業中の授業日設

定や、学校行事の精選・見直しを行うなど学力

の保障のため、授業時間の確保に努めるととも

に、授業と家庭学習を効果的に組み合わせた学

習指導を行うなど、効率的な学習活動が展開で

きるよう各学校で工夫しているところです。

加えて、ＩＣＴの活用についても、すべての

普通教室に設置している電子黒板や、今年度整

備を計画している校内の高速ネットワーク等を

活用し、学習の充実を図ってまいります。

このほか、高等学校入学者選抜については、

文部科学省からの通知を受け、学校の臨時休業

により、生徒の出席日数や学習評価等の内容、

部活動の実績等、調査書に記載できる事項が少

ないことによって、受検者が不利益を被ること

がないように配慮するよう県立高校へ通知した

ところです。併せて学力検査の内容等について

も、中学校3年生の学習状況等を踏まえ、配慮

することを検討しています。

県教育委員会としましては、引き続き感染症

対策を講じながら、児童生徒の学びを保障する

教育活動の実施や支援に努めてまいります。

（全国及び県学力調査について）

本年度の全国学力・学習状況調査につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症対策に係る臨

時休業の影響を鑑み、国において中止の決定が

なされましたが、本県独自の県学力調査につき

ましては、県内児童生徒の学習の定着状況を把

握し、今後の学習指導に生かすための貴重な機

会として、市町教育委員会とも十分に協議した

上で、7月中に実施することといたしました。

なお、全国学力・学習調査につきましても、

今後、国から送付される問題冊子等の取扱いを

含め、県内児童生徒の学力向上のために、市町

教育委員会及び学校において有効に活用するこ

とができるよう支援してまいります。

（教職員の体罰について）

県教育委員会では、体罰の根絶を「最重要課

題」の一つと位置付け、平成24年度から毎年教

職員及び児童生徒・保護者に対して体罰の実態

調査を実施しております。

令和元年度の調査結果では、体罰件数が39件、

体罰を受けた児童生徒は79人で、前年度と比較

し、件数で1件、児童生徒数で5人増加しました。

件数の増加は、児童生徒の反抗的な態度や、や

る気のない態度に対し冷静さを失い体罰に及ん

でしまうなど、体罰が児童生徒に与える影響へ

の認識が不十分な教員が依然としているためと

考えられます。また、体罰を受けた児童生徒数

が増加した理由は、生活指導や部活動指導の場
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面で、1人の教諭が複数の児童生徒に対し、威

圧的な暴言や、平手で頭を叩くなどの行為に及

んだ案件があることによります。これらの行為

は、児童生徒の心に深刻な影響を与え、大きな

傷を負わせてしまいかねないものであり、未だ

根絶に至らないことを大変重く受け止めており

ます。

県教育委員会としましては、体罰根絶に向け、

平成29年度から体罰によらない指導について、

全ての教員が目標を設定し、校長面談において

成果を確認する取組や、体罰で指導を受けた教

員に対してアンガーマネジメント研修等を義務

付け、学校内での計画的なフォローアップを行

う「体罰の再発防止のための指導力向上研修」

を実施するなどの取組を行っています。

引き続き、各種研修会等のあらゆる機会を捉

えて体罰根絶に向けた取組を強力に推進すると

ともに、体罰を許さない環境づくりを目指し、

教職員の意識改革を進めてまいります。

4ページをご覧ください。

（高校生の進路状況について）

令和2年3月公立高等学校卒業者の就職内定

率は99.5％と前年より0.1ポイント上回る結果

となっております。このことは、各学校の粘り

強い進路指導や各種支援事業による成果であり、

昨年度に引き続き高い就職率を維持しておりま

す。

今後、県教育委員会としましては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に伴う企業の採用状況

を注視しながら、県立学校に配置しているキャ

リアサポートスタッフに対し、県内企業の求人

開拓や進路相談への対応など、生徒の就職支援

をより充実できるよう指導助言してまいります。

また、長崎労働局や産業労働部など関係機関と

連携を密にして、県内企業に関する情報を積極

的に提供するなど、高校生の県内就職率の向上

に努めてまいります。

今春の公立高等学校における大学等への進学

については、卒業者数に対する進学者数の割合

が、前年比1.4ポイント増の66.8％となっていま

す。

今年度から、従来の「大学入試センター試験」

にかわる「大学入学共通テスト」が実施され、

大学教育の基礎力となる知識・技能や思考力、

判断力を問う試験となります。

県教育委員会としましては、このような変化

に対応するため、「論理コミュニケーション育

成事業」や「これからの社会を生き抜く力を持

ったグローバル人材育成事業」など様々な取組

を行います。各学校が高校生に身につけさせる

べき力を明確にして組織的に指導改善を図る取

組を支援し、生徒の学力向上と進路の実現に努

めてまいります。

6ページをご覧ください。

（長崎県文化財保存活用大綱（素案）について）

過疎化や少子高齢化などを背景に、文化財の

滅失や散逸等の防止が緊急の課題となる中、文

化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会が総

がかりで、その継承に取り組んでいくことが求

められています。このため、国では、地域にお

ける文化財の計画的な保存と活用の促進を図る

ことを目的として文化財保護法を改正し、昨年

4月に施行されたところです。この法改正によ

り、都道府県は文化財の総合的な保存と活用に

関する基本的な方針を定めた「文化財保存活用

大綱」を策定できることとなりました。本県に

おいても、昨年度から庁内関係課で組織する協

議会を立ち上げ、文化財の専門家や県内各市町

文化財担当部局からの意見聴取を行い、検討を

進め、このたび、長崎県文化財保存活用大綱（素
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案）としてまとめたところです。

今後も引き続き、専門家のご意見等を聴取す

るほか、7月にパブリックコメントを実施した

上で、来年2月までの策定を目指して取り組ん

でまいります。

7ページ下段をご覧ください。

（部活動における各種大会について）

運動部においては、全国及び県の高等学校総

合体育大会や高等学校野球選手権をはじめとす

る各種大会が中止され、選手や指導者の皆様の

ことを思うと大変残念であり、心が痛みます。

このような状況の中で、3年生がこれまでの成

果を発揮する場として、競技ごとに代替となる

大会が計画されております。

選手の皆様には、これまで磨いてきた技とス

ポーツを通して培ってきた力を存分に発揮して

いただきたいと思います。

また、文化部においては、7月31日から開催

予定の全国高等学校総合文化祭高知大会が、参

加生徒を高知県に集めないWeb上での発表・交

流による開催へと変更になりました。

なお、11月開催予定の県高等学校総合文化祭

及び県中学校総合文化祭については、新型コロ

ナウイルス感染症対策の措置等を講じたうえで、

発表の機会が提供できるよう、内容についての

検討を進めてまいります。

（令和3年度県立高等学校・中学校生徒募集定

員及び公立高等学校入学者選抜制度の改善につ

いて）

令和3年度の県立高等学校の総募集定員は、

本年度と同じ9,840人といたしました。

内訳といたしましては、全日制課程が8,680
人、定時制課程が560人、通信制課程が600人で

あります。

また、県立中学校の募集定員は、長崎東中学

校、佐世保北中学校及び諫早高等学校附属中学

校それぞれ120人とし、合計360人としておりま

す。

なお、「令和3年度長崎県公立高等学校入学

者選抜」の改善については、令和元年9月議会

時にもお知らせしておりましたが、昨年度から

大きく4点改善しております。

1点目は、昨年度まで実施していた推薦入試

と一般入試を廃止し、前期選抜、後期選抜を実

施いたします。前期選抜の募集定員につきまし

ては、各学校の全募集定員の5～50％の範囲で

各学校が定めることといたしました。

2点目は、前期選抜につきましては、各学校

または学科・コースなどの特色に応じた検査方

法を学校で選択し、実施することといたしまし

た。検査方法としては、基礎学力調査、面接、

プレゼンテーション、実技、作文や小論文など

があります。

3点目は、昨年度まで一般入試の志願者数や

志願倍率などを公表したあと、一度だけ志願変

更ができる制度でありましたが、今年度から志

願変更制度は廃止いたします。

4点目は、学力検査の数学と英語につきまし

ては、昨年度、難易度の異なる2種類の問題か

ら各学校が選択して実施しておりましたが、今

年度の後期選抜では選択問題を廃止し、全ての

学校が同一の問題で実施することといたします。

これらにより「受検生が主体的に学校を選ぶ

ことができる制度」、そして、「受検生の学ぶ

意欲や多様な能力が評価される制度」に改善さ

れるものと考えております。

（新たな総合計画の策定について）

昨年度から策定を進めている新たな総合計画

については、これから2040年頃にかけて予測さ

れる人口減少やSociety5.0の実現といった社会
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の変化や、新型コロナウイルス感染症が社会に

及ぼす影響、そして本県の未来を大きく変える

新たなまちづくりや産業づくりが進んでいくこ

とを見据えながら、令和3年度から5年間の計画

として策定し、今後の県政運営の指針や考え方

を県民にわかりやすくお示ししたいと考えてお

ります。

素案骨子では、10の基本戦略を掲げておりま

すが、このうち、教育庁は、主に「若者の県内

定着、地域で活躍する人材の育成を図る」と「長

崎県の未来を担う子ども、郷土を愛する人を育

てる」の2つの戦略に関連しております。

「若者の県内定着、地域で活躍する人材の育

成を図る」においては、キャリア教育の推進や

地域の元気づくりのための社会教育の充実・活

性化などに取り組むとともに、「長崎県の未来

を担う子ども、郷土を愛する人を育てる」にお

いては、ふるさと教育の推進や子どもたちが未

来社会を切り拓くための「確かな学力」の育成

などに取り組んでまいりたいと考えております。

今後、県議会のご意見をお伺いしていくとと

もに、県民の皆様の声もお聞きしながら、今年

度中の計画策定に向けて検討を進めてまいりま

す。

文教厚生委員会関係説明資料（追加1）の1ペ
ージをお開きください。

（教職員の不祥事について）

昨年10月、通勤途中に学校付近の交差点にお

いて、進路右方から飛び出した児童に、自車を

衝突させ、加療約1週間を要する傷害を負わせ

る交通事故を起こしたにもかかわらず、被害児

童の怪我の状況を確認したものの、病院に連れ

て行くなど必要な救護の措置を講じず、かつ、

直ちに警察に報告しなかったことから、本年3
月に道路交通法違反により略式命令が下された

小学校教諭を、6月15日付けで減給1月（給料の

月額10分の1）の懲戒処分とし、当該教諭を管

理監督する立場にあった同校の校長を、戒告処

分といたしました。

県内の教育関係者が総力を挙げて不祥事根絶

と信頼回復に向けて取り組んでいる中、このよ

うな不祥事が発生したことは、学校教育に対す

る信頼と期待を裏切り、県民に失望と不信感を

与えるものであり、県議会をはじめ県民の皆様

に対し、深くお詫び申し上げます。

県教育委員会といたしましては、不祥事が発

生している現状を重大かつ深刻に受け止め、県

内全教職員に対して、引き続き強い危機感を持

って教育に携わる職にあることの自覚を厳しく

促すとともに、すべての教育関係者と力を合わ

せ、不祥事根絶と信頼回復に向けた実効ある取

組の推進に全力を尽くしてまいります。

そのほか、教科書採択について、令和3年度

長崎県公立学校教員採用選考試験について、「長

崎っ子の心を見つめる教育週間」の実施につい

て、新県立図書館の整備について、文化財の指

定について、県庁舎跡地の埋蔵文化財発掘調査

について、長崎県子どもの貧困対策推進計画の

策定について、「長崎県行財政改革推進プラン」

に基づく取組についての内容については、文教

厚生委員会関係説明資料に記載しております。

以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【深堀委員長】 ありがとうございました。

説明が終わりましたので、まず、陳情審査を

行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、
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ご覧願います。

審査対象の陳情番号は、28、32、39、40、
45であります。

陳情書について、何か質問はありませんか。

【川崎委員】 40番の長崎県町村会からの要望

の25番、通級指導教室についてお尋ねいたしま

す。

現在も通級指導教室の利用者数が年々増加傾

向にありますという現状のご報告と、「このよ

うな中、県内町村の学校においては、発達障害

児童生徒を個別に支援する通級指導教室が十分

に設置されておらず、個別支援を必要とする児

童生徒の中には、在籍校から通級指導教室設置

校まで週数回の指導を受けるために通うことが、

児童生徒及び保護者の大きな負担となっており

ます。また、負担の大きさから指導を諦めざる

を得ない児童生徒も存在する現状にあります」

ということから、財政支援等のご要望でありま

すが、まず、この実情についてお尋ねをいたし

ます。

【大場義務教育課人事管理監】通級指導の現状

につきましてですけれども、令和2年度は、小

学校に147教室、中学校に43教室、合計190教室

に措置をしております。

【川崎委員】 設置そのままだとおもいますが、

こういったご要望が出てくるということは、そ

の数字だけから、すみません、なかなか私も理

解をしかねるところでありまして、十分ではな

いからのご指摘だと思いますが、要は、全体、

設置すべき学級数がこうあって、今現状こうで

すよということであるとわかるんですけど、ま

ず、その足らざるところがあると思いますが、

足らざるところがあってのご指摘だと思います

が、要は、どれだけ整備するのが適正なのか、

そういったところからご回答いただければと思

います。

【大場義務教育課人事管理監】適正というとこ

ろについては、ここでお話をするべきものが、

ちょっと持ち合わせはないんですけれども、毎

年40教室の申請数があります。国の加配措置の

部分が平成5年度から制度化をされて、順次増

えてきているわけですけれども、そのことにお

いて、毎年6教室、あるいは7教室新設をしてい

る状況です。要望に対して潤沢に対応ができて

いない部分はありますけれども、毎年度、その

状況を勘案しながら措置をしているという状況

です。

過去5年間を考えましても、国の加配措置に

ついては60ほど増えておりまして、今、190と
いうことになっておりますので、その年度、年

度に要望を重ねながら、保護者・児童生徒の実

態を勘案しながら、全県下を見渡しながら配置

をしていっているという状況でございます。

【川崎委員】 大体わかりました。年6から7学
級ぐらいはずっと増やしていきながら要望に応

えているということですが、年40件の要望があ

っているということは、つまり40件が足らない

ということの認識でよろしいのか。

先ほど適正な数値は持ち合わせていないとい

うふうにおっしゃいましたが、やはり計画は、

ゴールというか、数値目標があって、初めてそ

れに向かっていく話なんだというふうに思いま

す。ぜひそういった明確な設置目標を据えて、

それに向けての整備を進めていっていただきた

いと思いますが、いま一度ご答弁をお願いしま

す。

【大場義務教育課人事管理監】委員おっしゃる

とおり、40教室の新設が毎年、新規要望があっ

ているんですけれども、今申し上げたとおりの

措置になっています。
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しかしながら、そのことについて精査をしな

がらやっているんですけれども、約40教室ぐら

いは措置ができていないということであります。

まずは、措置ができていない市町、あるいはバ

ランス的なものを考えて、増設希望も中にはあ

るんですけれども、置いてないところをまずは

置いていこうという目標は立てながら進めてお

ります。

【川崎委員】 終わろうと思っていましたけど、

設置されてない市町があるということですか。

【大場義務教育課人事管理監】それはございま

せん。

例えばある市町で言うと、遠く離れた学校も

ありますので、そこに1校だけ置いて、真ん中

に集まってくるということもありますけれども、

北と南にあれば、そこにバランスよく配置をす

るということで、全く入ってないというところ

はありません。

【深堀委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、専決事項報告（地方自治法第180条関

係）、次期長崎県総合計画素案骨子、新型コロ

ナウイルス感染症対策関係に限って質問を行う

ことといたします。

なお、新型コロナウイルス感染症対策関係に

ついては、一人1部局1項目以内とさせていただ

きますので、ご了承をお願いいたします。

質問はありませんか。

【松本委員】まず、総合計画のところから質問

をいたします。

教育長の先ほどの説明にもありました、次の

総合計画についての骨子でございます。趣旨と

しましては、「長崎県総合計画チャレンジ2020」
が平成28年度から令和2年度までの計画、そし

て、今回は、さらに次の令和3年度からの新た

な計画ということで、2040年に向けて取り組ん

でいくということでございますが、いろいろ読

ませていただく中で、特に強く感じるのが、人

口減少に対しての大変強い危機感というものを

感じるわけでございます。

実際に、もう人口は減っております。しかし

ながら、出生率は、皆さんご存じのように、全

国でも高い数字を保っているわけでございまし

て、そうなると、一番気になるのは人口流出と

いうところで、特別委員会もございますが、そ

ういった中の一番大きな要因になるところが、

この教育の県内定着のところ、そして、郷土を

愛する人を育てる、キャリア教育ということで、

これまでもさまざまなタイミングでキャリア教

育やふるさと教育は取り組んでいただいている

と思います。

ここで一つ確認しておきたいのが、これまで

の5年間の取組も十分していらっしゃいました

し、実績もあると思いますが、一つは、ふるさ

と教育やキャリア教育をこれまで5年間やって

きた中で、それでもやはり何が足りなかったの

か。じゃ、次の5年間で、今後はそこの足りな

かったところをさらに修正して取り組むと思う

んですが、内容を見ると、今までとあまり大き

く変わっていない気がするんですけれども、そ

の辺は、ここに書けないところがあると思うの

で、その認識についてお尋ねをいたします。

【狩野高校教育課長】今、委員ご指摘のとおり、

キャリア教育とか、ふるさと教育は非常に重要

な教育の分野ではないかと認識をしております。

この5年間も、ふるさと教育につきましては、

各学校の実態に応じて実施をしてまいりました。
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例えば県立高校の全日制54校全てにおいて、地

域との関わりを持ちながら学習を進めていると

ころでございます。

しかし、これにつきましても、まだ十分では

ないと認識をしておりますので、平成30年度か

ら今年度まで、「ふるさとの未来を担う高校生

育成事業」と銘打ちまして、毎年6校、3年間で

18校を指定して、地元の行政機関であるとか、

事業所等と連携をした地域課題解決型学習に取

り組んでいるところでございます。

ふるさと教育と申しますと、小中高、それぞ

れの発達段階に応じて行われるものだと思って

おりますけれども、特に高校につきましては、

地元のことをよく知るだけではなくて、探究す

るという視点が非常に大事じゃないかなと思っ

ております。

今後は、地域を学びのフィールドとしながら、

地域に出かけていって、地域の課題等を発見し、

協力しながら課題の解決に向かうような、そう

いった人材の育成に努めてまいりたいと考えて

います。

【加藤義務教育課長】小中学校におきましては、

特に人口減少というものを頭に置きながらふる

さと教育、キャリア教育というものを、昨年度

から実践しております。それが「ふるさとを活

性化するキャリア教育充実事業」でございます。

昨年度、県内6中学校を指定いたしまして、

実際に子どもたちが地域の課題に向き合って、

そして、中学生が自分たちの力で地域の課題を

解決していくという学習に取り組み始めました。

このことが、私どもといたしましては、今まで

のふるさとへの愛着やふるさとへの誇りではな

く、さらに一歩進んだ、ふるさとを担う力、そ

ういうものを育成していきたいと思っておると

ころです。

昨年度まだ1年間の取り組みではございます

が、大変大きな成果が出ておりますので、この

ことを広げていきたいと考えております。

【松本委員】私もこれまで幾度となく質疑をさ

せていただく中で、お二人の答弁の中に共通す

るのは、「地域の課題を主体的に子どもたちが

自ら取り組んでいく」というところだと思うん

ですね。

文部科学省も主体的な学習というのは推進し

ておりますが、その中で、今、県内就職率も、

頑張って様々な部署で取り組んでおりますけれ

ども、そこはもうほとんど決めた状態の中でお

願いしている状況なので、やはり小中の義務教

育や高校の中でいかに地域に、自分たちの地域

を自分たちで守っていくんだとか、地域の課題

を自分たちが解決するんだというところの気持

ちを育むのは、もちろん地域も大事だけど、教

育がすごく大きな存在になると思うんですね。

だから、そこの部分に対しては、今、モデル校

も指定されましたけれども、できれば、次のス

テップの時に、やはり地域全体で取り組んでい

けるようなスキームも示していただきたい。

というのは、特に離島・半島というのは、過

疎が物凄いスピードで進行していますので、そ

れを待っていたら、もう遅いと思います。前も

言いましたけれども、高校の定員割れも実際出

てきておりますし、やはり小さい小学校、中学

校、高校でそれぞれステップがあると思います

が、地域の課題を解決するためのカリキュラム

というもの、それが自発的な学習にもつながる

と思います。やはり教育というのは、一番根幹

に当たるところでもありますし、人口が減った

ら何の事業もできないわけでございます。

「ながさきレボリューション4.0」を見させて

いただきました。すばらしい冊子が、よくでき
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ていますけど、教育のことがあまり書いてない

というか、ほとんど書いてないんですね。ハー

ドももちろん大事だとは思いますけど、最も大

事なのは、やっぱり人口流出を止めるための教

育だと思いますので、もうちょっと踏み込んだ、

今までこうだったけど、今後こういうことをや

りますと、長崎の教育はこうですというふるさ

と教育、キャリア教育に対しても前向きに、骨

子の中でもうちょっとアピールをできるように

取り組んでもらうことを要望して、次のコロナ

対策についての質問に移ります。

前回の議会の時に、スクールカウンセラーの

加配ですね、国の部分で質問をさせていただき

ました。実際に、今議会は休校が明けた状態で

ございますので、休校後、臨時休業明けの児童

生徒の心のケアについて、ちょっと調べさせて

いただきました。6月11日現在で、学校に寄せ

られた相談件数が265件あったということでご

ざいます。

県内の市町に、新型コロナウイルス感染症に

対しての相談がどのようなものがあったのか、

新型コロナウイルス感染症に対して具体的な相

談内容で多かったものについて、お尋ねをいた

します。

【安永児童生徒支援課長】相談内容につきまし

ては、学校における感染のリスクについて、こ

れが一番多く、次に学習面に関する不安、生活

習慣の乱れ等に関する相談が主でした。そのほ

か、家庭での過ごし方や登校しぶりに関する相

談もあっております。

【松本委員】 感染が心配だから休ませたいや、

学習の遅れなどさまざまな相談もあると思いま

すし、また、スクールカウンセラーではなくて、

家庭内でのさまざまな問題が出ているわけでご

ざいますが、そういう不安とか、また学校だけ

ではできない部分の社会的な問題に関してはス

クールソーシャルワーカーも配置をされている

と伺っております。

まず、一つお願いしたいのは、この相談の対

応について、スクールカウンセラーが受けて話

を聞いて、解決が全部できるわけではございま

せんので、そこを教育現場の方にももちろん伝

えなきゃいけないし、そこのカウンセリングは

まだ入口の状況だと思いますので、今後、夏休

みに入って、また休みが続いた時に、次の相談

も増えてくると思うんです。そちらに対してし

っかりと教育現場、家庭をカウンセラーの方に

つないでいただいて対応していただきたいと思

うんです。

その中でどうにもならないのが社会問題とい

うか、家庭内部のプライベートな問題の場合は、

スクールソーシャルワーカーの必要性が出てく

ると思うんですが、スクールソーシャルワーカ

ーについても加配措置がとられていると、予算

措置がとられていると。実際に配置時間が、1
名につき45時間増えたということでございま

すが、休業中にスクールソーシャルワーカーの

方はどのような対応をとられたのか、お尋ねを

いたします。

【安永児童生徒支援課長】休業中のスクールソ

ーシャルワーカーの具体的な対応についてです

けれども、市町によっては、スクールソーシャ

ルワーカーが全ての小中学校を訪問し、状況を

把握したというところもありますし、特に、こ

の45時間の加配によって時間的な相談体制が

有効に機能するわけで、スクールソーシャルワ

ーカーを適切に指導するスーパーバイザーの

方々の指導とか、合同の研修会だとか、そうい

うことを開きながらチーム力として、スクール

ソーシャルワーカーが各地区で活動していると
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いう報告があっております。

【松本委員】やはりスクールソーシャルワーカ

ーは、スクールカウンセラーより数はかなり少

なくなっているということですが、こういった

家庭内の相談というのは、今後、新型コロナウ

イルス感染症の休業で様々出てくると思います。

そういった中で、スクールソーシャルワーカ

ーの負担も増えてくる中で、スーパーバイザー

という方がスクールソーシャルワーカーの指導

をしていただくということで、今後も多分、需

要が出てくると思うんです。そういう時に、未

配置校や入っていないエリアにまでしっかり対

応できるような状況と、そして、これにつきま

しても、全てスクールソーシャルワーカーで解

決できるわけではありませんから、それぞれの

専門の機関に引き継いでいかなければいけない

と思うんですが、スクールソーシャルワーカー

の相談で、新型コロナウイルス感染症関連で多

い相談というのはどのようなものがあったのか、

お尋ねいたします。

【安永児童生徒支援課長】スクールソーシャル

ワーカーに関する相談で多かったことは、臨時

休業が長期化して家庭での生活が長引いている

中で、昼夜の活動が逆転して生活のリズムが崩

れたとか、家庭で保護者がイライラして子ども

からの相談があったとか、そういう家庭に起因

する問題がほとんどあっているという状況です。

【松本委員】そういったものからどんどん、家

庭内の様々な不和が起きて、不登校であったり、

様々な家庭内暴力であったり、そういったもの

の、多分予兆だと思うんですよね。

だから、そういったものをしっかりスクール

ソーシャルワーカーが対応することによって、

大きな問題の解決にもなる機会だと思いますの

で、まだ今は対応している状況が、加配で初め

て受けた方もいらっしゃると思いますし、それ

でもまだ足りないところがあると思うんですよ

ね。だから、そういったところも、今、把握を

していただいて、今後また、これの必要性が出

てくる場合には、また予算措置を国に要望でき

るような体制づくりを、スクールカウンセラー

も併せてとっていただくことによりまして、特

に新型コロナウイルス感染症による休業の長期

化というのは、今までにない今年の状況ですの

で、そちらに対してしっかり確認をして、また

つなげていただくことを要望しまして、質問を

終わります。

【深堀委員長】 ほかにありませんか。

【堀江委員】まず、次期長崎県総合計画素案骨

子について、質問します。

47ページの「学力の向上と一人一人に対応し

た教育の推進」ということの中で、県学力調査

と全国学力・学習状況調査に基づく学力向上対

策の推進というのが掲げられています。

現在のチャレンジ2020の中では同じような

ことが書かれているんですが、文言がちょっと

違うんですよね。「県学力調査と全国学力・学

習状況調査に基づく体系的・総合的な学力向上

対策の推進」ということで、「体系的・総合的」

という言葉がなくなっているんですよ。これは、

どういう意味があるのか。

学力テストが基本だ、基準だということは変

わらないということだとは思うんですけれども、

今あっている「体系的・総合的な」という、こ

れが取られたというか、削除されたというのは

何か意味があるのか、まずそこを教えてくださ

い。

【加藤義務教育課長】「体系的・総合的」とい

う部分を削ってはいるのですが、中身としては

同じ趣旨のものだと考えております。
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これまでも学力調査に基づき、そこを検証軸

としながら学力向上の取組を進めてまいりまし

た。ただ、文言として少し整理をしたほうがよ

いのではないかということで、「基づく」とい

う形で文言を削って整理をしている状況です。

【堀江委員】文言を整理した。私の言葉で言う

と、学力テストが基本である、基準であるとい

うことは変わらないという認識のもとで、次も

総合計画をつくりましょうということだと思う

んですが、その中で、この学力テストにつきま

しては、根強く、「子どもは数値で測れない」

という批判の声、それから、憂う現場関係者の

声があります。

例えば読解力とは情報処理が能動的にできる

ことではなくて、文章の本質に深く迫る力であ

ると思うということとか、例えば算数の問題に

とりましても、新しい算数の世界の発見、学び

の中で、まんざらでもない自分の発見、討論し

ながら仲間を再発見し、もっとやってみようと

いう意欲的な発見は、与えられる算数では育た

ない。問いを育て文化としての算数・数学の本

質に貫かれた共同の学びの中でこそ育つのであ

るということとか、ずっと文言だけかじって言

っているんですが、要は、学力テストというこ

とに対して、子どもは数値で測れないのよとい

う声が根強くあるんですけれども、そうした声

も踏まえた上で、長崎県としては、あくまでも

学力テストが基本である、基準であるというこ

とで、今後も進めるということなのかどうか、

その点だけを、見解を教えてください。

【加藤義務教育課長】まず、学力調査につきま

してですが、この学力調査の内容というのは、

まさにこれからの子どもたちの学習が主体的、

対話的で深い学びになっていくことを目指して

いるものであり、また、子どもたちの学校での

学習を受身的なものではなく、より主体的にし

ていくための学習指導の在り方のメッセージだ

というふうに捉えております。

ですので、この学力調査を活用しながら、子

どもたち、先生方の授業を変えていくこと、ま

た、それに伴って子どもたちの学力を高めてい

くこと、このことは今後も続けて大切にしてい

きたいというふうに捉えております。

【堀江委員】今日は質疑ですから、討論をする

ことではないので、いずれにしても、この学力

テストについては、子どもは数値で測れないと、

そういうご意見があるということも認識してい

ただきたいと思っています。

それから、もう一つ、新型コロナウイルス感

染症対策関係で、1点教えてほしいんですけど、

まず、新型コロナウイルス感染症を経験して、

一つは、新型コロナウイルス感染症から、子ど

もと教職員の健康と命をいかに守っていくかと

いうのは、今後、学校現場の中で重要な課題に

なっていくというふうに思っています。

例えば身体的距離の確保、マスクの着用、手

洗いということは、本当に教室も例外ではない。

よく「新しい生活様式」というふうに言われて

おりますけれども、そういう時に、この40人学

級というのは、そういう「新しい生活様式」に

当てはまるのかという意見もあっています。さ

らには、学校は、感染症対策として毎日の消毒

であったり、清掃であったり、健康チェックで

あったりとか、今までにない多くの業務が生ま

れてくるというふうに認識をしています。

と同時に、子どもたちをゆったり受け止めな

がら、学びとともに人間関係の形成であるとか、

遊びや休息をバランスよく保障するとか、そう

した柔軟な教育も必要になってきますし、遅れ

たからといって、教科書全てを駆け足で消化す
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るやり方では、今後は伸びないというふうに思

っています。

そんな中で日本教育学会は、平均1校当たり

小学校3人、中学校3人、高校2人の教員を加配

する10万人の教員増を提案しています。このこ

とは国会でも論議になりまして、日本共産党の

志位和夫委員長が、こういう提案もあっている

けれども、総理はどう考えているんだというこ

とに対して、安倍総理は全く否定的ではなく、

そういう方向も検討するという趣旨の答弁もあ

っております。このことについて、直接どうこ

うということではないにしても、私は、新型コ

ロナウイルス感染症を受けて、40人の学級で、

あの教室でというやり方というのは、安全・安

心の面からも、それから、子どもの学力の問題

からも、どうかと問われる時に、10万人の先生

方を増やすというのは、一つの案ではないかと

思うんですが、これは事前に質疑をするよとい

うふうに通告しておりましたので、見解があり

ましたら、教えていただきたいと思っています。

【上原教職員課長】少人数学級実現に向けてと

いうことで、教職員の定数改善というお話であ

ります。

仮に少人数学級を実現するということになる

と、多額の経費が必要になるかと考えておりま

す。定数改善についての考え方としましては、

教職員の配置に要する経費は、全国の教育水準

の維持向上のために国が負担すべきという考え

のもと、これまで複雑多様化する教育課題に長

期的・安定的に対応できるように、新たな定数

改善計画の策定を国に対して要望を行ってきて

いるところであります。

引き続き、定数改善計画につきましては、機

会を捉えて、これからも要望していきたいと考

えております。

【堀江委員】国に要望していきたいと、ぜひそ

の立場でやっていただきたいと思うんですが、

「子どもたちに少人数学級をプレゼントとしよ

う」と、これに「♯（ハッシュタグ）」がつい

たりして、今、すごく大きな運動になっていっ

ている面もありますので、私としては、長崎県

でまずやってほしいと思うんですけど、それは

一歩置いたとしても、国に対して少人数学級の

実現・実施につきましては、これまで以上に強

く求めていただきたいということをこの機会に

要望しておきたいと思います。

終わります。

【中山委員】新型コロナウイルス感染症対策に

ついてお伺いしますけれども、先ほど教育長か

ら、市町とか県立学校の遅れに対してこうしま

すよというのはあったんですよね。学校行事や

学習内容を見直すとともに、夏季の休業を短縮

するなど努力していきますと、こういうふうに

あったんだけれども、やはり私が一番心配して

いるのは、3月の安倍首相の提案で一斉休校し

た。そして、4月の新年度もやってきた。その

中でどの程度遅れているかということについて、

この文章を見ても全然わからないんですよね。

そこで、まず、一斉休校というのが、小学校、

中学校、高校は何日あって、そして、皆さんが

言う授業の遅れというのは、具体的に何を指す

のか。全体がわからないので、全然理解しにく

いんです。ここをもう少し詳しく説明していた

だけますか。

【狩野高校教育課長】県立高校におきましては、

4月から5月の連休明けまで臨時休業を実施い

たしました。5月11日からは、離島部は通常登

校、本土部の高校が分散登校ということで実施

をしてきました。大体、15日程度の授業日数が

欠けております。
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先ほど中山委員がおっしゃったように、今、

その授業の補完として、行事を精選しながら、

4月に実施すべきところの進度を補っていると

いうことです。足りない分は、夏休みを短縮す

る形で授業を行って、さらに補完をしていくと

いうことであります。

年間の授業時数、授業計画というのは決まっ

ておりますので、今、それにやや遅れが生じて

おりますので、それを行事の見直しとか、夏休

みの授業設定で補完をしているということでご

ざいます。

【加藤義務教育課長】小中学校におきましては、

この4月～5月は、市町でそれぞれ異なりますが、

7日から15日間の休業を行っております。

実際のところ、この半分程度は行事の実施や

行事の準備などで行うものになっておりました

ので、実際の授業の遅れというのは、この半数

程度なのかというふうに思っております。

また、夏季休業期間につきましては、各市町、

7日から13日間程度の学校の授業日を設定して

おりますので、その中で十分に取り戻していけ

るものだと考えております。

【中山委員】 一つ、認識がちょっと違うのは、

今言ったのは新年度の分ですよね。これは前年

度から、3月何日からかやっているんですよ。

何を言いたいかというと、突然だったから、

2年生が3年生になっているわけです。2年生は

完全に授業を終えたのかどうか。今の話を聞け

ば、これは完全に終わったような取り方だけど、

そうではないのではないか。

先ほど私立高校に聞いたら、前年度で10日程

度休校しているということで、その分を、私が

一番心配しているのは、前年度の遅れがあった

上に、今年度も遅れていますでしょう。私の考

え方というのは、新年度の遅れだけだと、基本

的に承知していないので、そうではないだろう、

現実的に問題は。そこから遡って、この遅れに

対応していくというのが基本じゃないかなと、

私はそういうふうに思っているんですけど、ま

ず、基本的な考え方を教えてください。

【加藤義務教育課長】 申し訳ございません。3
月と4月、5月を含めますと、市町におきまして

は22日間から29日間の休業を行っております。

ただし、3月につきましても、学校の中では最

も行事等が行われているところですので、教科

の授業時数といたしましては、この半数程度に

なるのかと思っております。

そのことも含めまして、市町の教育委員会で

は、行事の見直しと夏季休業日の設定で、十分

に学習は取り戻すことができるというふうに判

断しております。また、私どもも同様の判断を

しているところです。

【狩野高校教育課長】 高校につきましても、3
月は、例えば高校入試であるとか、卒業式であ

るとか、もしくは球技大会とかいろいろな行事

があっております。ですから、実質、授業時数

が欠けたのはそう多くはございません。3月分

の持ち越しは、その次の学年でやっているとこ

ろがありますし、教科によっては、類似する分

野については、3年生で学ぶ分野と一緒に学ん

でいるところがあります。

【中山委員】それでは、取り戻すことについて

は、当然そうしないといけないと思うんですよ

ね。文章にもそうなっているんだから、こうす

ると、努力していきたいんだと。

それでは、現時点での授業数ですが、小学校、

中学校、高校で、6月の初めを見たら、どの程

度遅れているのか、具体的に教えてください。

【加藤義務教育課長】実際、本課の職員が、今、

学校に行って授業の様子を観察しております。
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授業の様子を観察しておるところ、ほぼ例年と

変わらないぐらいの授業進度にあったり、もし

くは5時間～10時間程度の各教科の授業の遅れ

というところで、あまり大きな遅れはないとい

うふうに捉えておるところです。

【狩野高校教育課長】高等学校におきましては、

5月にほとんどの学校で中間考査を実施します

が、これも新型コロナウイルス感染症の関係で

中止をしています。これで2～3日分の授業を実

施しました。県の高校総体が中止になりました

ので、この間の4日間も授業に充てています。

その後、3年生は補講・補習であるとか、土日

の補習であるとかを通して、今、補完をしてい

るところであります。

この3月からですけれども、多いところで20
日程度の授業日が欠けております。多いところ

は、まだ通常の進度には追いついていないとい

う状況ですけれども、現状のまま推移すれば、

夏休みの授業日設定で十分に追いつく見込みで

あると考えております。

【中山委員】そうすると、安心ではないけれど

も、それを補うということは必然なことであっ

て、今の答弁を了とする以外はないわけですけ

れども、そうすると、言えるのは、これだけ突

然に休業した上で、そして、高校で約20日間、

小中で22日から25日間休んでもほとんど授業

に影響はないという認識のような答弁をされた

わけですが、そうなっていくと、非常にすばら

しい子どもたちが長崎県にはいるなと、それを

支えている家庭というのはすばらしいものがあ

るんだなと、そういうふうに捉えられるわけで

あって、そうなると、先生方の役割というのは

何なのかなと、私はそういうふうに思います。

先生方は毎日命がけで、生徒についていろい

ろ補導等気づきとかいろいろしてやっているけ

れども、これだけの長い間休んでも、全然子ど

もが変わらないということになると、先生の力

というものをもう一回問い直さなければいけな

いなというのがあります。ぜひ、各先生方によ

くよくその辺も、問い直していただきたいなと

思います。

それはそれとしながら、私が一番心配してい

るのは、今年度から小学校で新学習指導要領が

全面実施されていますよね。大きく授業が変わ

っていきます。変えないといけないわけです。

そのために先生方の研修をしたり、いろいろや

っていると思いますが。その主体的な、対話的

な深い学びを、この中でどういう形で進めてい

くのか、これについて少しお答えいただけます

か。

【加藤義務教育課長】本年度から小学校で新し

い学習指導要領が全面実施されております。ま

た、次年度から中学校では、全面実施となりま

す。

ただ、今、感染防止に留意しながら授業を進

めていくというのは、大変難しい状況ではござ

いますが、改めて新しい学習指導要領が目指す

教育の方向性は、その重要性が明らかになって

おります。

例えば主体的に学ぶということ、子どもたち

が長い休業期間中に主体的に学ぶことができて

いたのか、そういったものの問い直しが、今、

学校では行われております。

また、対話的な学びというところで申します

と、今、どうしても子ども同士が話をするとい

うのが難しい状況にありますが、その分、各学

校では、文字を書きながら対話をして学習を深

めていこうなどの工夫が行われております。

この新しい学習指導要領の実現に向けては、

これからも各学校等の話を聞きながら進めてい
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く必要があると思いますし、また、私どもも来

週から、各地区の校長会にお邪魔をいたしまし

て、新学習指導要領の実現に向けて、今できる

ことを進めていこうとお話をしていきたいと思

っております。

【中山委員】ぜひ授業数を消化して、逆戻りし

ないよう、これはよくよく注意しながら、これ

は進めていかなければいけないし、本来、学習

指導要領を進めることが基本であるので、学習

を取り戻すことも大事だけれども、ぜひそうい

うことを再度認識していただいて、取り組みし

ていただきたいと思います。

併せて、働き方改革についても、強い姿勢を

持って取り組んでいただくことを要望しておき

たいと思います。

併せて、あと一点だけ、ちょっと気になって

いるので話をしたいんですが、心のケアの問題

で、教育長が本会議の答弁の中で、スクールカ

ウンセラーについては、希望校全てに配置をし

たと胸張って話したんだけれども、よく頑張っ

たんだなと私は思っていたんですよ、2～3日前

まで。

ところが、長崎市から、スクールカウンセラ

ーの未配置について要望事項が上がってきてい

るんです。そうなると、問題は、希望という言

い方ですね。私のほうには、未配置の中で手を

挙げたのかどうかというのをまだ確認していな

いんですが、希望というのはどういうことかと

いう問題と、未配置は相当ありますよね。これ

は希望してないというふうにとっているんです

か。

【安永児童生徒支援課長】長崎市の配置につい

ては、詳細についてここで述べきることはでき

ないんですけれども、今回、新型コロナウイル

ス感染症に関する補正予算で、当初予算で配置

した学校に加え追加配置をしたわけですが、こ

の追加配置については、県内の希望する学校に

全て配置ができているという状況です。

【中山委員】そういうふうに受け取ったわけで

す、私も。ところが、長崎市が未配置校にスク

ールカウンセラーを配置してほしいという要望

があるということは、どういうことなんですか。

それは、希望がなかったからということですか。

【安永児童生徒支援課長】当初配置を希望した

学校数に対して未配置があり、その配置につい

て、希望するという状況があるのではないかと

いうふうに思いますし、配置についても、時間

の濃淡がありますので、もう少し時間数を確保

してほしいという要望でもあるのかなというふ

うに考えます。

【中山委員】この前の委員会でも言ったじゃな

いか。スクールカウンセラーが配置されている

けれども、1週間に1回しか来ないと。相談が4
～5人しかできないと、相談したい人は20人い

たけれどもという話があって、もっと増やして

ほしいという話だった。それは、先ほど、一旦

置いて、希望については全校しているんですよ

と、だから、取り組んできたなと考えておりま

した。

今度、長崎市から要望書が上がって来ますよ、

知事に対して。だから、長崎市のほうについて

も、希望しなかったとこが未配置なのか、よく

わかりませんが、正式に、未配置で上がってく

るということについては、そういう意味ではな

くて、スクールカウンセラーを各学校に配置し

てほしいという単純なことだと思うんだけれど

も。ぜひ、長崎市に一回、聞き取りをして、仮

に希望があれば、今後、それに対して対応する

んですか。

【安永児童生徒支援課長】希望する学校に全て
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配置できたというのは、新型コロナウイルス感

染症対策の一つの施策の中で実現できたことで

ありまして、次年度、これが継続するかという

ことは、まだ不透明なところがありますけれど

も、文部科学省の国庫補助、事業の枠内で考え

れば、なかなか厳しいのかなというふうに考え

ております。

【中山委員】そういうことであるならば、本会

議の答弁というのはよほど慎重にしなければ、

今後、希望者が出てくる、希望したところにつ

いては全部配置したということだから。そして、

実質的には未配置が多いわけでしょう。

国の問題もさることながら、市町とよく話を

して、必要なものは必要なものとして、やはり

配置すべきだと私は思っているんです。前向き

に、ぜひ検討してほしいし、なおさら新型コロ

ナウイルス感染症の問題で相当な、精神的に不

安定な子どもが減ってはいないんですよ、増え

ているんです。そういう部分に真摯に対応して

いくためには、やはり何らかの形の予算をもう

少し、県単で出してでも対応していくんだと、

そういう強い思いが必要じゃないかということ

を、今日は申し上げておきたいと思います。

【安永児童生徒支援課長】各市町や各学校から

聞き取ったところによりますと、長期休業明け

のこの時期に学校を休みがちになったとか、い

じめに遭って重篤な事案に発展したとか、そう

いう報告は、幸いにもあっておりません。

ただ、これまで登校しぶりでありながらも学

校に頑張って来ていた子どもたちが、この長期

休業に伴って生活が乱れて、なかなか学校に来

づらい、別室登校に陥っているという状況も聞

いておりますので、今後も子どもたちの心の揺

れをしっかり受け止めながら、学校が組織的に、

まずは教職員が寄り添って、ＳＣとＳＳＷと一

体となった取り組みで、子どもたちに心のケア

を含めた寄り添いをしていきたいというふうに

確認しているところです。

【中山委員】私も根拠がなくて言っているわけ

ではないんです。子どものメンタルケアを最優

先にということで、子どもの発達科学研究所主

席研究員の和久田学さんの話によると、ここが

中心になって、今月20日から開かれた、「子ど

もみんなプロジェクト」報告会の中で、弘前大

学が2016年から2018年にかけて小学4年生、中

学3年生、約4,500人を対象に実施した結果、そ

れによると、児童の7％が慢性なうつ状態、そ

して、12％が不安定な抑うつ状態を抱えており

ました。つまり、児童生徒の5人に1人が、メン

タルヘルスに問題を抱えているんですと、教育

新聞ではっきり書いてあります。これを受けて

の新型コロナウイルス感染症の問題です。課長

の場合は、調査不足ですよ。現場に入って直接

聞いてみてください。そういう状況じゃないん

です。

そして、おまけにこの先生は何を言っている

かというと、心の健康チェックをやったらどう

かと、そういう話まで提案されていますよ。

ぜひ、まず実態把握をして、心のケアについ

て対応してほしいなというふうに考えておりま

すので、今の答弁では、私はとてもじゃないけ

ども、納得はいかないし、あなたの情報不足だ

と。よく言えば、情報が入ってないということ

が問題。わかった上での答弁じゃないような感

じがしているので、ぜひ実態把握を、よくよく

調査して、認識を深めていただきたいことを要

望しておきたいと思います。

【赤木委員】お疲れさまです。私は新型コロナ

ウイルス感染症対策で1点だけお伺いしたいと

思います。
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行事の考え方についてです。これまでの議論

の中で、学習の遅れと、学習に対しての解釈と

いうものは、一定この予算でも見られているの

かなと、私は思っておりますが、今、学習の遅

れ等取り戻すために、いろんな行事を削って応

対していると思います。

私のもとには、子どもたちや保護者、学校の

現場の先生からも切実な声が上がってきており

まして、今まで行事があったのに、なくなった

ことによって、様々なストレスであったり、コ

ミュニケーションがとれずに、友達ができない

と。それはどうしたらいいんですかという声が、

私のもとには届いております。

今、学習の遅れを取り戻すために頑張ってい

ると思うんですが、対策をした上で、今後、今

まで行っていた行事、運動会や文化祭や修学旅

行とかが当たるかもしれませんが、そういった

ものは行う予定なんでしょうか。

【加藤義務教育課長】やはり学校は、学校行事

というものが、子どもたちを大きく育てる教育

活動だというふうに捉えております。もちろん、

このことは学校の教職員も十分理解した上で、

現在、取り組みを進めておるところです。

例えば運動会につきましては、例年どおり春

の実施はできなかったけれど、例えば9月や10
月に半日程度に短縮した形で、本当に今できる

取り組みとしての運動会に取り組もうというよ

うなことが考えられております。

また、修学旅行につきましても、6月までは

全て延期という状況でしたが、これにつきまし

ても、可能な行き先、また内容についても、感

染の状況を考慮しながら、この8月ぐらいから

徐々に始まっていくことになっております。

ですので、学校も、当然例年どおりとはいか

ないのですが、何とかできるような形で子ども

たちのために、この学校行事を進めようという

ことで工夫をしているところです。

【赤木委員】わかりました、ありがとうござい

ました。

修学旅行についてなんですけれども、8月か

ら開始予定と、今、お話がありましたが、その

修学旅行に対して、例えばバスで行かれるとす

れば、密にならないバス、今まで1台だったも

のが2台必要になったとか、そういったことに

対して何か補助とか、予算的なものがあるのか。

それはなく、学校の中で今までの予算の中でや

ってもらうのか、また保護者が追加で負担をす

るのか、そういった考えはどうなんでしょうか。

【加藤義務教育課長】 そのあたりは、今、学校

が業者とも話をしながら、どれだけバスの中で

も密にならないような形にするのか、また、こ

れは宿舎も含めて検討しておるところです。

そこの予算措置が、各市町が実際にやってい

けるのかどうか、また、もしくはほかの部分を

削りながら感染対策という形で、学校の中で予

算を組み替えていくのかというようなことは、

今議論されているところかと思うんですが、新

たに追加負担として保護者に負担を求めるよう

なことは、これはないというふうに考えており

ます。限られた予算の中で、どうやったら子ど

もたちのための修学旅行ができるかというとこ

ろで検討がなされています。

【赤木委員】 ありがとうございます。

私も思いは一緒ですので、ぜひとも、子ども

たちのためとなるような形で支援をしていただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

【深堀委員長】 休憩します。

― 午後 ２時５４分 休憩 ―
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― 午後 ２時５４分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

休憩に入ります

再開は15時5分です。よろしくお願いします。

― 午後 ２時５５分 休憩 ―

― 午後 ３時 ６分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【川崎委員】高等学校入学者選抜についてお尋

ねいたします。

教育長から説明をいただきました。とりわけ

学力検査の内容等についても、中学3年生の学

習状況を踏まえ、配慮することを検討していま

すというご説明をいただきました。

私は通告で、学習の遅れが懸念されますとい

う旨の質問通告をしておりましたが、既にご答

弁もいただいて、おおむね何とか挽回できると

いうことで、安心をしているわけでありますの

で、このまま順調にいっていただければ問題な

く、学力選抜までいくのかなというふうに思っ

ていますが、懸念されるのは、第2波が起これ

ば、たらればの話はよろしくないのかもわかり

ませんが、この第2波と言われる部分が、極め

て可能性が高いということで言われている中に、

やはりこれは備えておく必要はあるのかなとい

うふうに思っておりまして、現在、入学者選抜

試験において、この第2波に対する備え、どの

ようなことを考えておられるのか、お尋ねをい

たします。

【狩野高校教育課長】学習の遅れというのは、

義務教育課長の答弁にあったとおり、このまま

推移すれば問題ないだろうということですけれ

ども、川崎委員がおっしゃるとおり、もし第2

波、第3波の襲来となれば、あらゆることを想

定しながら、高校入試の範囲というのは考えて

いかなければならないと考えております。

現在、市町の教育委員会のほうに試験範囲の

削減について、文書にて意見を伺っているとこ

ろでございます。今月の末日までに、各教育委

員会のほうから回答がございますので、その結

果を見て、7月中には、県教委として、試験範

囲の削減をするかどうか、また、削減するなら

どの分野を削減するかということについて方針

を示したいと考えております。

高校入試ですので、公平性を担保して、受検

生が安心して受検できるよう、市町の教育委員

会の意見を十分踏まえて対応してまいりたいと

考えております。

【川崎委員】ありがとうございます。安心して

受検ができるように、そして、そういうところ

に心を砕いていただければなと思います。

やはり今まで経験したことがないような休業

に生徒も児童も対応し、保護者さんも対応し、

そして、学校現場では、先生皆様も大変ご苦労

なさっておられる中で、今、少し普通に近づき

つつあって、落ち着きつつあるのかなと思いつ

つも、やはり生徒さんの不安という部分につい

ては、多分にずっと残っておられるんだろうと

いうふうに思っておりますので、第2波は起こ

るという前提のもとに、ぜひしっかりとした準

備をして臨んでいただきたいと思います。

今、具体的なところも答弁いただきましたの

で、それで了といたしますので、ぜひ頑張って

対応をよろしくお願いいたします。

【下条委員】 皆様、お疲れさまでございます。

新型コロナウイルス感染症対策関連として、

このウイルスの影響を受ける高校生の冬季スポ

ーツ全国大会の開催について、1点お尋ねいた
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します。

先日の一般質問でも取り上げさせていただき

まして、池松教育長をはじめご答弁をいただき

ました。また、本日も教育長のご説明で、部活

動による各種大会の説明をいただきました。

大会の開催可否を進めていく際に、主役であ

る高校生の声を聞いていただきたいと思ってお

りますが、この高校生の声を聞き取るに当たっ

て、具体的に県としてこの取組というか、進め

られていることがあるかどうか、お尋ねをいた

します。

【岩橋体育保健体育指導監】委員がおっしゃら

れるように、大会開催につきましては、選手を

はじめ関係者全てがやりたいという思いは一緒

だと思っております。

コロナ禍における「新しい生活様式」の中で、

持続可能な部活動の在り方、そして、ひいては

各種大会の運営方法などにもそういったものが

反映できるように、部活動の主体である生徒諸

君の思いやアイデアなどを県のWebアンケー

トシステムを活用することなどで広く聴取する

ように努めてまいりたいと考えております。

【下条委員】ありがとうございます。一般質問

でも非常に前向きなご答弁をいただいたんです

が、今のように具体的に、Webで広域にアンケ

ートをとられて反映をしていくということだと

思います。本当にこういった形で、いわゆるア

スリート・ファーストというような形で取り組

んでいただきたいというふうに思います。

この冬季の大会の可否については、感染症の

拡大の状況を大きく受けますので、開催であっ

たり、今ご答弁いただきましたとおり、感染の

防止をしながら運営をしていくという中では、

大変難しい判断や取組が行われると思います。

その中で、非常に判断がしにくいような経緯が

あっても、主役の高校生の声を聞いていだいて

いるという経過、過程があれば、不測の事態に

おいても合意形成がなされるんじゃないか、ま

た、一つの大切な教育になっていくんじゃない

かというふうに思っておりますので、大変だと

思いますけれども、ぜひ積極的に取り組んでい

ただければと思います。

以上で終わります。

【深堀委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】ほかに質問がないようですので、

以上で質問を終了し、教育委員会関係の審査結

果について整理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ３時１３分 休憩 ―

― 午後 ３時１３分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、教育委員会関係の審査を

終了いたします。

明日は午前10時より、こども政策局を含む福

祉保健部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時１４分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年６月２６日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時４１分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 深堀ひろし 君

副委員長(副会長) 石本 政弘 君

委   員 中山  功 君

〃 外間 雅広 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 松本 洋介 君

〃 大場 博文 君

〃 下条 博文 君

〃 赤木 幸仁 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

福 祉 保 健 部 長 中田 勝己 君

福祉保健部次長 安永 留隆 君

福 祉 保 健 課 長 中尾美恵子 君

福祉保健課企画監
（地域福祉・計画担当）

猿渡 圭子 君

監 査 指 導 課 長 吉野 康弘 君

医 療 政 策 課 長 伊藤 幸繁 君

医療人材対策室長 加藤 一征 君

薬 務 行 政 室 長 本多 雅幸 君

国保・健康増進課長 永峯 裕一 君

国保・健康増進課企画監
（健康づくり担当）

川内野寿美子 君

長 寿 社 会 課 長 尾﨑 正英 君

長寿社会課企画監
（地域包括ケア担当）

山口 美紀 君

障 害 福 祉 課 長 中村 浩二 君

原爆被爆者援護課長 山崎 敏朗 君

こども政策局長 園田 俊輔 君

こども未来課長 德永 憲達 君

こども家庭課長 今冨 洋祐 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【深堀委員長】 皆さん、おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の

臨時会及び5月の政府施策要望項目審査に出席

していなかった幹部職員の紹介を受けることに

いたします。

【中田福祉保健部長】福祉保健部長の中田でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

審議に入ります前に、4月臨時議会及び政府

施策要望項目審査の際に出席していなかった福

祉保健部の新任幹部職員を紹介させていただき

ます。

〔各幹部職員紹介〕

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

【深堀委員長】 ありがとうございました。

それでは、審査に入ります。

【深堀分科会長】まず、分科会による審査を行
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います。

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。

福祉保健部長より、予算及び予算にかかる報

告議案説明をお願いいたします。

【中田福祉保健部長】福祉保健部関係の議案に

つきまして、ご説明いたします。

初めに、予算決算委員会文教厚生分科会関係

議案説明資料、福祉保健部（追加1）の1ページ

をご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第96号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分、第98号議案「令

和2年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算

（第1号）」、第108号議案「令和2年度長崎県

一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部分、

報告第3号「知事専決事項報告『令和元年度長

崎県一般会計補正予算（第10号）』」のうち関

係部分、報告第16号「知事専決事項報告『令和

元年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算

（第2号）』」、報告第19号「知事専決事項報

告『令和2年度長崎県一般会計補正予算（第3
号）』」のうち関係部分の6件であります。

続きまして、予算決算委員会文教厚生分科会

関係議案説明資料、福祉保健部の1ページをご

覧ください。

第96号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分についてご説

明いたします。

歳入予算、歳出予算共に合計で1,963万円の増

となっております。

なお、各科目につきましては、1ページに記

載のとおりであります。

2ページをお開きください。

補正予算の内容につきましては、指定難病対

策費について。

難病患者に対する医療費認定業務について、

ＡＩ等のＩＣＴを活用した業務プロセスの標準

化モデル構築を実施する経費として、1,963万円

の増を計上いたしております。

また、債務負担行為につきましては、記載の

とおりであります。

次に、第98号議案「令和2年度長崎県国民健

康保険特別会計補正予算（第1号）」について、

ご説明いたします。

歳入予算、歳出予算共に合計で1億2,518万
2,000円の増となっております。

なお、各科目につきましては、2ページに記

載のとおりであります。

3ページをお開きください。

補正予算の内容についてご説明いたします。

（保健事業費について）

予防・健康づくりに関する事業を強力に推進

するため、市町が実施する保健事業に必要な人

材の確保や有資格者を対象とした専門的な研修

などによる支援のほか、効果的・効率的な保健

事業を実施するための医療費分析等に要する経

費として、1億2,518万2,000円の増を計上いた

しております。

続きまして、予算決算委員会文教厚生分科会

関係議案説明資料、福祉保健部（追加1）の1ペ
ージ下段をご覧ください。

第108号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち関係部分についてご説

明いたします。

これは、新型コロナウイルス感染症対策に係

る国の補正予算に適切に対処するため、必要な

予算を追加しようとするものであります。

歳入予算は、福祉保健部合計で204億9,865万
1,000円の増、歳出予算は、福祉保健部合計で
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207億210万4,000円の増となっております。

なお、各科目につきましては、1ページから2
ページに記載のとおりであります。

補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

（医療提供体制の充実について）

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し

ていることを踏まえ、次なる流行に備えた検査

及び医療体制の強化を進めるため、医療機関や

保健所設置市、民間検査機関が検査のために導

入する検査装置等に対する助成に要する経費と

して、2億7,331万6,000円の増、重点医療機関

等における病床確保や医療設備導入に支援を行

い、入院が必要な患者の受入体制を強化するた

めの経費として、35億5,011万8,000円の増など

を計上いたしております。

3ページをご覧ください。

（医療機関等に従事する職員等への慰労金給付

について）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束

に向けてウイルスに立ち向かい、感染リスクを

抱えながら、医療機関や介護・障害福祉施設等

に勤務する医療従事者や職員に対して慰労金を

支給するため、福祉保健部合計で81億9,040万
7,000円の増を計上いたしております。

このほか、3ページから4ページにかけまして、

一つ、生活福祉資金貸付金、一つ、生活困窮者

自立支援事業費、一つ、障害者歯科診療・休日

歯科診療事業費、一つ、障害者一般就労・工賃

向上支援事業費についてで、その内容につきま

しては、記載のとおりであります。

続きまして、予算決算委員会文教厚生分科会

関係議案説明資料、福祉保健部の3ページをご

覧ください。

報告第3号「知事専決事項報告『令和元年度

長崎県一般会計補正予算（第10号）』」のうち

関係部分についてご説明いたします。

これは、先の2月定例会の予算決算委員会に

おいて、専決処分により措置することについて

あらかじめご了承をいただいておりました、令

和元年度予算の補正を、令和2年3月31日付けで

専決処分させていただいたもので、関係部分に

ついて、その概要をご説明いたします。

歳入予算は、福祉保健部合計で5億4,560万
5,000円の減、歳出予算は、福祉保健部合計で5
億5,413万円の減となっております。

なお、各科目につきましては、3ページから4
ページに記載のとおりであります。

歳入予算の主なものにつきましては、年間の

収入額の確定による国庫支出金の減によるもの

で、歳出予算の主なものにつきましては、原爆

被爆者に対する各種手当及び介護助成費等の実

績減等によるものであります。

次に、報告第16号「知事専決事項報告『令和

元年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算

（第2号）』」についてご説明いたします。

歳入予算、歳出予算共に、9億8,819万2,000
円の減となっております。

これは、保険給付費等交付金の実績減等によ

るものであります。

5ページをご覧ください。

最後に、報告第19号「令和2年度長崎県一般

会計補正予算（第3号）」のうち関係部分につ

いてご説明いたします。

これは、経済活動と感染予防の両立に向けた

対策を緊急に実施する必要が生じたため、所要

の経費につきまして、地方自治法第179条の規

定に基づき、令和2年5月28日付けで専決処分さ

せていただいたもので、関係部分についてその

概要をご説明いたします。
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歳入予算は、福祉保健部合計で3億3,546万
4,000円の増、歳出予算は、福祉保健部合計で4
億5,641万5,000円の増となっております。

補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

（生活福祉資金貸付金について）

新型コロナウイルス感染症の影響による休業

等に伴う収入減少により、生活に困窮されてい

る世帯に対する緊急小口資金等の貸付に要する

経費として、2億950万円の増を計上したもので

あります。

このほか、5ページから6ページにかけまして、

一つ、生活困窮者自立支援事業費、一つ、感染

症予防事業費についてで、その内容につきまし

ては、記載のとおりであります。

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【深堀分科会長】 ありがとうございました。

次に、こども政策局長より、予算及び予算に

かかる報告議案説明をお願いいたします。

【園田こども政策局長】こども政策局関係の議

案について、ご説明いたします。

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料、こども政策局の追加1の方の1ページをご

覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第96号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分、第108号議案「令

和2年度長崎県一般会計補正予算（第5号）」の

うち関係部分、報告第3号「知事専決事項報告

『令和元年度長崎県一般会計補正予算（第10
号）』」のうち関係部分、報告第4号「知事専

決事項報告『令和元年度長崎県母子父子寡婦福

祉資金特別会計補正予算（第1号）』」の4件で

あります。

続きまして、恐れ入ります、関係議案説明資

料の当初の方の1ページ中段をご覧ください。

第96号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分について、ご

説明いたします。

歳入予算は、こども政策局合計で220万9,000
円の増、歳出予算は、こども政策局合計で507
万9,000円の増となっております。

なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。

2ページをお開きください。

補正予算の内容につきましては、保育士人材

確保等事業について、保育士等キャリアアップ

研修教材作成に要する経費として、441万9,000
円の増、子ども・若者支援システム構築事業費

について、オンライン相談実施に要する経費と

して、66万円の増を計上いたしております。

続きまして、恐れ入ります、また追加1の1ペ
ージ中段にお戻りいただきまして、第108号議

案「令和2年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）」のうち関係部分について、ご説明いたし

ます。

これは、「新型コロナウイルス感染症対策」

に係る国の補正予算に適切に対処するため、必

要な予算を追加しようとするものであります。

歳入予算は、こども政策局合計で2億2,652万
3,000円の増、歳出予算は、2ページに記載して

おりますが、こども政策局合計で2億2,784万
2,000円の増となっております。

なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。

補正予算の主な内容につきましては、母子家

庭等対策費について、新型コロナウイルス感染
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症の影響により、子育て負担の増加や収入の減

少が生じているひとり親世帯への臨時特別給付

金の支給に要する経費として、1億4,456万
6,000円の増、健やか親子サポート事業について、

新型コロナウイルス感染症に不安を抱える妊婦

に対する分娩前のウイルス検査及び感染した妊

婦に対する保健師等による電話や訪問等支援に

要する経費として、8,179万7,000円の増を計上

いたしております。

このほか、一つ、ＤＶ被害者自立支援事業、

一つ、児童虐待総合対策事業、一つ、児童措置

費についてで、その内容につきましては、記載

のとおりであります。

続きまして、恐れ入ります、また当初分に戻

っていただきまして、2ページ中段をご覧くだ

さい。

報告第3号「令和元年度長崎県一般会計補正

予算（第10号）」のうち関係部分についてご説

明いたします。

これは、先の2月定例会の予算決算委員会に

おいて、専決処分により措置することについて、

あらかじめご了承いただき、3月31日付けをも

って知事専決処分させていただいた事項の報告

であります。

歳入予算は、こども政策局合計で8,573万
7,000円の減、歳出予算は、こども政策局合計で

3億944万5,000円の減となっております。

なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。

歳入予算の主なものにつきましては、年間の

収入額の確定に伴う国庫支出金の減によるもの

で、歳出予算の主なものにつきましては、児童

入所実績に伴う児童保護措置費の実績減等によ

る児童福祉費の減であります。

次に、報告第4号「令和元年度長崎県母子父

子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第1号）」

について、ご説明いたします。

歳入予算、歳出予算共に、1,742万2,000円の

減となっております。

これは、母子父子寡婦福祉資金貸付実績の減

によるものであります。

以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【深堀分科会長】 ありがとうございました。

次に、国保・健康増進課長より補足説明を求

めます。

【永峯国保・健康増進課長】 第96号議案「令

和2年度長崎県一般会計補正予算（第4号）」の

うち、国保・健康増進課分につきましてご説明

をいたします。

右上に、令和2年度6月補正補足説明資料、国

保・健康増進課と書いております資料をご覧く

ださい。

まず初めに、指定難病対策費についてでござ

います。

この事業につきましては、総務省が全国の自

治体を対象に公募して実施をいたします「自治

体行政スマートプロジェクト」に提案、応募い

たしまして、その上で、採択を受けて実施する

事業でございます。全額国庫による事業となっ

ております。

この自治体行政スマートプロジェクトでは、

複数の団体でグループを組み、自治体の基幹的

な業務につきまして、業務プロセスの標準化を

検討し、その上で、ＡＩ等のＩＣＴを活用し、

効果的、効率的に行政サービスを提供する実践

モデルを構築することといたしております。

現在、県内で約1万2,000人の難病患者の方々
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に対する医療費助成の認定につきまして、毎年、

更新作業を行っているところでございますが、

この業務につきまして、職員の経験や知識をＡ

Ｉに蓄積・代替させることで、職員の負担軽減、

そして業務効率化による住民サービスの向上を

図ろうとするものでございまして、ＡＩ等のＩ

ＣＴを活用した業務プロセスの標準化モデルを

構築するための民間事業者への委託料として、

1,963万円を計上しております。

なお、この事業につきましては、国からの事

業採択が5月22日であったことから、今回の補

正予算による計上とさせていただいているとこ

ろでございます。

続きまして、第98号議案「令和2年度長崎県

国民健康保険特別会計補正予算（第1号）」に

つきまして、ご説明いたします。

「保健事業費について」というところでござ

いますが、本事業は、国保保険者であります都

道府県及び市町村に対しまして、医療費適正化

等の取組を推進するための予防・健康づくりに

関する事業を強力に推進するよう、国が今年度、

保険者努力支援交付金を大幅に拡充したことに

伴いまして、県内の市町が実施する保健事業を

支援することを目的に、これも全額国費を財源

といたしまして、総額1億2,518万2,000円を計

上するものでございます。

この交付金制度につきましても、昨年の年末

に国から予算の増額が示され、年が明けて3月
に交付要領の案が示されるといったスケジュー

ルでございましたことから、今回の補正予算に

よる計上とさせていただいております。

主な事業内容といたしましては、資料の裏面

の方になりますけれども、1つ目、予防・健康

づくりの周知啓発をはじめ、2番目から4番目の

ところにつきましては、市町が実施する保健事

業に必要な人材の確保や派遣、有資格者を対象

とした専門研修の実施、そして5番目にござい

ます国保データベース等を活用して実施する医

療費と健康課題に関する要因分析等を基にした

医療費面でのハイリスク者の抽出や効果的な保

健指導等の企画・検討、そして6番目にござい

ますモデル市町として、新上五島町における効

果的な保健指導プログラムの開発、こういった

ことを実施することといたしておりまして、市

町が実施する保健事業の支援に努めていくこと

としております。

以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【深堀分科会長】次に、医療政策課長より補足

説明を求めます。

【伊藤医療政策課長】新型コロナウイルス感染

症対策について、右肩に医療政策課と書いてあ

る資料をご覧ください。

第108号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」及び報告第19号「知事専決事

項報告『令和2年度長崎県一般会計補正予算（第

3号）』」のうち医療政策課分について、お配

りしております補足説明資料に基づきましてご

説明をいたします。

今回の補正予算は、国の第2次補正予算を踏

まえ、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

交付金を積極的に活用し、新型コロナウイルス

感染症に係る検査体制や医療提供体制のさらな

る拡充、充実を図るため、早期に必要となる予

算を計上させていただいております。

まず、検査体制の拡充についてでございます。

1、ＰＣＲ検査機器等の整備ですが、これは

検査体制のさらなる拡充を図るため、長崎大学

病院が1日に1,000件の検査を可能とする自動
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処理技術開発を進めるために必要なＰＣＲ検査

機器等の整備を支援するとともに、医療機関や

検査機関等におけるＰＣＲやＬＡＭＰ法の検査

機器などの整備を支援しようとするものであり

ます。

次に、2、ＣＴ検診車の整備ですが、これは

感染症発生時に、現地において速やかにＣＴ撮

影ができる体制を構築するため、長崎県健康事

業団が導入するＣＴ検診車の整備を支援しよう

とするものであります。

3、臨床検査技師に対する研修の実施につい

ては、検査体制の拡充に伴い、ＰＣＲ等検査に

必要となる検体採取を行うことができる臨床検

査技師を育成するための研修を実施するもので

あります。

次に、医療提供体制の充実についてでござい

ます。

まず、1、緊急時に対応した地域医療体制整

備事業ですが、これは新型コロナウイルス感染

症患者の入院を受け入れる重点医療機関等に対

する支援を実施しようとするものであります。

具体的には、（1）新型コロナウイルス感染

症患者のために確保した病床の空床確保料に対

する補助を実施するとともに、（2）高度医療

向け設備等の導入に対する支援等を実施するも

のであります。

次に、2、人工呼吸器等の整備ですが、これ

は重症患者などを受け入れる医療機関に対して、

人工呼吸器や体外式膜型人工肺（ＥＣＭＯ）の

導入を支援しようとするものであります。

3、地域医療確保・継続支援事業ですが、こ

れは新型コロナウイルス感染症を前提とした地

域医療体制の確保・継続を図るため、医療機関

等が行う院内感染防止対策や診療体制確保等の

取組に対する支援を実施しようとするものであ

ります。

具体的には、（1）救急・周産期・小児医療

機関における感染防止対策等を支援するととも

に、（2）県内全ての医療機関・薬局等におけ

る感染防止対策等を支援するものであります。

最後に、4、軽症者等向け宿泊療養施設の確

保は、感染症患者が増加した場合などに備え、

医師が入院療養の必要がないと判断した軽症者

や無症状の方が療養するための宿泊施設を確保

するものであります。

以上、簡単ではございますが、補足説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【深堀分科会長】次に、障害福祉課長より補足

説明を求めます。

【中村障害福祉課長】お手元の資料、右上に令

和2年度6月追加補正補足説明資料、障害福祉課

と書いてある資料をご覧ください。

令和2年度追加補正予算のうち、障害福祉課

関係部分について、お配りしております補足説

明資料に基づいてご説明申し上げます。

まず、1の施設職員への慰労金支給について

は、障害福祉施設・事業所の職員分として、12
億2,985万6,000円を計上しております。

詳細については、記載のとおりであります。

次に、2の就労系障害福祉サービスの活性化

について、2,500万円を計上しております。

これは新型コロナウイルス感染症の影響を受

けている障害者の就労を維持・確保するため、

就労系障害福祉サービス機能の強化を図るもの

で、事業内容は、生産活動の存続に必要な固定

経費や施設・設備のメンテナンス経費、新たな

販路拡大に要する経費などを補助することとし

ております。
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2ページ目をご覧ください。

3の自殺防止に関する相談体制の強化につい

て、200万円を計上しております。

これは新型コロナウイルス感染症による経済

活動等への影響を踏まえ、失業や休業等による

自殺を未然に防止するため民間団体が実施する

電話相談等の自殺防止に関する相談体制の整備

等を支援するもので、事業内容は、相談員の3
密を避け、相談体制を確保するため、マスク、

消毒液、相談ブースの間に設置するビニールシ

ートやテレビ会議システムなどの導入に要する

経費等を補助するものです。

以上をもちまして、障害福祉課の補足説明を

終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【深堀分科会長】次に、こども家庭課長より補

足説明を求めます。

【今冨こども家庭課長】こども家庭課所管の補

正予算のうち、主な2つの事業につきまして、

補足してご説明いたします。

表題が、「ひとり親世帯への臨時特別給付金

の支給について」となっております資料をご覧

ください。

まず、母子家庭等対策費1億4,456万6,000円
についてですが、本事業は、補助率10分の10の
国庫補助事業を活用し、新型コロナウイルス感

染症の影響により子育て負担の増加や収入の減

少が生じておりますひとり親世帯へ臨時特別給

付金を支給するものでございます。

事業内容としましては、（1）の基本給付と

しまして、①から③までの3種類の対象者がご

ざいまして、①は児童扶養手当受給者、②は公

的年金等との受給調整により児童扶養手当を受

給していない方、③はこれまでは受給対象外で

あったが、新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、直近の収入が受給対象となる水準に下が

った方でございます。

①は、申請なしに8月末までに、②と③につ

きましては、申請に基づき、できるだけ速やか

に、1世帯当たり5万円、第2子以降、1人につき

3万円を支給するものでございます。

（2）の加算につきましては、①、②のうち、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入

が大きく減少しているとの申し出があった方に

対し、1世帯当たり5万円を追加して給付するも

のでございます。

なお、申請手続につきましては、来年の2月
までを考えており、①、②の対象者に対しまし

ては、毎年8月に行っております児童扶養手当

の現況確認時に併せまして、市町の窓口で加算

の対象とならないかの確認を行いますとともに、

県の全世帯広報誌への掲載をはじめ、市町と連

携しながら周知に努めてまいります。

次に、2枚目の資料、「健やか親子サポート

事業について」をご覧ください。

本事業は、補助率10分の10の国庫補助事業を

活用し、新型コロナウイルス感染症に不安を抱

える妊婦に対する、分娩前のウイルス検査の費

用を補助するとともに、感染した妊産婦に対し

保健師等による電話や訪問などの支援を行うも

のでございます。

事業内容としましては、（1）のウイルス検

査につきましては、希望する妊婦に対しまして

検査を実施するため、保険適用外となることか

ら、検査費用は2万円で積算しております。

また、（2）の妊産婦への寄り添い型支援に

つきましては、感染していることが確認された

妊産婦について、本人の希望を踏まえ、保健師

等による訪問や電話相談などで継続的に寄り添
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い型のケア支援を実施するものでございます。

補足説明は以上でございます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【深堀分科会長】補足説明、ありがとうござい

ました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算及び予算にかかる報告議案に対する質疑を行

います。

質疑はありませんか。

【松本委員】それでは、縦型の説明書の追加 1
の 3 ページのところですが、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに

立ち向かい、感染リスクを抱えながら、医療機

関や介護・障害福祉施設等に勤務する医療従事

者や職員に対しての慰労金の支給ということで

ございます。記載のとおり、医療機関に約 40
億円、介護施設・事業所等に 28 億円、障害福

祉サービス施設・事業所に 12 億円ということ

で、大変大きな金額でもありますし、県民の生

活に直接影響する事業でございますので、何点

か確認をさせていただきます。

まず、医療機関等についてでございます。

40億9,602万円ということで積算がされている

ということは、もう既に対象の医療機関の数、

そして医療従事者の数は把握をしておられると

思いますが、その詳細について、お尋ねをいた

します。

【加藤医療人材対策室長】医療従事者に対する

慰労金についてのご質問でございます。まず、

今回のスキームにつきまして説明をさせていた

だきたいと思います。国が示しておりますスキ

ームでございますけれども、新型コロナウイル

ス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰

国者・接触者外来の設置医療機関、ＰＣＲ検査

センター等に勤務し、患者と接する医療従事者、

職員に対しまして、最大 20 万円という給付で

す。あくまでも、患者と接する職員が対象だと

いうことでございます。こういった役割を設定

された医療機関のうち、実際に陽性患者の診療

を行った医療機関の従事者が 1 人 20 万円とい

うことになっております。

役割を設定されているんですけれども、実際

に陽性患者を受け入れていない医療機関の従事

者が 10 万円、その他の病院、診療所、訪問看

護ステーション、助産所に勤務する医療従事者

は 5 万円ということになっております。その他

の 5 万円の対象の医療機関であっても、実際に

陽性患者を受け入れた場合は 20 万円というこ

とになっておりまして、結局、全ての医療機関

の従事者で、実際に患者に接する方に対しては、

全員に支給をするというスキームになっており

ます。

これにつきましては、対象期間が、陽性患者

の 1 例目の発生日からということでございます

ので、長崎県の場合は 3 月 14 日に発生してお

ります。3月 14日から 6月 30日までの間に 10
日間勤務した人に対して全員に支給をするとい

うスキームで、医療の場合は、4 万 8,530 人に

対する予算を計上しております。

【松本委員】医療従事者が多岐にわたり、4 万

8,530 人ということで、かなりの数になります

し、今、答弁の中にありました 20 万円、10 万

円、5 万円というふうに、いわゆる新型コロナ

ウイルス感染症に接触したところが一番重点的

に 20 万円、それ以外は 10 万円、5 万円という

ことで、この辺のすみ分けというのも、もちろ

ん、当然どれだけの頻度で新型コロナウイルス

感染症に関わったかというところになるとは思

うんですけれども、これから予算が通過された
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ら、そういったところの手続に入るわけでござ

います。

では、実際にスキームとして、予算通過後に、

確認しましたら医療機関だけでも 2,288 件ある

ということで、膨大な事務量にもなりますし、

またその手続等で多くの県民の方が関わってい

きます。実際にその事務や審査について、どの

ようなスキームをお考えか、お尋ねをいたしま

す。

【加藤医療人材対策室長】現在、国の方でも、

そういった事務手続の調整をされております。

関係者との協議等をされておりまして、まだ確

定ではございませんけれども、現在、国の事務

連絡によりますと、基本的には、医療従事者の

方が医療機関に対して請求の委任をする、委任

状を出すと。医療機関から県の方に申請をして、

県が審査をして、交付決定をして、支給をする

という流れが原則だというふうに考えられてい

ると聞いております。

【松本委員】ということであれば、やはり医療

機関がしっかりと認識をして、そして手続を踏

まないと、自分で申請を上げなければいけない

わけですから、その辺の事務手続はもちろんし

なければいけないし、あと受け入れる方も、多

分、ほぼ全部受けると思いますので、2,000 件

以上のものを、対応が大変になってくると思い

ますので、まずは関わっている方々、医師会関

係等にもしっかりその周知を、予算可決後に、

こういうスキームで進めますよと、こういった

手続が必要になりますと。一番気になるのは従

事者の方々ですので、その方々が、自分でする

のではなくて、あくまでも代表者の病院であれ

ば院長とか、要は、施設で手続をするというこ

とで進めていくというような説明をしっかり整

えていただくのと、あと時期ですね。給付金の

時ももめましたけれども、まだもらっている、

もらっていないとかいうので、そこはやはり関

心が高いところでございますから、どういうス

キームで、どういう時期で、どれくらいの時期

に給付というような形も詰めて周知していただ

きたいと思います。

同じように、介護についても、かなりの数に

なると思います。介護職員に関しては、約 28
億 6,453 万円という予算がついていますが、ど

れぐらいの規模、どれぐらいの事業所を想定さ

れているのか、お尋ねいたします。

【尾﨑長寿社会課長】今回の慰労金につきまし

て、介護の方につきましては、県内の介護サー

ビス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する

職員が対象となります。予算の積算に当たって

は、県内の入所、通所、訪問、全ての介護サー

ビス事業所約 3,300 事業所ございますけれども、

そこに従事されている職員の合計 5 万 6,000 人

を対象として計上させていただいております。

【松本委員】医療よりも多い 3,300 事業所の 5
万 6,000 人ということでございます。直接新型

コロナウイルス感染症と接触された方が 20 万

円で、それ以外が 5 万円と伺っておりますが、

福祉の場合だと、仕事が多岐にわたります。で

すから、どこの部分までがその対象になるのか、

例えば、送迎をする運転手、調理の方とか、ま

た直接接しない事務の方はどうなるのかとか、

そういった疑問が現場内でも出てくると思うん

ですが、その辺に関しては、しっかりとすみ分

けをされているのでしょうか、お尋ねします。

【尾﨑長寿社会課長】現在、国から対象者の定

義として示されているのは利用者と接する職員

との記載のみで、具体的な職種の提示がないと

ころでございます。国に、対象となる具体的な

職種を確認いたしまして、今後、事業所の方の
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申請に当たっては、対象となる職種をしっかり

示して取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

【松本委員】ここは同じ施設内でもらえる人と

もらえない人がいるというのは、以前にも同様

の事業でトラブルがあったというのを伺ってい

ます。そこのところで接触するという可能性は

多岐にわたると思うんです。ですから、しっか

り国に確認を取って、事前に説明をしていただ

いて、というのが 5 万 6,000 人も対象がいらっ

しゃいますから、5 万 6,000 人と計上している

ということは、ある程度、想定して積算をして

いらっしゃると思いますので、現場が混乱する

ことがないように、予算通過後、確認をしっか

り取り組んでいただきたいと思います。

最後に、障害福祉サービスのところなんです

けれども、ここに関しては、職員 1 人当たり、

接触された方が 20 万円、それ以外の方が 5 万

円ということでございましたが、ここで私が気

になるのは、一般質問で山下議員から、就労系

障害福祉サービスに対して、職員はいいんです

けれども、障害をお持ちの方々にとって、今、

仕事が減っているという話を伺いました。医療、

福祉と違って、就労系の障害福祉サービスの場

合は、仕事がないと、結局、運営が回らない。

社会福祉法人とかは安定しているんでしょうけ

れども、特に、ＮＰＯ法人等のぎりぎりで運営

しているところに関しては、職員の給付があっ

ても、仕事がなければ持続ができない。今回、

先ほど説明がありました就労系障害福祉サービ

スの活性化、福祉サービスの提供体制の確保と

いうことで事業が 2,500 万円国保で上がってお

ります。こちらに関しては、生産活動の存続に

必要な固定経費、施設設備のメンテナンス等に

なっていますが、気になるのは、仕事がない状

態の中で、固定経費だけ補助を頂いたとしても、

受注する仕事がなければ、結局、存続が厳しく

なると思うんですが、そちらの方に関しての認

識はどのようにお持ちでしょうか、お尋ねをい

たします。

【中村障害福祉課長】固定費だけ補塡しても、

仕事がなければ存続は難しいのではないかとい

うご質問についてなんですが、県の方といたし

ましても、これは一般質問でもご回答した内容

ですけれども、3 月から、共同受注センターを

通じまして、マスクを約 1 万枚発注しておりま

す。今回のこの補助金につきましても、固定経

費の方に補助することによって、全体として収

入が増えた格好になりますので、就労者への賃

金の方にも実質回っていくということを国の方

は話しておりますので、そちらにも使えるので

はないか、それ以外に、今後も、関係団体とお

話ししながら、必要な支援について検討してま

いりたいと思っておりますけれども、県の方で

も、官公需のこともございますので、そのあた

りについても、特に、長崎県社会就労センター

とか、そういった関係団体と情報交換をしてま

いりたいと思っております。

【松本委員】山下議員の一般質問を聞いていて

驚いたんですけれども、今おっしゃったように、

県の方で仕事をつくっていくということも大事

だと思いますし、マスクの 1 万枚の発注という

のは大変大きな意味があると思います。データ

によると、障害者就労施設に県が調達する金額

が九州でワースト 2 位ということで、長崎県が

2,786 万円ということの資料を頂きました。し

かし、近くの宮崎県は 1億 274万円ということ

で、かなりの開きがあっております。ここは長

崎県障害者共同受注センターに発注をするとい

うことですが、本県におきましては、条例もし
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っかりつくっております。そういった意味でも、

今回、職員に対しての給付でありますし、固定

経費の給付というのも大変ありがたいんですけ

れども、引き続き、この 2,700 万円というのが

平成 30 年度ですから、この金額を増やしてい

けるように、さっきのマスクの 1 万枚もそうで

ございますが、仕事も県の方から調達できるよ

うに配慮をいただくことを要望しまして、質問

を終わります。

【下条委員】 皆様、お疲れさまでございます。

私も、今、松本委員がご質問された慰労金の

支給について、お尋ねをいたします。内容が重

複する分は割愛をして、端的にお尋ねをいたし

ます。

まず、質問に入る前に、今回のこの感染リス

クがある中、率先して新型コロナウイルス感染

症に従事していただいた看護師の皆様に対して、

国の4月補正予算で診療報酬を増額していただ

いて、危険手当というような形で対応していた

だいた、これに大変感謝をいたします。今回の

慰労金の支給についても、医療従事者、介護施

設、障害福祉、多岐にわたって対応していただ

いており、こちらも本当に感謝を申し上げます。

私も松本委員と同じようなご質問を考えてお

りましたけれども、委員がご指摘された点を十

分留意して進めていただきたい。私は、端的に、

整骨院について、この対象になっているかどう

かというところに絞って質問させていただきま

す。

4月17日に、佐世保市において、整骨院でも

感染がありました。先ほど、加藤医療人材対策

室長がご説明をされました医療機関の中に、整

骨院等の診療所が含まれているかどうか、ご確

認をいたしたいと思います。

【加藤医療人材対策室長】今回のスキームの中

に整骨院が入っているかということでございま

すけれども、国の方に確認いたしましたところ、

医療機関ではない施設、施術所は対象外という

ことで聞いております。ただし、医療機関に勤

務をされております柔道整復師であるとか、あ

んまマッサージ指圧師、そういった方について

は支給をするということで、今回、予算は計上

しております。

【下条委員】 ありがとうございます。

佐賀県が6月補正予算で出しているんです。

これは慰労金ではないんですけれども、支援金

ということなんですが、あんま、マッサージ、

指圧、はり、きゅう及び柔道整復師を行う施設

ということで、どうしても密接に患者さんと接

触をしてしまうという職業、そして現場のお客

さんの声も、これは医療診療なので、なかなか

事業が再開されないのであれば困ると、そうし

ないとちょっと体調がというようなお声も聞い

ております。こういった支援で、佐賀県は1施
設当たりに10万円出ております。

今回の新型コロナウイルス感染症によって、

長崎県においても、この佐世保市の事例におい

て、県の休業要請から対象も外れており、休業

対象の協力金ももらえない中で、安全を確保す

るために自主的に休業なされたというような形

で、事業的にも非常に苦しいというようなお声

を聞いております。今回の件は国の支援という

ことなんですけれども、今後、県のほうでこう

いった医療診療機関、柔道整復師施設に何か支

援というか、サポートを考えておられるか、お

尋ねいたします。

【伊藤医療政策課長】整骨院等、あんま、はり、

きゅうの関係の事業所につきましては、確かに

今回、県の休業要請の対象になっていなかった

ということで、協力金の対象にもなっておりま
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せんでした。基本は、ほかのサービス業の事業

所と同じようなスキームの中での支援という形

になります。確かに利用者の方と接する機会が

多いということで、自主的に休業されたという

ところもあろうかと思いますが、そこの支援に

つきましては、特にこの業種だけということに

なりますと、ほかの業種との関係もございます

ので、今のところは検討していないところでご

ざいます。

【下条委員】 ありがとうございます。

なかなか他の業種との整合性というものはあ

ると思うんですが、事例としまして今回、佐賀

県を出しましたが、他の地域、市町、県も、角

度は違うんですけれども、やはり支援という形

で取り組まれております。ぜひ、現場の皆さん、

柔道整復師の皆さんの声を聞いていただいて、

何かしらのサポートをして、事業の継続に対し

て支援をしていただきたいと思っております。

もう一つ、私も、さっき松本委員が言われた

事務手続、大変膨大な数になると思います。介

護施設の皆さんにお話をしても、自分たちはど

うなんだ、対象になるのかなというようなお話

があったり、様々なお話を聞いております。

私は、1点だけ、この事業手続のスキーム等

で、今回、医療機関の代表が申請をして、それ

から職員にそういった形で配布をするというよ

うな流れになると思いますが、不正はないと思

いますけれども、松本委員も説明されていまし

たが、しっかり医療機関から職員に対して説明

するとともに、県としても、しっかり職員の皆

さんに行き渡るような何か事務手続等で取り組

まれているか、お尋ねいたします。

【加藤医療人材対策室長】現在は、抑止という

意味では、委任状ということで、医療従事者か

らきちんと申請をするんだという意思表示をし

ていただいて、それを取りまとめるということ

で、医療機関の中で、不正じゃないんですけれ

ども、そういったことをするというのは予防し

ようと考えております。

あと、皆様にきちんと周知をするということ

が大事だろうと思っておりますので、あらゆる

媒体を使った周知であるとか、あとは関係機関

の方にきちんとご説明をして、皆さんがこの制

度を知っていただくという取組を進めていきた

いと思っております。

【下条委員】 ありがとうございます。今、医療

人材対策室長が言われたように、私も、周知が

重要で、周知、ご案内をしていけば、そういっ

たことが起こりにくいと。委任状も頂くという

ことでなされていますので、しっかり皆さんに、

対象も含めて、その中で、自分はもらえない、

私はもらえたということがないように、ぜひこ

の予算が通過後、しっかり対応していただきた

いと思っております。

大変ありがたい支援ですので、こういった形

でこれからも医療機関、介護施設、障害福祉、

様々な支援をしていただきたいと思っておりま

す。ありがとうございました。

【堀江委員】 まず、第108号議案「令和2年度

長崎県一般会計補正予算（第5号）」の福祉保

健部の横長資料の追加1の8ページ、生活福祉資

金貸付事業費。私が申し上げるまでもなく、新

型コロナウイルス感染症の影響により、休業等

で収入減となっている世帯が生活資金として借

りられるという特例措置なんですが、今回の6
月の追加補正で7億7,100万円なんですけれど

も、これは2月の補正から始まっているんです

が、これまでに、どれぐらいの追加補正があっ

たのか、関連して、まずそこから教えていただ

けませんか。
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【猿渡福祉保健課企画監】委員おっしゃるとお

り、2月補正から積み増しをしているところで

すが、今回の6月追加補正を含めまして、13億
200万円の積み増しをしているところでござい

ます。

【堀江委員】 これまで13億円ということです

けれども、これまでの申請件数は分かりますか。

【猿渡福祉保健課企画監】 6月21日現在になり

ますが、今回の特例資金につきましては、緊急

小口資金と、その後の総合支援資金、2つござ

いますが、その2種類の件数としまして合計で

3,058件、貸付決定額としまして6億7,241万
9,000円となっております。

【堀江委員】 3,058件、これは申請件数ですけ

れども、決定額は今言われましたが、決定件数

はどうなりますか。要するに、申請した人が、

多分、いろんな事情で、全てではないと思うん

ですけれども、決定額を教えてください。

【猿渡福祉保健課企画監】ただいま申し上げま

したものが貸付け決定した件数で、申請件数に

つきましては3,382件となっております。金額に

つきましては、7億6,284万9,000円となってお

ります。

【堀江委員】 3,382件の申請があって、3,058
件の決定ということですね。そうしますと、差

が300件ぐらいありますけれども、これはどう

いうふうに取ったらいいのでしょうか。いろん

な不備があったかと思うんですが、内容を教え

てください。

【猿渡福祉保健課企画監】 6月21日現在で申請

を受けたものについては、現在、手続中のもの

もございます。結果的に貸付けが決定されなか

ったものについてご説明いたしますと、世帯に

対する貸付けになりますが、今回、会社経営者

で法人としての収入減に対する貸付けの請求で

あったり、あとは世帯重複、同一世帯で複数の

方の申請があったもの、そういったものが貸付

け決定外となっております。

【堀江委員】いずれにしても、この制度は特例

貸付けということで、上限額であったり、それ

から返済時点で所得減少したまま変わらないと

いうことであれば返済免除ということのこれま

での生活福祉資金とは違う特例貸付けですので、

多くの県民の皆さんに、返す内容ではあります

けれども、生活で今回の新型コロナウイルス感

染症の影響を受けて大変だという方については、

広く周知をして、利用できるようにしていただ

きたいということをこの機会に要望しておきた

いと思います。

福祉保健部の最初の横長資料の98号議案、14
ページの歳出、国保の特別会計で質問いたしま

す。国保・健康増進課長が縦長で特別会計の1
億2,518万円の中身を説明されました。それで、

裏面に、どういう事業をするのかというのを書

かれているのですが、これはある意味、必要な

事業だと思うんですけれども、歳入のところの

保険者努力支援交付金は、文言どおり言うと、

保険者として努力している自治体に対しという

ことで、例えば、栄養士の登録とか、派遣事業、

かかりつけ医に対する研修事業とか、必要な事

業だから、どこの自治体にも出しますよという

ことではないということなんですか。

【永峯国保・健康増進課長】保険者努力支援制

度につきまして、少しご説明をさせていただき

ます。この制度につきましては、国保の被保険

者の方々の疾病予防あるいは健康づくりを進め

ていくために、保険者でございます都道府県あ

るいは市町村の事業の推進を促していこうとい

うようなことで、国が制度を設けたものでござ

います。平成30年度、国保の都道府県化と併せ
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て本格実施がなされたものでございまして、中

身といたしましては、具体的に保健事業を実施

いたします事業費と、その事業を実施すること

によって出てくる成果と申しましょうか、例え

ば、特定健診の受診率であったり、あるいは糖

尿病の重症化予防の取組状況、そういったもの

に基づいて、これを国のほうが自治体ごとに評

価いたします。その上で、点数化まで行った上

で、その獲得点数に応じて、各自治体に交付金

を配付するというような仕組みでございまして、

それぞれの自治体に対して、事業費と併せてイ

ンセンティブを付与しているというような制度

になっております。

【堀江委員】特定健診の受診率が上がりました

と。一定その受診率がここまで来ないと、この

交付金は出しませんよと、平たく言えば、そう

いう交付金ですか。

【永峯国保・健康増進課長】それぞれの項目に

よって点数化のルールというのはございますが、

例えば、特定健診の受診率がこの割合であれば、

点数は何点ですよというようなものが率に応じ

て決まっていると。そういった点数を全て合計

して、自治体の合計点数を決めると、そういっ

たような流れになっております。

【堀江委員】 保険者努力支援制度というのは、

新たなペナルティーではないかという指摘もあ

ります。これまでの保険者努力支援制度では、

自治体の国保行政を国の配点基準に沿って採点

をしてきて、例えば、法定外繰入、国保税を安

くするために、それぞれの自治体が一般会計か

ら国保の特別会計に繰入れすることについては、

繰入れ解消を指導する都道府県を加点する程度

にとどめてきたと。ところが、2020年度からは、

法定外繰入をやめた市町村を加点した上で、継

続する市町村は減点し、予算を削減する。つま

り、保険者努力支援制度という制度のもとで、

国が、法定外繰入をするなということで、しな

かった市町村には加点して交付金をやるけれど

も、繰入れをそのままやったところには、減点

して、この交付金をやらないというふうな仕組

みになっているのではないかという指摘があっ

ているのですが、この点については、どう見解

をお持ちですか。

【永峯国保・健康増進課長】確かに今年度から、

赤字補塡を目的とした法定外繰入を行っている

団体についてはマイナス評価があったりという

ようなことが加えられているということはござ

いますが、基本的な考え方といたしましては、

ペナルティーというような表現もございました

が、先ほど申し上げた事業費に応じて配分され

る予算と申しますのが国全体で、都道府県分、

市町村分合わせて1,000億円ございます。それが

今年度、拡充されて、合計で1,300億円という状

況になっているのですが、その1,300億円という

予算枠はそのままに、その枠の中で、それぞれ

の団体に配分の差配をしていくというようなこ

とでございますので、そこがよりめり張りを利

かせた上で、それぞれの団体の取組を促すと、

そういう要素が強くなってきているというとこ

ろでございまして、ただ目指すところは、住民

の方々の健康づくりをしっかり進めていこうと

いうようなことでございますので、高齢化社会

を見据えた上では、そういった動きというのも

必要ではないかと考えているところでございま

す。

【堀江委員】めり張りをつけた予算の配分、い

かに高齢者の皆さんの健康寿命を維持するのに

どうするかということで、私は必要な予算だと

思うので、そうであれば、そういうふうにいわ

ば競争させて、上位のところはやるよと、ここ
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までやったらやるよというような予算の仕方と

いうのはいかがなものかと思っておりますが、

質疑ですので、この程度にとどめます。

【深堀分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中山委員】 第108号議案で総括的な観点から

幾つか質問します。

まず最初に、新型コロナウイルス感染症対策

においては、想定外の事案もあったと思ってお

りますが、こういう中で頑張っていただいてい

ます中田福祉保健部長、そして伊藤医療政策課

長をはじめ職員に、まずもって心から感謝を申

し上げたいと思います。

併せて、この経験が2波、3波に対して大きな

抑止力になっていくのではないかということで、

これを一つ含めながら、具体的にお聞きしたい

と思います。

このたびの検査医療体制の充実並びに医療提

供体制の充実、先ほど、松本委員、下条委員等

からありました医療従事者等に対する慰労金の

問題を含めて200億円程度あると思いますが、

強化するということとか、予防、また感染対策

を拡大強化する、防止を強化するということは

よく分かるのですが、果たして、どの程度の感

染者が出た場合に対応できるのか。例えば、1
日当たりどの程度なのか、1週間当たりどの程

度なのか、そして1か月当たり、どの程度の感

染者に対応できるものと思っているのか、その

辺が分からないものですから、もう一つ安心感

が取れないわけでありますので、それについて

ご説明いただければと思います。

【伊藤医療政策課長】検査体制と医療提供体制

につきまして、現在の体制を拡充したいという

ことで、今回、予算をお願いしているところで

ございます。

まず、検査体制につきましては、現在、1日

に634件検査ができる体制を取っております。

今、検査の体制の整備の考え方といたしまして

は、今までは、県内の8つの医療圏がございま

すが、各医療圏の中で一定検査ができる体制を

整えていくということで、検査が可能な医療機

関に対する検査装置の導入を進めてまいりまし

た。今回お願いをしておりますのは、まずは長

崎大学の1日1,000件検査できる体制を整える

ということでございますが、この部分につきま

しては、今回、コスタ・アトランチカの関係で

600件を超えるような検査を早急にしなければ

いけないという状況もございました。こういう

クラスターへの対策のためには、やはり一定1
か所で大量の検査ができるという体制も必要だ

ということ、あるいは今、実際検査ができる体

制がある医療機関については検査装置を入れて

おりますが、それ以外の医療機関で検査が必要

な場合に、お願いできる検査機関、その位置づ

けという意味合いも込めまして、長崎大学の検

査体制の拡充を支援しているところでございま

す。

医療体制につきましては、もともとは感染症

指定医療機関10病院、38床しかなかったものを、

この体制では、感染者が発生した場合には、す

ぐに満床になる可能性があるということで、各

医療圏ごとに医療機関等関係者の皆様にお集ま

りいただいて、体制の拡充を図っているところ

でございます。3月には102床、現在、ピーク時

には307床確保していただけるような体制を取

ってまいりたいと思います。

この体制を取るためには、一定病床の確保の

ための空床補塡でありますとか、あるいは施設

設備の整備、感染防護対策が必要ですので、ま

ずこの307床を確保していただいた医療機関に

対する支援と、もう一つは、感染がピーク時に
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なりますと、その医療機関以外の医療機関にも

感染疑いがある方含めて受診をされる可能性が

高まりますので、全ての医療機関に対しまして、

一定の感染防護対策を取っていただきたいとい

うことで、感染防護対策を取るために全ての医

療機関に対応できるような予算措置ということ

で、今回お願いをしているということでござい

ます。

【中山委員】それは部長説明にあったし、何回

も説明を受けているから、ここについては分か

るんですよ。私が言いたいのは、総括的にどう

なのかと。例えば、言ったように、検査体制を

2,040人まで持っていくと言うけれども、発生し

て1か月間、毎日2,040人対応できるんですか。

これは医療崩壊を防ぐための一つの手順でしょ

う。そうすると、長崎県に134万人おります。

その中で、陽性率が0.05％ということで、約700
人程度は感染した可能性がある、感染者がいる

可能性があるんでしょう。これは2波、3波に向

けての対応でしょう。これは204億円かけてい

って、1日どの程度が何日ぐらい続いた時に医

療崩壊を招かないための対策でしょう。そうす

ると、別の言い方をすれば、重症者、中症者、

軽症者がどの程度まで対応できる基礎の部分、

前提条件というか、前提がなければ国民は理解

しませんよ。人工呼吸器をいくつ作ります、検

査をいくつしますと言ったところで、それはあ

なたたち専門家なら、ある程度、どの程度とい

うことは想像できるかもしれないけれども、

我々一般県民は、それだけでは納得いかない。

204億円という金を投資した中で、どれだけ安

全かということになると、ある程度、このくら

いまでは大丈夫ですよという数字を基に、この

予算というのはつくっているわけでしょう。だ

から、その辺の基の数字を出してみてくれませ

んか。

【伊藤医療政策課長】現在、感染が本当に拡大

した際に、どのくらいの医療需要が発生するの

かというところで考えなければいけないと思っ

ておりますが、ピーク時の医療需要につきまし

ては、国が3月6日に示しております中国の武漢

市での流行実績を踏まえた計算式を各都道府県

に示しておりますので、この計算式に基づいた

ピーク時の医療需要を基に、目標値ということ

で、一番ピーク時の入院医療需要というのは約

900人という想定で、今、それに向けて整備を

進めているところでございます。

ただ、この目標値につきましては、つい先日、

新たに厚生労働省から、今回、国内の感染事例

を分析いたしまして、新たにピーク時の医療需

要が幾らかというところを各都道府県で検討し

てくださいということで、今まさに国から検討

の指示があっているところでございますので、

この国の考え方を基に、県内の感染症の専門家

あるいは医療機関等の皆様をメンバーとする新

型インフルエンザ等対策会議という会議体がご

ざいますので、ここにお諮りをしながら、900
床に代わる新たな目標値につきましても、早急

に検討してまいりたいと思っております。

【中山委員】それでは、国から示されたピーク

時の900人、それについて国内の感染状況を見

て、それを膨らませていくかどうかについては

検討していくということであります。一つの目

安は出ました。

そこで、このピークの900人というのは、ど

ういう意味なんですか。1日で900人なんですか。

その前提はあるんでしょう。一遍で900人とい

うことはないでしょう。そうすると、ピーク時

に900人になっている意味は、その他の感染者

数というのは、どの程度なんですか。
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【伊藤医療政策課長】感染のピーク時の数字と

いうことで、一番病床が必要な時点で何床要る

かというところでございます。計算式で計算を

いたしますと、これは2,700という数字になりま

す。この2,700という数字が、なかなか県内での

病床確保が難しいということで、現在、当面は、

その3分の1である900を目標ということで整備、

調整を進めているということでございます。

【中山委員】 これは想定があるので、2,700か
らすると、まだ1割程度じゃないですか。長崎

県は医療県とも言われているわけですから、そ

ういう蓄積した力はあると思うんです。病院等

はあるのだから、あとはよくよく話をして、そ

れに対する支援策なりを具体的にして、想定外

もあるのだから、できるだけ早く一つの基準を

達成するように、少なくとも、3分の1を達成す

るように取り組んでいただくことを要望してお

きたいと思います。

それと、このたびの補正予算も含めて、災害

等も発生して、仮に、先ほど言ったように、ピ

ークが900人程度ということに対して対応した

いということでありましたけれども、そうする

と、今までのマスクとか、その他の備蓄品、こ

れは現状どうなっているのか、それと、これに

合わせて備蓄品を増やすというか、これを見直

す必要はないのかと思うんですが、その辺の考

え方はどうですか。

【伊藤医療政策課長】もともと医療機関が行う

感染症対策のために、従来、県の方でマスク等

の備蓄をしておりました。この備蓄分につきま

しては、もう既に放出をしております。その県

の備蓄分以外に、国からの提供分、あるいは今

回新たに県が購入した分を含めて、今、医療機

関に対して、計画的に提供をしているところで

ございます。

マスクでいきますと、今、実際に各医療機関

に配布しております枚数でいきますと、約180
万枚程度、既に提供をしているところでござい

ます。今月中には、さらに50万枚提供したいと

思っております。

提供するとともに、県の方でも一定の備蓄が

必要かと思いますので、今、新たに購入した分

から、当初の備蓄分以外の約28万枚を備蓄して

いるという状況でございます。

【中山委員】 今、28万枚また備蓄していると

いうことでありましたけれども、ピーク時を想

定していくならば、マスク以外の備蓄品がある

でしょう。その辺のこれに合わせた見直しとい

うのは当然確認しなければいけないけれども、

まず見直しをして、数字を設定しないことには

準備できないだろうし、供給しながら備蓄して

いくというか、2つのことを考えるのだけれど

も、ピーク時に合わせた備蓄の見直しについて

は先ほど触れませんでしたけれども、何か考え

はないのですか。

【伊藤医療政策課長】今、備蓄の目標というこ

とでは設定いたしておりません。まず、入手が

困難な状況が続いておりますので、今は、あら

ゆる手段を活用してマスク、ガウン等の感染防

護資材を県の方でも確保いたしまして、確保で

き次第、できるだけ早急に医療機関の方に提供

するというような作業を続けております。

今後、国が示した国内の感染実績に基づく新

たな目標値を設定いたしてまいりますので、そ

の目標値を踏まえた感染防護資材の確保量につ

きましても、今後検討してまいりたいと思いま

す。

【中山委員】ぜひ、それは並行して検討しなけ

ればいけない問題ですから、やってほしいと思

います。
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少し小さいことになりますけれども、マスク

について、県内で生産できる供給体制というの

は、どの程度あるんですか。先ほど、1万枚頼

んだような話もされましたよね。

【中尾福祉保健課長】県内でどれくらいのマス

クの供給体制があるかということは、申し訳あ

りません、承知をしておりません。

【中山委員】いざとなった時には、やはり近場

が一番いいんですよ。どの程度供給体制がある

のか、可能性を含めて、場合によっては、要請

もしなければいけないわけでしょう。それにつ

いて現状について調べて、万一の時には、ぜひ

活用していただくように要望しておきたいと思

います。

それと、ピーク時900人、これは恐らく、長

崎だけでは対応するのは困難じゃないかと私は

個人的には思うんだけれども、そうなると他県、

九州各県とか、そういう場合の医療体制の強化

というか、相互支援、これについて、どの程度

しているのか、そしてこれについて、どういう

ふうに取り組もうとしているのか、最後にお尋

ねしたいと思います。

【伊藤医療政策課長】各県で対応するというと

ころが基本になろうかと思いますが、九州各県、

近県を含めて、どういう連携ができるかという

ことで、九州知事会等の中でも今、検討してい

るところでございます。例えば、検査体制であ

れば、一定余裕があるところが、ほかの県の検

査を引き受けると。長崎県の場合でも、大分県

でクラスターが発生した際に、長崎県で検査を

した事例もございます。どういう連携ができる

かということにつきましては、今、九州知事会、

あるいは九州各県の担当課の方で検討を進めて

いるというところでございます。

【中山委員】九州知事会でそういう話があった

というのは聞いておりましたけれども、担当を

指導して、各県で、検査が強いところとか、い

ろいろその特徴があると私は思うんです。いざ

となれば「九州は一つ」という考え方があるわ

けでありますから、当然、長崎県で最大限のと

ころをやる、しかしながら、それを超えるよう

な問題が発生した時には、やはり佐賀県なり、

熊本県なり、力を借りなければやっていけない

と思うんです。それを含めて、伊藤医療政策課

長も大変だと思いますけれども、ぜひ皆さん方、

力を合わせて、いろいろ手分けして、想定外を

含めて、万全の体制で取り組んでいただきます

ように要望しておきたいと思います。

【深堀分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【大場委員】 1点お伺いをいたします。障害者

一般就労・工賃向上支援事業費について、2,500
万円の増額となっておりますが、先ほど松本委

員、一般質問の中でも非常に厳しい現状が述べ

られております。今回、2,500万円の増額という

ことですが、まずは少し詳しい内訳をお示しい

ただきたいと思います。

【中村障害福祉課長】 2,500万円の内訳をとい

うご質問でございますが、国の方から、こちら

の詳しい内容は、実はまだ示されておりません。

うちの方で把握している情報として、上限が50
万円だという事前情報がありましたので、それ

に基づきまして、国全体の予算規模を勘案して、

国全体の施設数、それらから推測して、当県分

として2,500万円という数字を出しております。

補助の内容につきましては、先ほどご説明し

た内容と重複いたしますけれども、生産活動の

存続に必要な固定経費、施設設備のメンテナン

ス経費、それ以外に、通信販売、宅配、ホーム

ページ製作等新たな販路拡大に要する経費とい

ったものも補助の対象になるというように聞い
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ております。

【大場委員】説明のとおりで、これからだろう

と思うんですが、現状としては非常に厳しい状

況が続いているということを訴えられておりま

す。ご紹介なんですけれども、長崎県社会就労

センター協議会が3月から5月までの状況をア

ンケートで取られておりますが、6月に集計を

されておりまして、その中で、非常に厳しい状

況というのが浮き彫りになってまいりました。

3月から5月までが前年同月をしたところ、一部

増収した事業所はあるものの、25事業者、約

70％は減収の施設であるということです。3か
月の平均、1事業所当たり、11.6％の減収がある

ということです。これを平均工賃に直しますと、

昨年の平均工賃が1万4,521円ということで割

りますと、各事業所、12.3人分の工賃が減収に

なっているという実態があって、その主な要因

とすれば、イベントの中止、いろんなパンや菓

子類などの販売の機会がなくなった、また観光

業の不振からお土産品などの菓子箱、そういっ

た簡易な作業等の受注がなくなったとか、そう

いったことが挙げられております。また、工賃

の影響についても、工賃額はほぼ昨年と同額で

ありながらでも収入が少なくなったということ

で、非常に厳しい現状であるということであり

ました。

そういうことを踏まえて、今回、1事業所50
万円を上限にということでありましたけれども、

今回の50万円で、どれぐらいそういったものが

カバーできるのかということは、どのようにお

考えでしょうか。

【中村障害福祉課長】 今回の50万円で、先ほ

どの工賃の減少の分について、どういったこと

がカバーできるのかというご質問だと思います。

国の方から伺っている話としまして、先ほどの

答弁と重なってしまいますけれども、固定費と

いったところにこの補助を充てることができる

ようになっております。例えば、収入が100万
円あった時に、固定費がそのうち半分占めてい

たとしますと、工賃として分けられるのは、残

り50万円から、もともとの材料の仕入れとかを

3割ぐらい引きますと、20万円を各利用者に配

分するというような計算になりますけれども、

そこの固定費の部分に補助金が充てられるとな

りますと、その50万円の分が工賃のほうに回す

ことは可能になってくると、そういったことを

想定しているということで国の方から伺ってい

ますので、そのあたりに使えるのかなと思って

おります。

【大場委員】確かにその部分は事業所にとって

は非常にありがたいことだと思いますが、それ

を得て何とか助かる事業所、まだもっともっと

厳しい事業所があると思います。そういった施

設等のお声の中で、先ほども、一般質問の中で

の答弁にもありましたとおり、マスク1万枚を

そういった事業事業に対しての仕事として振り

分けてやったという支援策として1つ挙げてあ

りましたが、そういったことでも、事業所とす

れば、そういった作業自体も、できるところも

あれば、受注できないところもあって、そうい

ったところの格差が非常に広がっているという

ふうな話をお聞きします。一律50万円というこ

とになりますけれども、そういった格差が生じ

ている状態に対して、何らかの対応が必要だと

思うんですけれども、県として、その辺は何か

お考えですか。

【中村障害福祉課長】 1点訂正でございますけ

れども、この補助金は一律50万円ということで

はなくて、上限が50万円ですので、それぞれの

事業所の困り具合に応じて金額は変わりますし、
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事業所に振り分ける数も当然変わってまいりま

すので、そこは各事業所の困り具合に応じて配

分されるというふうにご理解いただければと思

います。

その上で、例えば、今回、1万枚のマスクを

注文したわけですけれども、そもそも仕事がな

くなっているという状況もございますので、一

つには、これからのことになりますけれども、

官公需について、障害福祉課としても、県庁各

部局に要請をしてまいりたいと思っております。

あと、仕事が官公需に対応できるところだけ

ではないと思います。民間の仕事、例えば、先

ほどお話ありましたパンを焼いている、大変お

いしいパンを作るところもございますので、市

場のニーズに対応した仕事を考えていただかな

ければいけない部分というのはございますけれ

ども、県の方としても、工賃向上セミナーとい

うような事業もやっておりますので、そのあた

りは団体の方と一緒になって検討してまいりた

いと思っております。

【大場委員】 申し訳ありませんでした、上限

50万円です。

答弁いただきまして、そういった中で、一部、

いろんな努力をしながらその仕事をということ

でもありましたけれども、現状を見た時に、そ

ういった仕事が少しずつはよくなったとしても、

それが回復の基調に乗るのはまだまだ先だと思

うんです。そこで、事業所の方々も、何とか工

賃の確保だけはということで必死に頑張られて

おります。

他市の例を見ましても、京都市でも、要は、

事業所についてもＡ型、Ｂ型事業所があって、

Ａ型については、国の雇用調整助成金の活用も

できるということで、一定の工賃の確保はでき

ているということですけれども、それがないＢ

型に関しては、非常に厳しい状況がやはりある

ということで、その厳しいＢ型事業所に対して、

市が工賃の全額補塡をするというふうな独自の

事業をやられているところもあります。

先ほど、施設のいろんな努力もあって、工賃

の向上をするというふうにありますけれども、

今の状態が、そこまで向かないということもあ

りますので、今回の2,500万円、さらにこの状態

が続くことを見越して、県としては、何らか次

の対策も必要じゃないかと思っておりますけれ

ども、その辺のお考えは何かありますでしょう

か。

【中村障害福祉課長】工賃向上あるいは維持の

ために、京都市で取られているような対策も考

えられないのかというご質問だと思います。1
つ申し上げたいのは、実は、京都の事業なんで

すが、公費を利用者の賃金や工賃に直接充てる

ということにつきましては、国の方からは従来、

原則として認められていないという状況がござ

いまして、かなり思い切った政策だということ

で理解しております。

今回の国の方が示しました2次補正における

事業でございますけれども、先ほど申し上げた

ように、固定経費の方に補助を使うことで、間

接的に賃金の補塡をするといったスキームにな

っておりますので、そのあたりを活用していく

ということと、Ａ型事業所と違って、Ｂ型事業

所の方が特に困っているんだということにつき

ましては、国の方から、この事業につきまして

は、特にＢ型事業所のためにつくったんだとい

うことを事前のアナウンスでは聞いております。

今後、県として、さらにどのような支援がで

きるかということにつきましては、ただいま新

型コロナウイルス感染症の影響による生産活動

収入の減の状況とか、今後、工賃の支払い状況
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についても調査を行った上で、検討してまいり

たいと考えております。

【大場委員】ぜひお願いしたいと思います。京

都市が思い切った施策、確かにそうだろうなと

思っておりますけれども、ただ、長崎県として

も、やはりそういうふうな考えというのはぜひ

持っていただきたいということで申し上げさせ

ていただきました。

各事業所で本当に毎日一生懸命お仕事をして、

工賃をご自身で稼ぐ力というものをつけられて

おりますが、ご存じのとおり、その仕事内容と

すれば、一般の方に比べると、どうしても仕事

しやすいものとか、限定的になってしまいます

ので、そういった限られた中での収入の確保と

いうのが非常に大事だろうと思いますので、県

としても、そういったところに対しても、今、

新型コロナウイルス感染症の影響がまだまだ続

くことが予想されますので、そういったことは

ぜひ頭の中に入れていって次の施策を展開して

いただくことを要望して、質問を終わります。

【川崎委員】連日、感染者の対策にご尽力いた

だきまして、大変にご苦労さまでございます。

質問させていただきます。慰労金のお話です。

先ほども質疑がありましたので、大体理解いた

しましたが、鍼灸師さん、柔道整復師さんにつ

いては先ほど見解を述べられましたが、私は、

これはしっかりと再考すべきだと思います。休

業要請の話がありましたので、確認をしており

ましたが、休業要請の対象としないということ

で県は扱いをされています。特に明示されてい

るのは、国家資格有資格者、こういうところが

明確に区分をされているんです。というのが、

休業要請をしないカテゴリーに入っていたんで

すけれども、その後、整体、マッサージに休業

要請を依頼した文があるんです。しかし、国家

資格有資格者のところは除くということで、ち

ょっと分かりづらいかもしれませんが、要は、

国家資格を持っておられる方については、休業

せずに、地域の皆様の健康維持のために頑張っ

ていただきたいという県の姿勢だと思うんです。

そういった中に、皆様方も、鍼灸師さん、柔

道整復師さんも、一生懸命地域の皆さんの健康

を守っていこうと、本当にどきどき、はらはら

しながら、感染防止にも努めながら仕事に従事

をしておられる、そのように私も伺いました。

そういったことから、先ほどのようなご答弁

では、なかなか不公平感しか伝わってこないん

です。せめても、20万円、10万円、5万円のカ

テゴリーの最低でも5万円のカテゴリーに入る

ものだと私は思いますよ。だって、なくなった

ら困る方がおられるわけで、実際、健康保険を

利用して治療、施術をやられる方もおられるわ

けで、立派な地域の健康を守っておられる仕事

じゃないですか。そういった皆様方を除外する

というその考え方がよく分かりません。国が示

しているのはそうかも分かりませんが、県とし

ては、しっかりそこは考えていくべきだと思い

ます。ぜひ、ご答弁をお願いいたします。

【伊藤医療政策課長】国家資格をお持ちだとい

うところと、地域の健康を守っているというと

ころが、ほかのサービス業の事業所とは違うの

ではないかというご意見かと思います。そこも

含めて、少し検討してみたいと思います。

【川崎委員】ありがとうございます。検討して

ください。

さっき、佐賀のこともお触れになられました

けれども、佐賀の知事さんも、鍼灸師さんは目

に障害を持っておられる方が従事をされて、お

客さんもなかなか来ないというようなことで大

変苦労されている、そういったところに報いた
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いというところからの発露であって、財源の出

どころは違うんでしょうけれども、そういった

ところに心を砕いて検討いただきたいと思いま

す

次に、ＣＴ検診車の導入について、お尋ねを

いたします。まず、4月20日に、クルーズ船コ

スタ・アトランチカで大規模クラスターが発生

をして、長崎大学に本当に不眠不休でＰＣＲ検

査、ＬＡＭＰ法でやっていただいて、148名、

本当に驚きました。1人も重症化をさせない、

死亡者を出さないというところで皆さんも頑張

っていただきましたし、私も、できる範囲のと

ころは取り組んでいこうと、公明党の秋野参議

院議員はお医者さんでありますので、様々アド

バイスを頂きながら取り組んでいこうと、連携

を取りながらやってきたところです。

秋野議員いわく、早期の診断、早期の手当て

がやっぱり必要であると。レントゲンじゃ分か

らない、ＣＴがやっぱり必要であると、そうい

ったところから、移動ＣＴを持ってきて、早期

の診断体制を構築してほしいと、そんなような

こともお話しありまして、防衛省の移動ＣＴ、

あるいは民間のレンタル、こういったことを私

どもは書面をもって県に要望をさせていただい

たところであります。

知事も自衛隊に要請をかけていただいて、防

衛省も応じていただいて、5月2日に現地に来て、

現地に来たその日に、早速お1人診断をされて、

即入院ということから、本当に命を守った大変

大事なＣＴ車の役目だったと思うんです。

そういったところから、今回、移動ＣＴの導

入についても検討がなされたと思っております

が、速やかにやっていただいたことは非常にい

いことなんですけれども、まずそういった導入

決定のプロセスについて確認をさせてください。

【伊藤医療政策課長】クルーズ船コスタ・アト

ランチカ号の対応におきましては、委員ご説明

があったとおり、自衛隊に災害派遣要請を行い

まして、5月2日から14日まで、現地にＣＴ検診

車を配備していただきました。この間、6名の

乗組員のＣＴ撮影を行い、このうち3名の方に

肺炎の所見を認めたため、市内の感染症指定病

院へ救急搬送をさせていただきました。ＣＴ検

診車の配備によりまして、現地での正確な診断

が可能となり、その後の迅速な入院調整や治療

につながったと認識をしております。また、診

断のための医療機関での受診が省略できました

ことは、医療機関の負担軽減にも大きく寄与し

たものと考えております。

これらクルーズ船対応の今回の効果を踏まえ

まして、今後、機動的な対応が可能となるＣＴ

検診車を整備することで、万一、クラスターが

発生した場合にも、迅速な現地診断が可能とな

り、効果的に感染症対策を講じることが可能に

なるということから、今回、ぜひ導入をさせて

いただきたいということで、予算要求に至った

ものでございます。

【川崎委員】詳しいご説明、ありがとうござい

ました。本当に早期診断に大変貢献する大切な

機材と思いますので、ご活用をお願いします。

その活用なんですけれども、まさに今は新型

コロナウイルス感染症のためにこのＣＴ診断車

を導入するわけでありますが、いずれワクチン

も出てきて、治療薬も出てきて、落ち着く時が

来ると、そう願っているわけでありますが、そ

ういった時の平時の利用や管理、今回は長崎県

健康事業団が購入することに支援をするという

ことでありますが、平時にどういった活用をな

さるのか、お尋ねいたします。

【伊藤医療政策課長】今回、自衛隊のＣＴ検診
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車を利用させていただいたということで、車だ

けではなくて、技術者の方も一緒に来ていただ

いたというところが非常に大きかったと思って

おります。今回のＣＴ検診車という設備、車を

導入するだけではなくて、非常時に機動的な対

応、運用ができるようにということから、医師

や技師の方が常駐しております健康事業団のほ

うに導入をしていただきまして、県としては、

その経費を支援するという形で今回、予算要求

をさせていただいております。健康事業団に導

入していただきますので、平時につきましては、

通常、健康事業団は健康診断事業を行っていた

だいておりますので、この健康診断に活用して

いただき、精度の高い結核検診でありますとか、

事業所検診、肺がん検診等にご活用いただける

のではないかということで考えております。

【川崎委員】ありがとうございます。せっかく

多額の予算をつけて購入するわけですから、平

時も有効に活用していただければと思います。

そういった中で、ちょっとこういった質問は

どうかなと思いますが、今、死因究明に当たっ

て、レントゲンとかで、なかなか外観で分から

ない時に、長崎大学まで運んでＣＴで診断をし

て、いわゆる究明をしているということが事実

としてあろうかと思いますが、そういった活用

の可能性ということについてはあるのでしょう

か。

【伊藤医療政策課長】今回導入しようとするＣ

Ｔ検診車を死因究明のために活用できないだろ

うかということかと思いますが、今回導入しよ

うとするＣＴ検診車につきましては、今ご説明

をさせていただきましたとおり、健康事業団の

ほうに配備して、かなりの割合で平時も活用し

ていくということを想定いたしておりますので、

このＣＴ検診車を死因究明の方に活用するとい

うことにつきましては、現在のところは考えて

おりません。

【川崎委員】分かりました。こっちはまた別の

機会に改めてテーマで質疑させていただきたい

と思います。

次に、軽症者療養施設、10億5,000万円の予

算について、お尋ねいたします。以前、長崎医

療圏、佐世保・県北医療圏、壱岐医療圏、これ

は部屋の数ですか、合計163が確保できたとい

うことで、なかなか苦労なさっておられる中に、

一定ここまで来たということについては、敬意

を申し上げたいと思います。

今後、この確保する目標と、その目標値の根

拠について、お尋ねいたします。

【伊藤医療政策課長】宿泊療養施設につきまし

ては、入院医療体制の一つということで、無症

状の方あるいは軽症の方で、医師が入院の必要

はないと判断された方については、医療機関で

はなくて、宿泊療養施設で療養していただきた

いということでございます。この医療体制につ

きましては、各医療圏ごとに体制を検討してお

りますので、宿泊療養施設につきましても、各

医療圏に1施設ずつは設置をして、確保してま

いりたいということでございます。

部屋数の目標につきましては、現在、1,000
室を目標ということで考えております。その考

え方につきましては、なかなかどこまで確保す

ればいいかというところはございますが、各医

療圏で必要な室数を積み上げたところ、1,000
室というところを目標にしているということで

ございます。

【川崎委員】 先ほど、試算で2,700、これは中

等症、重症者も含めてだと思いますが、ピーク

時には相当数確保しなければいけないというご

説明があった中に、この1,000室というのは高い
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目標かと思いますが、第2波に備えて準備をい

ただければと思います。

そういった中で、1,000室確保するということ

になれば、当然、折衝していきながら、今でも

利用できますよという状況まで持っていくとい

うことが理想なんだろうと思います。そうする

と、施設側も、それに基づいて構えておかなけ

ればいけないわけで、お客様が既に利用されて

いる中において、軽症者施設だから使わせてく

ださいと言っても、なかなかそういうわけにも

いかないと思います。要は、確保するに当たっ

ては、様々な契約形態があろうかと思うんです。

契約をして、いついつから使わせていただきた

いということが普通一般であろうかと思います。

その契約形態、そして単価等々、どのような形

でこの予算が構築されているのか、お尋ねをい

たします。

【伊藤医療政策課長】宿泊療養施設につきまし

ては、基本的には、その建物を1棟丸ごと借り

上げるという形で確保をしてまいりたいと思っ

ております。

その契約額ということで、考え方ということ

でございますが、基本的には、そのホテルの部

屋数に単価と契約期間を乗じた形で契約額を積

算するという形で今、契約を進めているという

ことでございます。

なお、1棟丸ごと借り上げますので、そこの

責任者、あるいはそのホテルに入所された方の

管理につきましては、全て県の方で行うという

ことで考えております。そのホテルの従業員の

方にお願いするということではなくて、県の方

で人材を確保して管理をしていくということで

考えております。

【川崎委員】 大体分かりました。1棟借りとい

うのが基本ということであれば、今から、観光

も力を入れて、長崎も既にスタートをしている

わけです。国もＧｏＴｏキャンペーンがありま

す。大臣も、ひょっとしたら春まで延ばすかも

分かりませんというコメントを述べられている

中で、この確保するということについては、よ

くよく早急に対応していかないと大変難しい話

かと思いますので、ぜひ引き続き、頑張ってい

ただきたいと思います。

必要機材についてお尋ねいたします。なぜ軽

症者療養施設が必要なのかということについて

は、たしか埼玉だったと思うんですけれども、

自宅で療養している方が重症化をしてお亡くな

りになると、こういうことから、軽症者は、ホ

テルをしっかりと確保して、そこで管理をして

いって、いわゆる重症化をさせない、さらには

命を守っていくという取組だったと思います。

そういった中で、前回は、パルスオキシメー

ターをしっかりと配置して、いわゆる血中の酸

素濃度、この辺も適宜管理をしていくというこ

とについてはご答弁を頂いたところであります

が、クルーズ船で活躍をした健康アプリも療養

者の方に持っていただき、またパルスオキシメ

ーターという本当にリアルタイムで状況が確認

できるもの、こういったものとしっかり連動し

て、重症化にならない管理をすべきかと思いま

すが、その辺の手当てについてはいかがでしょ

うか。

【伊藤医療政策課長】宿泊療養施設には、体温

計、あるいは先ほどお話がありました酸素飽和

度等を測るパルスオキシメーター、この機材を

配備することとしております。

宿泊施設に入所した療養者の毎日の健康管理

につきましては、宿泊施設に県のほうが配置を

いたします看護師が電話等で体温等の確認をし

ながら管理をしていくということで今、想定を
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しているところでございます。

今回、コスタ・アトランチカ号で活用いたし

ました健康アプリにつきましては、宿泊療養施

設の入所者の健康管理にも活用できるものかと

思いますが、現在、厚生労働省が宿泊療養施設

の入所者、あるいはそれ以外の入院患者や濃厚

接触者等にスマートフォンで情報を入力してい

ただくことで関係者、関係機関が情報を共有す

ることができるハーシスというシステムの導入

を進めているところでございます。宿泊施設の

入所者の健康管理につきましても、今後、この

ハーシスという国のシステムの活用を検討して

まいりたいと考えております。

【川崎委員】ハーシス、私も伺ったことがあり

ます。ぜひしっかりと管理をして、重症化を事

前に察知しながら、しっかりと皆様の命を守っ

ていただきたいと思います。

感染予防事業費、ＰＣＲ検査についてお尋ね

いたします。先ほどの質疑を聞いておりました

ので、私の方からは、唾液による検査について

お尋ねしたいんです。長崎大学の河野学長が、

ＰＣＲ検査に唾液を用いた検査を進めていくべ

きだというコメントを述べられているのを拝見

いたしました。

唾液はウイルスの発見の感度が非常に高いと

いうことが長崎大学の研究結果で判明をしてい

るそうです。従来の鼻の奥から検体を採取する

方法に比べて医療従事者の感染防御の負担も軽

減されるので、活用に期待をしたいというコメ

ントを述べておられますが、この唾液検査につ

いては、今現在どのような状況でございましょ

うか。

【伊藤医療政策課長】現在、ＰＣＲ等の検査の

検体につきましては、基本、喀痰、あるいは鼻

の奥の粘液を綿棒でぬぐい取ったものを活用、

使用しております。ただ、この検体採取の際に、

医師等がマスクあるいはフェースシールドなど

の感染防護策を取る必要があるということであ

りますが、唾液であれば、患者ご自身が簡単に

採取をするということが可能になりますので、

非常に有用なものかと考えております。

ただ、厚生労働省は6月2日に、ＰＣＲ等検査

の検体としまして、唾液を追加いたしました。

唾液でのウイルス検出率が高いのは発症から9
日間ということで、発症する前、あるいは発症

後10日目以降は推奨されないということでご

ざいます。

しかしながら、安全で、簡単に検体を採取で

き、検体を採取する際の感染リスクもかなり少

ないということでございますので、専門家のご

意見もお伺いしながら、検体としての活用を今

後積極的に検討してまいりたいと思っておりま

す。実際、6月2日以降、県内でも唾液での検査

実績は既にございます。

【川崎委員】進んでいるということですね。あ

りがとうございました。ぜひ、そういった安全

で検査できる体制の強化をお願いいたします。

衛生備品についてですが、先ほど、マスクの

ことがありましたので、マスクは確認いたしま

した。

消毒液も予算に載っているのでお尋ねいたし

ますが、今、次亜塩素酸水の取扱いで、情報が

混乱しているように思うんです。噴霧について

は、その効果性、安全性について、しっかりと

した担保されるものがない、そういったことか

ら、これまでそれを導入して、大丈夫だ、安心

だと思っていた方に衝撃が走っておりまして、

どこがどこまで正しいのかということが非常に

心配でなりません。県民の方からも多く声が寄

せられているのも事実でありまして、ぜひ県と
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しても、この次亜塩素酸水の取扱い、正しい情

報を積極的に示してほしいのですが、いかがで

しょうか。

【伊藤医療政策課長】特に、次亜塩素酸水の空

間噴霧につきましては、経済産業省が設置をし

ております新型コロナウイルスに対する代替消

毒方法の有効性評価に関する検討委員会におき

まして、その取扱いが検討されているところで

ございます。

経済産業省だけではなくて厚生労働省でも検

討しているということでございましたので、昨

日も厚生労働省のほうにその検討状況を確認い

たしましたところ、現在のところ、まだ検討中

ということで、できるだけ早い段階で正しい情

報を通知したいということでございました。

県といたしましては、その国からの通知等が

あり次第、関係機関へ周知するとともに、ホー

ムページ等、あるいは速やかに県民の方々にい

ろんな媒体を使いまして情報提供してまいりた

いと思います。

【川崎委員】自殺総合対策強化事業費、お尋ね

いたします。当初予算、4月補正、6月の今回の

補正で2,523万円、今、大きな予算を取りながら

対策を講じておられるというふうに思います。

このコロナ禍において、経済的な理由、また孤

立によってなかなか苦しんでおられる方も多く

おられて、自殺というところについては本当に

しっかりと対策を取り組んでいただきたいと思

っているんです。

現段階で寄せられている件数と、そして主な

相談内容について、お尋ねいたします。

【中村障害福祉課長】現在寄せられる件数と主

な相談内容についてのご質問でございますが、

民間団体の長崎いのちの電話に確認しましたと

ころ、寄せられた相談件数は、4月が768件、5

月が626件で、うち2割程度が新型コロナウイル

ス感染症関連の話題が占めているということで、

内容としては、主なものですけれども、外出自

粛のため閉塞感がある、あるいは罹患する不安

がある、経済的な不安があるといったような相

談が寄せられているとのことでした。

【川崎委員】ありがとうございます。やはり相

当数の方の相談が寄せられていることが分かり

ました。閉塞感というのは、恐らく、外に出ら

れないというところがあるんだろうと思います。

交流がなかなか乏しくて、例えば、いろんな電

話がかかってくるけれども、行って、お会いし

て励ましとかということもなかなかできずに電

話にとどまってしまうということから、やはり

孤立しやすい今の状況にあろうかと思います。

そういった中で、この対策を講じていく中に、

大変難しいテーマなのかも分かりませんが、ぜ

ひ、孤立化をさせないような新たな共助の仕組

み、こういったことも対策として講じていただ

きたい、考えていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。

【中村障害福祉課長】孤立化しないような仕組

みを考えるべきではないかとのご質問だと思い

ます。先ほどのいのちの電話のような民間の相

談団体は、3密を回避する必要性から、なかな

か対面相談活動というのが制限されるような状

況になっております。そこで、今回の6月補正

で行う民間団体への補助事業の中で、感染防止

を行いつつ、そういった活動や機会を設けるた

めに、オンライン環境で対面して相談などを行

うといった費用も補助の対象にしております。

民間の相談団体には、こういった補助を活用し

て新たな仕組みにも取り組んでいただきたいと

思っております。

また、ピアカウンセリングを行っている当事
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者団体もございますので、そちらの団体の方と、

どういったことができるかというのを相談して、

検討したいとも思っております。

【川崎委員】 ありがとうございました。

重症化受入用機械の人工呼吸器等の整備につ

いてですが、先ほど説明があって、人工呼吸器、

そしてＥＣＭＯということでありました。

具体的に、どういったところに配備をして、

台数がどのような予定になっているのか、お尋

ねいたします。

【伊藤医療政策課長】今回の追加補正予算では、

新たに、人工呼吸器が20台、体外式膜型人工肺

（ＥＣＭＯ）が4台を導入するための予算と、3
月の知事専決予算で既に内示をしておりますが、

13の医療機関が導入いたします人工呼吸器43
台、ＥＣＭＯ7台につきまして、今回、国の補

助基準額が引き上げられたことに伴いまして、

その補助金を追加交付するための予算をお願い

しているところでございます。

ただ、この新たに導入を予定しております人

工呼吸器20台とＥＣＭＯ4台につきましては、

今議会でもし予算をお認めいただけましたら、

改めて医療機関の方に照会をかけてまいりたい

と思っておりますので、実際に導入する医療機

関数あるいは機器の台数につきましては、まだ

確定をしていないという状況でございます。

【川崎委員】ＥＣＭＯは、これは私も報道の範

囲でしか分かりませんが、一定の技術、そして

一定の人員がずっとかかると、1人でちょっと

操作して、あとは自動でということではないと

伺っていますが、そういった人材の育成また確

保、こういったことがテーマになってこようか

と思いますが、この点について、ご見解をお願

いいたします。

【伊藤医療政策課長】ＥＣＭＯの運用につきま

しては、医師、看護師、臨床工学技士など、4
名から5名の医療スタッフが必要ということで

お聞きをしております。現在、長崎大学及び長

崎大学病院と連携をいたしまして、ＥＣＭＯチ

ーム等養成研修というものを実施したいという

ことで考えております。今、10月に研修会の開

催を予定しておりまして、この10月の研修会で

は、医師、看護師、臨床工学技士等からなるチ

ームを5チーム程度育成をしてまいりたいと思

っております。今後も引き続き、人材育成に努

めてまいりたいと思っております。

【深堀分科会長】質疑の途中ですが、午前中の

審査はこれにてとどめ、午後は、1時30分から

再開をいたします。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 １分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【深堀分科会長】 分科会を再開いたします。

午前中に引き続きまして、議案の質疑を行い

ます。

【赤木委員】皆さん、お疲れさまでございます。

何点かご質問をさせていただきたいと思いま

す。

まず、慰労金についてです。午前中の審議で

も様々ございましたけれども、この慰労金につ

いては、スピード感を持って、確実に現場の方々

に届けていただきたいと、これは強く思ってお

ります。

まず、この慰労金、いつ頃手元に届く想定を

されているのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

【加藤医療人材対策室長】慰労金の支給の時期

でございますけれども、現在、手続上の仕組み、

そういったものを国の方も検討されておりまし
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て、それが固まり次第、きちんとスケジュール

感を持って、できるだけ速やかにと考えており

ますけれども、今日時点で、いつ頃というのは

申し上げることができない状況でございます。

できるだけ早くやりたいと思っております。

【深堀分科会長】今のは、医療関係だけの質問

でしたか。それとも、介護、障害、いろいろあ

りましたけれども、今の答弁だけでいいですか。

【赤木委員】 全員お願いします。

【尾﨑長寿社会課長】介護事業所向けの慰労金

につきましても同様に、国のほうのスキームが

固まり次第、事業者に周知をいたしまして、速

やかに交付できるように取り組んでまいりたい

と考えております。

【中村障害福祉課長】障害福祉施設向けも、介

護と同様でございまして、国の方からまだはっ

きりしたものは出されておりません。速やかに

対応したいと思います。

【赤木委員】ぜひとも速やかに支給していただ

くよう、よろしくお願いいたします。もう既に

待っている方もたくさんいらっしゃいますので、

よろしくお願いいたします。

こちらは私もお話を伺っていたんですけれど

も、雇用形態を問わないと伺っております。委

託先にも支払われるということだったのですが、

午前中の答弁の中では、事業所から慰労金の委

任を頂いて、それを申請するというお話だった

んですけれども、その委託先の派遣されている

方々に対しては、どういった流れで支給される

のでしょうか。

【加藤医療人材対策室長】雇用の形態に関係な

く、委託している従業員、そういった方も、実

際に勤務をされている医療機関のほうに委任状

を出して、医療機関の方から申請をいただくと

いう流れで今、考えられているところでござい

ます。

【赤木委員】 分かりました。

給与の流れと変わった流れになるかと思いま

すので、しっかりと現場の方に届けていただく

よう、確認をお願いいたします。

午前中の審議にありました整骨院がこれから

検討されるということだったんですけれども、

薬局については、これは対象になるのでしょう

か。

【本多薬務行政室長】薬局についての慰労金の

お話ですけれども、薬局については、慰労金の

対象にならないということになっております。

ただ、介護や在宅などで、新型コロナウイルス

感染症の在宅に行った場合には対象になる可能

性もあるということですので、ここら辺はケー

ス・バイ・ケースになると聞いております。

【赤木委員】重点医療機関の周りにも薬局がご

ざいまして、その周りには、病院と密接に薬局

も関係しているものと私は感じておりますし、

それこそ感染リスクを抱えながらも業務に当た

っていただいたものだと私は思っておりますの

で、まだ不透明な部分はある、まだ確認が必要

な部分があるということだったんですけれども、

ぜひとも寛大な目線で見ていただきたいと私は

思っております。これは要望にとどめておきた

いと思います。

次に、重点医療機関等の設備整備及び病床確

保について、お尋ねをさせていただきます。こ

ちらは病床の確保、休止とした病床について補

塡をするものと認識しておりますが、この単価

の根拠について、お伺いさせていただきたいと

思います。どういった数値を基に、この空床補

塡の単価を設定されたのか、お尋ねいたします。

【伊藤医療政策課長】今回、緊急時に対応した

地域医療体制整備事業費の中で要求をしており
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ます休床補塡の関係の予算でございますが、こ

の予算につきましては4月補正でも要求をさせ

ていただいておりました。その際に国から示さ

れている単価がそれぞれ、ＩＣＵの場合であれ

ば1日9万7,000円、人工呼吸器を使用して重症

患者を受け入れる場合には4万1,000円、それ以

外の場合は1万6,000円という単価で設定をさ

れておりました。これがなかなかこの単価では

実際の運用が難しいのではないかということで、

今回、国の第2次補正の中で単価の見直しが行

われ、この単価が約3倍に見直されております。

見直された結果、ＩＣＵの場合が1日約30万円、

人工呼吸器を使用した重症患者を受け入れる場

合には約12万円、それ以外の場合には5万円と

いうことで、従来の感染症の患者を受け入れる

単価の3倍という形で今回、単価が設定されて

おります。

【赤木委員】国からの情報を基に設定されると

いうことで、理解をいたしました。

長崎市からの要望を承ったんですけれども、

この新型コロナウイルス感染症の影響で病院と

しての収益が下がってしまっていると。新型コ

ロナウイルス感染症の患者に対応するに当たっ

て、パワーであったり、スタッフをそっちの方

に集中してしまうことによって、病床を休止と

せざるを得なかったというケースを伺っており

ます。それによって、病院の収益を悪化させて

いる原因も1つあると伺っているんです。

休止病床の補塡の新設ということで、1床当

たり1日4万円計上されていますが、この休止と

した病床の考え方についてお伺いさせていただ

きますが、この休止というのは、本来入院する

予定だった病室、病棟があって、そこに例えば、

新型コロナウイルス感染症の患者さんが入って、

4人部屋だったものが1人しか入れない、あと3

つが休止とした、それが対象になるのか、先ほ

ど私が申し上げたように、新型コロナウイルス

感染症の患者が入ったことによってパワーであ

ったりスタッフが割かれたことによって、そこ

の病室、病床を閉鎖せざるを得なかった、それ

も含まれるのか、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。

【伊藤医療政策課長】先ほどご答弁させていた

だきました単価の空床補塡の対象につきまして

は、実際に新型コロナウイルス感染症患者を受

け入れる病床が空床の場合の補塡の単価でござ

います。それ以外に、1病棟単位で病床全て空

けても、今、委員ご指摘のとおり、例えば、4
人部屋であれば、その4人部屋に1人しか入れな

いと、残り3床については使えないという状況

になります。この3床につきましては休止病床

ということで、今お話がありましたとおり、1
床当たり4万円の空床補塡の対象になるという

ことで、実際に患者のための病床ではないです

けれども空けざるを得ないという病床につきま

しても今回、空床補塡の対象になっているとい

うことでございます。

【赤木委員】今の答弁は理解しましたけれども、

先ほど言ったように、スタッフが新型コロナウ

イルス感染症患者の方に集中せざるを得なくな

って、ほかの本来入院患者が入る予定であった

ところが入れられなくなった方に対しては、こ

れは特に補償はないという認識でいいのでしょ

うか。

【伊藤医療政策課長】今のご質問は、看護師等

の医療スタッフを確保するために、患者を受け

入れる病棟以外の病棟を閉鎖して、人材を新型

コロナウイルス感染患者に実際に対応していた

だくということで休床する際に対象になるかと

いうようなご質問かと思いますが、その場合に
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つきましては、対象になるかどうかについて、

今、国の方に確認をしているところでございま

す。

【赤木委員】若干ニュアンスが伝わりづらかっ

たのかなと思いますが、例えば、病床によって

は50人が入院できるキャパがありますと。でも、

新型コロナウイルス感染症患者が入ったことに

よって、看護師であったり、コメディカル、い

ろんな方のパワーがその新型コロナウイルス感

染症患者の方に集中せざるを得なくなって、ス

タッフの人員の問題で、50人入れるところが30
人しか入れないようになりました。そうなった

場合に、あとの20床分のところは休止病床とし

て扱うのか、それともそういう補償はないのか

というお話だったんですけれども、分かります

か。

【伊藤医療政策課長】今お話しありました、例

えば、50床の病棟の中で、実際20床しか患者は

対応しない、30床については対応しないという

ことでありましても、その対応しない30床につ

きましては、この空床補塡の対象になるという

ことでございます。

【赤木委員】分かりました。ありがとうござい

ます

まだ病院は苦しんでいるところがございます

ので、ぜひともこちらも速やかに補塡をしてい

ただくよう、よろしくお願いいたします。

次に、ＰＣＲ検査機器及びＣＴ検診車等の整

備で計上されておりますが、ＰＣＲ等検査につ

いては、今回の補正予算でそれが整備された後、

1日当たり2,040件検査できるようになると伺

っておりますが、私はずっと情報発信を行って

いるんですけれども、当初、3月、4月あたりは、

熱があって検査を受けたくても、かかりつけ医

に連絡しても、かかりつけ医も「来ないでくだ

さい」、保健所に電話しても「検査は受けられ

ません。自宅待機してください」というような、

たらい回しになるような事例をたくさんお話を

伺いました。課長といろいろお話をさせていた

だく中で、検査を受けるためには医師の判断が

必要です、それはずっと変わらない答弁を頂い

ているんですけれども、この前の補正予算等の

審議の中でも、ＬＡＭＰ法が整備されて、634
件検査できるようになりますというお話の中で、

私もそれを発信したんですけれども、それでも、

熱があって、かかりつけ医に連絡しても、そこ

のかかりつけ医にもかかれないですし、保健所

に連絡しても、ＰＣＲ検査を受けられませんと

いうお話を私はまだ伺うんですけれども、こう

いったたらい回しにならないような周知、体制

というものを取っていただけないかなと。私と

しては、長崎県はたらい回しにしませんと言い

たいですし、県としても言っていただきたいん

ですけれども、それについてのお考えはござい

ますでしょうか。

【伊藤医療政策課長】 今回の検査体制の拡充、

今の長崎県内での体制につきましては、ホーム

ページ等におきまして、地域ごとに、どのくら

いできるかという形で既に公表しているところ

でございます。

あと、実際受診をされる目安につきましても、

先月5月8日に緩和をされておりますので、これ

につきましても、もう国から通知がございまし

て、すぐ周知をさせていただいているところで

ございます。

ホームページに限らず、今、県の広報媒体を

様々活用して、周知に努めているところであり

ます。必要な方がきちんと検査ができる体制を

つくってまいりたいと思っております。そのた

めの周知に努めてまいりたいと思っております。
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【赤木委員】それは本当に理解をいたしますが、

今、熱があって、今まで自分のかかりつけ医に

かかれた方々、そこで診断をしてもらって、薬

をもらって、お家で療養される方もいらっしゃ

るでしょう。それが今までの流れだったかもし

れませんが、それができない方々がいないよう

な体制を取っていただきたいです。そのために

は、かかりつけ医に対しても周知が必要な部分

があると思いますし、かかりつけ医がこれは診

れないと思った場合、そのお医者さんが保健所

のほうに電話して、検査を受けてくださいとい

う流れであれば、検査はできるはずなんです。

ですけれども、それができていない現状もまだ

あるのではないかという視点を持ってぜひとも

取り組んでいただきたいと思いますので、どう

ぞそこはよろしくお願いいたします。

次に、妊婦のＰＣＲ検査についてお伺いさせ

ていただきます。こども政策局のほうなんです

けれども、体制が整い次第、妊婦の方にも、希

望がある方はＰＣＲ検査をすることができると

いうふうになっていますけれども、いつ頃でき

るようになりますでしょうか。

【今冨こども家庭課長】現在、産婦人科医会の

方とも相談をしているところでございまして、

いつからというのはまだ決まっていないんです

けれども、できるだけ速やかに開始したいと思

っております。

【赤木委員】妊婦の方は特に不安を持っていら

っしゃる方もおりますので、希望がある方は、

できるだけ早く検査していただきたいですし、

その体制は早く取っていただきたいです。

私の質問は以上なんですけれども、先ほど中

山委員から、数字のことについてお話がありま

した。私も同じ思いがございまして、今、県内

においては、新型コロナウイルス感染症に感染

した方は17例でございますが、今後、長崎県内

で1例でも出れば、また誹謗中傷であったり、

個人を特定するような動きというのは起こって

くると私は思っております。我々も、そうなら

ないようにしなければいけないですし、情報発

信もしなければいけないと思うんですが、1人
出たら慌てる、ではなくて、ここまででしたら

抑え込めますというような数字の基準というも

のを県民にお示しいただくことが県民の皆さん

の安心にもつながると思いますので、そこにつ

いてのお考えを再度お伺いしたいです。

【伊藤医療政策課長】先ほど答弁させていただ

きました現在の目標値そのものが、中国・武漢

での流行を根拠にしているということでありま

す。私としましては、今回、国から新たに、国

内の流行の実績を踏まえた数値の出し方の考え

方が示されましたので、これを早急に分析いた

しまして、早く実際の必要な、ピーク時に、ど

のくらいの医療需要が発生するのかというとこ

ろを専門家の皆様とご協議しながら固める中で、

その目標に向けて、体制をきちんと早急に整え

てまいりたいと思っております。

【赤木委員】分かりました。県民の皆さんの安

全・安心を守ることがお仕事だと思いますので、

それは情報発信でできることもたくさんござい

ます。新しい基準の下、計算して、体制を整え

てということでしょうけれども、ぜひとも目安

の数字も出していただければ、県民の皆さんも、

ここまでだったら、しっかりとした新しい生活

様式を実践していただく上でありますけれども、

県民の皆さんが安心できる情報提供というのは

引き続き行っていただくよう、よろしくお願い

いたします。

【深堀分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【川崎委員】ひとり親世帯の臨時特別給付金に
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ついてお尋ねします。これは国会側ですけれど

も、5月26日に、自民党・公明党連立政権にお

いて政府に要望して実現をしたもので、ひとり

親家庭で、困っている方にお応えできたという

ことについては、大変よかったなと歓迎してい

るところであります。

資料もいただきましたので、区分はこういう

ふうになっているんだなということは理解をい

たしましたが、このカテゴリーの中の児童扶養

手当受給世帯などの欄の③のところなんですが、

家計急変者ということも対象にということであ

りますが、これは掌握はどのような形で行われ

ているのか、お尋ねいたします。

【今冨こども家庭課長】③の家計急変者の見込

み数につきましては、まず国勢調査のデータを

基にしまして、ひとり親世帯の総世帯を推計い

たしまして、そこから①の児童扶養手当の受給

世帯を差し引くことによりまして、児童扶養手

当を受給していないひとり親の世帯数を算定し

ております。その上で、そのうち児童扶養手当

を申請したが、所得により支給停止となってい

る世帯につきましては8割の世帯が、また児童

扶養手当の申請自体を行っていない世帯につき

ましては5割の世帯が今後、支給対象となる水

準まで収入が下がったと申請してくるものと想

定しまして算定を行っております。

【川崎委員】そうすると、これはおっしゃった

ように、国勢調査から基づく推計であると。と

いうことは、実態を把握していないので、ひょ

っとすると、今ご説明にもありましたが、まだ

まだ大きく変わる可能性をはらんでいるという

ところですね。そうしましたら、ここはこうい

う数字を挙げられていますけれども、しっかり

と掌握をしていただいて、対象の方にお応えを

していただきたいと思います。

この家計急変の時期なんですが、非常にアバ

ウトというか、ファジーといいますか、一体ど

ういった時期をもって家計急変と見るのか、お

尋ねいたします。

【今冨こども家庭課長】家計急変の時期につき

ましては、今年の2月から、申請期間中であり

ます来年の2月末までの任意の1か月を想定し

ております。

【川崎委員】ありがとうございました。そうし

たら、時期も明確になりました。

この資料で、（2）の加算の部分なんですけ

れども、この加算の対象として、③のカテゴリ

ーの方が外れている、これはどういったことが

理由になっていますか。

【今冨こども家庭課長】 （2）の加算対象とな

っていない理由につきましては、これは国の方

に確認をしましたところ、児童扶養手当受給者

につきましては、もともと収入が少ないことか

ら、全員に対し基本給付による支援を行い、さ

らに、そのうち収入が大きく減少した方につい

ては追加給付を行うこととしておりますが、そ

の一方で、児童扶養手当を受給していない世帯

につきましては、収入が児童扶養手当の対象と

なる水準まで下がった世帯に対し基本給付を行

うこととしていることから、収入が減少したと

いう同じ理由で追加給付まで行うことは難しい

との見解を頂いております。

【川崎委員】なかなか一回聞いたぐらいでは分

からない、難しい。できればペーパーで頂くと

ありがたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

いずれにしても、国の基準でいくと対象にな

らないということでありましたが、何かまたこ

こでも不公平感が出てくるような感じもいたし

ますので、いろいろ心砕いていただければと思
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っております。

もう一つ、最後に、健やか親子サポート事業

について、今も質疑があっておりましたけれど

も、不安を抱えられる妊婦の皆さんへしっかり

とお応えするということで、安心感を与える事

業だと評価をいたしております。

そこで、確認なんですが、里帰り出産を長崎

県は、長崎県の医師会長さんが、長崎に帰って

きて安心して出産をしてくださいと、恐らく、

全国に先駆けて宣言されたというところだとい

うふうに思っておりますが、その時に、ＰＣＲ

検査は必須だったと記憶をしておりまして、要

は、そういったことが今も続いているのか、必

須になっているのか、そうじゃなければ、これ

は希望ということであるんでしょうけれども、

里帰り出産ということに関するこの健やか親子

サポート事業について、お尋ねをいたします。

【今冨こども家庭課長】里帰り出産で、先ほど

お話がございました件と健やか親子サポート事

業とは全く別物と考えております。まず、お話

しがございました県内で里帰り出産される方の

検査につきましては、医師が必要と判断した場

合に、保険診療として実施する体制を別途検討

されているところでございます。それに対しま

して、今回計上しております健やか親子サポー

ト事業につきましては、国の制度に基づきまし

て、不安を抱える妊婦に対し、その不安を解消

するために実施するものであることから、希望

する妊婦を対象に、保険適用外で検査を行うも

のでございます。

【深堀分科会長】 ほかにありませんか。

委員長を交代します。

【石本副会長】  深堀分科会長、発言をどうぞ。

【深堀分科会長】私からも質問させていただき

ます。

先ほど来、慰労金の質疑があっておりました。

現時点では、スキーム、支給時期も含めて、ま

だ明確に分からないという答弁があっておりま

すけれども、実際に今回の予算提起の中で、そ

ういった慰労金の支給に関しては、それぞれ外

部委託費というものを計上されていると思いま

す。医療従事者に関しての支給の分については、

外部委託費が5,797万円、介護分野においては

6,453万1,000円、自立支援障害福祉に関しては

2,705万6,000円と、既にそういうふうに算出を

しているわけですよね。それはそのスキームが

できているから、そういった額が算定できるん

じゃないのかなと私は思っているんですが、こ

の算定の根拠、外部委託費の計上は、どういう

根拠でされているのか、状況だけ教えてくださ

い。

【加藤医療人材対策室長】事務費の委託の件で

ございます。スキームは固まっておりませんけ

れども、外部委託で、ある程度、事務処理をし

ようというような形で予算を計上しております。

予算の計上なんですけれども、産業労働部の方

が先行して行っておりました休業要請協力金で

の外部委託、この算定の根拠を参考に、3課で

まとめたところの金額を出して、それを対象の

人数で案分して計上しているというふうな状況

でございます。

【深堀分科会長】今は医療関係でお話を聞きま

したけれども、それ以外の分も同じ算定の仕方

ということなんですね。そういうふうに理解し

ていいのですね。

【尾﨑長寿社会課長】先ほど、医療人材対策室

長が答弁したとおりでございまして、3課合わ

せて同じところに委託をするような形で支給を

行っていくというふうなことで今考えて、事務

費の方も予算計上させていただいているところ
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でございます。

【深堀分科会長】 ということは、これは3課、

3つの慰労金の支給については、同じところに

出すと。ただ、もちろんどこに委託するかは、

まだ決まっていないわけですよね。当然のこと

ですが、国でも、外部委託の件について、いろ

んな指摘もある中で、そこは適正に執行できる

ように。

概算での予算ですから、当然実費になるわけ

ですけれども、そこはできるだけ円滑に支給が

できるというのが大前提だと思うので、それを

まとめることが円滑な支給につながるのか、そ

れとも個別にした方がいいのかというのは、そ

の判断はされたのですか。3つをまとめてした

方が効率的、費用も収まる、迅速になる。それ

ぞれに医療機関の分、介護機関の分、障害福祉

の分というのを分けた方がという、そういった

検討をされた上での結果なんですか。

【加藤医療人材対策室長】今回は、慰労金とい

う同じスキームでございますので、3課まとめ

てやった方が効率がいいという判断をさせてい

ただきました。

【深堀分科会長】 分かりました。

介護の件で、もう少しこの中身についてお尋

ねをしますけれども、今回提起された新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）

事業費という中で、今の慰労金が出されている

はずです。その中に、消毒液や一般用マスク等

の購入ということで724万9,000円が計上され

ています。これは事前にお話をすると、県の備

蓄用の部分だと聞いていましたが、午前中も、

マスクや消毒液の備蓄の件で議論が少しありま

したけれども、今回、これは介護事業者用とし

て、単独で、金額は今申し上げたとおりですけ

れども、どれくらいの量を購入し、現在、どれ

くらいあって、今まで、どれだけ放出になった

のかということを報告をお願いします。

【尾﨑長寿社会課長】今回、補正予算でお願い

している県の方で行うマスク等の備蓄の件につ

きましては、国の方で新しく、県で備蓄する分

にも、この交付金の活用が今回の国の補正予算

のメニューで出てきたものですから、県の方で

もこれを活用し、一般に配布する分とは別に、

備蓄しておく分として予算を計上しているもの

でございます。

備蓄するものにつきましては、不織布マスク

5万枚、消毒液につきまして1,000リットル、手

袋が1万組、それからフェースシールド、アイ

ソレーションガウンがそれぞれ1,000個ずつと

いう形で備蓄用として購入をさせていただく予

定でございます。

これまでは、4月から6月にかけまして、布マ

スクとして約6万枚を配布し、不織布マスクに

つきましては約120万枚、県下の3,300ある事業

所に配布をしているところでございまして、6
月1日時点で、介護事業所のマスクの不足状況

についてお調べしたところ、今後1か月に不足

する事業所としては、約250事業所ということ

でご報告を受けておりまして、これが4月の時

点が1,600事業所ぐらいでございましたので、マ

スクの不足状況は、かなり改善しているのかな

と考えているところでございますけれども、今

後も、マスクの各施設の状況を見極めながら、

配布用につきましても配布をしていきたいと考

えているところでございます。

【深堀分科会長】ありがとうございます。備蓄

は、当然のことながら、今回のような緊急事態

の時に活用するために必要なものですので、準

備をすることにはもちろん異論はありません。

ただ、1つだけ意見を申し上げますと、これ
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まで、介護分野においてのマスクとか消毒液に

ついては、幾度となく補正予算、これまで県も

やってきましたけれども、そのたびに、一括し

て国からまとめて送るとか、県が一括して購入

して送る、市町から送る、そういうふうなこと

になっていたわけです。今、不足状況を確認さ

れているということもおっしゃられましたけれ

ども、実際に事業者の皆さんにしてみれば、行

政から、どれだけ足りませんかというような報

告を求められて、報告をしても、1か月たって

も、2か月たっても来ない。結果的にどうする

かというと、これは事業をするためには必要な

ものですから、やむにやまれず自分たちで、当

時はものすごく割高だったマスクとか消毒液を

どうにかしてでも購入しているわけですよね。

そういったところに対する支援、これはかかり

増し費用と厚生労働省は言っていますけれども、

今回、先ほど申し上げた緊急包括支援交付金事

業は、全国で4,132億円ぐらい厚生労働省で設定

をされています。その中のスキームは、厚生労

働省のホームページ上は、今、私が申し上げた、

かかり増し費用、今までに自分たちで購入した

マスクやいろんな備品、こういったものも補塡

できるようなスキームになっています。ただ、

今回出てきた予算を見ると、慰労金とマスクの

備蓄だけになっているわけです。恐らく、まだ

これは事業がよく見えないがために、県として

予算が取れなかったのだろうと推察をいたしま

すが、今後、今申し上げた、かかり増し費用、

これまで事業者が負担した費用を補塡するよう

な制度をつくる意思があるのかどうか、確認を

します。

【尾﨑長寿社会課長】委員長がおっしゃられま

した感染症対策を実施した介護サービス事業所

への支援につきましては、今回の国の補正予算

のメニューに載っているところでございますけ

れども、対象となる経費の詳細が示されていな

かったため、今回の補正予算の計上は一旦見送

ったところでございますが、6月19日に、国か

ら実施要綱が示されたところでございます。4
月1日以降に介護事業所が感染症対策として購

入したマスク等の費用も対象となるということ

が判明したところでございまして、今、内部で

予算化に向けての検討を行っているところでご

ざいます。

介護施設における感染症対策は重要であると

思っておりまして、所管課としては、予算獲得

に向けて、ぜひ取り組んでまいりたいと考えて

おります。

【石本副会長】 分科会長を交代します。

【深堀分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第98号議案「令和2年度長崎県国

民健康保険特別会計補正予算（第1号）」につ

いては、以下の理由で反対いたします。

予防健康づくりを推進するため、10分の10、
国の交付金、保険者努力支援交付金を活用する

内容です。保険者努力支援制度は、特定健診の

受診率が目に見えて上がった結果に対して交付

金が出されます。必要なところに必要な予算を

配分して結果を出させるべきだと思っています。

また、保険者努力支援制度は、国の方針どお

りに国保料引上げを進める市町村を優遇し、従

わない市町村にはペナルティーとなる仕組みと

一体です。高過ぎる国保税を引き下げてほしい

という県民の声に背を向けるこの保険者努力支
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援制度は賛成できませんので、反対といたしま

す。

【深堀分科会長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】ほかに討論がないようですの

で、これをもって討論を終了いたします。

予算及び予算にかかる報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。

まず、第98号議案について、採決いたします。

第98号議案について、原案のとおり可決する

ことに賛成の委員の起立を願います。

〔賛成者起立〕

【深堀分科会長】 起立多数。

よって、第98号議案については、原案のとお

り可決すべきものと決定されました。

次に、第96号議案のうち関係部分、第108号
議案のうち関係部分、報告第3号のうち関係部

分、報告第4号、報告第16号及び報告第19号の

うち関係部分については、原案のとおり、それ

ぞれ可決、承認することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算及び予算にかかる報告議案は、

原案のとおり、それぞれ、可決、承認すべきも

のと決定されました。

【深堀委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

それでは、こども政策局長より、総括説明を

お願いいたします。

【園田こども政策局長】予算決算委員会文教厚

生分科会でご説明いたしました予算議案を除く

こども政策局関係の議案についてご説明いたし

ます。

文教厚生委員会関係議案説明資料、こども政

策局の1ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第104号議案「長崎県児童福祉施設の設備及び

運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例」の1件であります。

議案の内容についてご説明いたします。

第104号議案「長崎県児童福祉施設の設備及

び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例」につきましては、厚生労働省組織規則等の

一部を改正する省令の施行に伴い、所要の改正

をしようとするものであります。

次に、議案以外の報告事項についてご説明い

たします。

（損害賠償の額の決定について）

これは、新型コロナウイルス感染症の影響に

より急遽中止いたしました「児童福祉施設等就

職・進学児童の集い」における講演について、

講師が予約していた旅行代金のキャンセル料に

対する損害賠償金7,060円を支払うため、去る3
月23日付けで専決処分をさせていただいたも

のであります。

次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。

（長崎県子どもの貧困対策推進計画の策定につ

いて）

長崎県子どもの貧困対策推進計画に策定につ

きましては、昨年11月29日に閣議決定された国

の「子供の貧困対策に関する大綱」の内容や、

昨年4月に公表した「長崎県子どもの生活に関

する実態調査」の分析結果等を踏まえ、長崎県

子育て条例推進協議会等からご意見を伺うなど、

検討を進め、今回、素案を取りまとめました。

今後、県議会をはじめ、パブリックコメント

による県民の皆様のご意見等を踏まえながら、
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本年10月の策定に向けて取り組んでまいりま

す。

（新たな総合計画の策定について）

昨年度から策定を進めている新たな総合計画

については、これから2040年頃にかけて予測さ

れる人口減少やSociety5.0の実現といった社会

の変化や、新型コロナウイルス感染症が社会に

及ぼす影響、そして本県の未来を大きく変える

新たなまちづくりや産業づくりが進んでいくこ

とを見据えながら、令和3年度から5年間の計画

として策定し、今後の県政運営の指針や考え方

を県民にわかりやすくお示ししたいと考えてお

ります。

今議会に提出しました素案骨子では、「人・

産業・地域を結び、新たな時代を生き抜く力強

い長崎県づくり」を基本理念として、10の基本

戦略を掲げておりますが、このうち、こども政

策局は、主に「長崎県の未来を担う子ども、郷

土を愛する人を育てる」と「みんなで支えあう

地域を創る」の2つの戦略に関連する事業群が

含まれております。

「長崎県の未来を担う子ども、郷土を愛する

人を育てる」においては、社会全体で結婚・子

育てを応援する機運の情勢、結婚を希望する独

身者や親への支援、妊娠・出産に対する正しい

知識の普及啓発や不妊治療助成、保育の量の確

保・質の向上及び保育士確保対策などに取り組

んでまいります。また、「みんなで支えあう地

域を創る」においては、生まれた状況や育った

環境に関わらず、すべての子どもが健やかに成

長できる社会の実現に向け、子どもの貧困、児

童虐待、ＤＶ、若者のひきこもりなどの課題解

決に向け、子ども自身や各家庭の状況に応じた

支援に取り組んでまいりたいと考えております。

今後、県議会のご意見をお伺いしていくとと

もに、県民の皆様の声もお聞きしながら、今年

度中の計画策定に向けて検討を進めてまいりま

す。

その他の所管事項につきましては、一つ、新

型コロナウイルス感染症への対応について、一

つ、長崎県ＤＶ対策基本計画の策定について、

一つ、合計特殊出生率についてで、内容は、記

載のとおりであります。

以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【深堀委員長】次に、福祉保健部長より所管事

項説明をお願いいたします。

【中田福祉保健部長】今回、福祉保健部関係の

議案についてはございませんので、議案外の報

告事項及び主な所管事項についてご説明いたし

ます。

福祉保健部の文教厚生委員会関係議案説明資

料をお開きください。

（損害賠償の額の決定について）

これは、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、「工賃向上セミナー開催事業業務」、「令

和元年度長崎県高齢者権利擁護セミナー開催業

務」、「令和元年度介護ロボット・ＩＣＴ導入

に関するセミナー等開催業務」及び「令和元年

度外国人介護人材と介護施設等とのマッチング

支援事業業務」にかかる委託契約の解除に伴う

損害賠償金4件の合計169万954円を支払うため、

去る6月10日付けで専決処分をさせていただい

たものであります。

次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。

福祉保健部の文教厚生委員会関係議案説明資

料の追加2をお開きください。
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（長崎県病院企業団の共同処理する事務の変更

及び規約の変更に関する協議について）

同協議につきましては、長崎県病院企業団か

ら依頼を受け、本議会に議案を上程しておりま

したが、6月18日に、同企業団から地元調整の

ため議決依頼の取り下げがなされたことから、

同月19日に長崎県議会議長へ議案の撤回を請

求し、22日に本会議においてご許可いただいた

ものであります。

続きまして、文教厚生委員会関係議案説明資

料の2ページをお開きください。

クルーズ船「コスタ・アトランチカ」号に係

る対応についてであります。

新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生

したクルーズ船「コスタ・アトランチカ」号は、

去る5月31日、停泊していた長崎市の三菱重工

業長崎造船所香焼工場から出港いたしました。

4月20日に乗組員1名の感染を確認して以降、

国、長崎大学、関係機関の皆様とともに船内の

感染拡大防止や医療体制の確保、乗組員の帰国

支援に全力で取り組んでまいりました。

149人という大規模な感染者が発生した中、

クルーズ船停泊地近くに設置されたコンテナハ

ウスに臨時の診療所を設け、24時間体制で乗組

員の健康観察を実施するなど県内の医療体制へ

の影響を最小限にとどめるよう体制を整備し対

応した結果、陽性者6名、陰性者5名が長崎市内

の感染症指定医療機関に入院されましたが、幸

いにも重症者は1名にとどまりました。5月3日
からは乗組員の帰国が開始され、495名の方が

帰国の途につかれるとともに、5月28日には船

内の陽性者がゼロとなり、31日に無事出港の運

びとなりました。

関係する皆様のお力添えにより、県内の医療

体制への影響が最小限に抑えられ、感染拡大や

重症化を防ぐことができたものと考えており、

関係省庁はもとより、陸上自衛隊、長崎大学、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、ＮＰＯ法人、

ＮＧＯ法人など医療関係者の皆様、国立感染症

研究所などの感染研究機関、長崎県医師会、長

崎県薬剤師会、交通機関など多くの方々のご支

援に、あらためて厚く感謝を申し上げます。

今回の経験を踏まえて、専門家の皆様のご意

見等をいただきながら、地域における新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止に万全を期してまい

ります。

続きまして、3ページ目、新型コロナウイル

ス感染症対策についてであります。

文教厚生委員会関係議案説明資料の追加1を
併せてお開きください。

本県における新型コロナウイルス感染症の発

生状況につきましては、去る4月17日に17人目

の感染者が確認されて以降、クルーズ船「コス

タ・アトランチカ」号の乗員を除き、新たな感

染者は発生しておりません。

この間、県においては、検査体制の充実や、

医療提供体制の整備など、今後の感染拡大に備

え、種々の感染症対策に取り組んできたところ

であります。

まず、検査体制につきましては、4月以降、

県環境保健研究センターにＰＣＲ検査装置を増

設するとともに、感染症指定医療機関にＬＡＭ

Ｐ法検査装置を配備するなどして拡充を進めて

おり、さらに6月追加補正予算により、一日あ

たりの検査可能件数を約2,000件まで拡大する

こととしております。

また、本県の感染症指定医療機関は10医療機

関あり、新型コロナウイルス感染症患者を受け

入れる病床を102床整備しておりましたが、今

後感染拡大が進行し病床が不足する事態に備え、
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県内の医療機関や県医師会等の関係者と協議・

調整を行い、これまでに感染症指定医療機関を

中心に307床の病床を確保し、さらなる病床確

保に向け、医療圏ごとに設置したワーキング会

議などで協議・調整を行っているところであり

ます。

その他、帰国者・接触者外来を設置している

医療機関の負担軽減などを目的として、医療圏

ごとに検査を集中して行う「地域外来・検査セ

ンター」の設置を図るとともに、医師が入院療

養の必要がないと判断した軽症者や無症状の方

に療養していただく「軽症者等向け宿泊療養施

設」の整備を進めております。

県としましては、「新型コロナウイルス感染

症緊急経済対策」をはじめとする国の施策を最

大限活用しながら、引き続き関係機関と連携・

協力を図りながら感染症対策を推進し、県民の

安全・安心の確保に努めてまいります。

続きまして、6ページ目上段の新たな総合計

画の策定についてであります。

昨年度から策定を進めている新たな総合計画

については、これから2040年頃にかけて予測さ

れる人口減少やSociety5.0の実現といった社会

の変化や、新型コロナウイルス感染症が社会に

及ぼす影響、そして本県の未来を大きく変える

新たなまちづくりや産業づくりが進んでいくこ

とを見据えながら、令和3年度から5年間の計画

として策定し、今後の県政運営の指針や考え方

を県民にわかりやすくお示ししたいと考えてお

ります。

今議会に提出しました素案骨子では、「人・

産業・地域を結び、新たな時代を生き抜く力強

い長崎県づくり」を基本理念として、10の基本

戦略を掲げておりますが、このうち、福祉保健

部は、主に「若者の県内定着、地域で活躍する

人材の育成を図る」と「人口減少に対応できる

持続可能な地域を創る」の2つの戦略に関する

事業群が含まれております。

「若者の県内定着、地域で活躍する人材の育

成を図る」においては、医療・介護・福祉人材

の育成・確保やいつまでも健康で生涯を通じて

学び、活躍できる社会の実現に取り組むととも

に、「人口減少に対応できる持続可能な地域を

創る」においては、地域の医療、介護等のサー

ビス確保に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

今後、県議会のご意見をお伺いしていくとと

もに、県民の皆様の声もお聞きしながら、今年

度中の計画策定に向けて検討を進めてまいりま

す。

その他の所管事項につきましては、社会福祉

法人等に対する行政処分について、長崎県地域

福祉支援計画の策定について、長崎県再犯防止

推進計画の策定について、「長崎県老人福祉計

画」及び「長崎県介護保険事業支援計画」につ

いて、「第6期長崎県障害福祉計画」及び「第2
期長崎県障害児福祉計画」について、「長崎県

行財政改革推進プラン」に基づく取組について、

長崎県子どもの貧困対策推進計画の策定につい

てで、記載の内容のとおりでございます。

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【深堀委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 第104号議案のことで1つ教えて

ください。この条例改正は、児童自立支援施設
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の施設長になるには研修を受けなければいけな

いから、その研修を受ける施設の名前が変わる

んですよということで理解するんですけれども、

長崎にはないと思うのですが、全国に幾つある

のか、どこにあるのか、この機会に教えていた

だきたいと思います。

【今冨こども家庭課長】この施設につきまして

は、国立の児童自立支援施設でございます武蔵

野学院に併設しておりまして、埼玉県にござい

ます。国内で1つと認識しております。

【深堀委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもちまして質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第104号議案については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第104号議案は、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。陳情番号は、18、28、32、36、
40であります。

陳情書について、何か質問はありませんか。

【堀江委員】 陳情番号40のナンバー13「福祉

医療費助成の対象拡大について」、質問します。

これは国と県の助成対象年齢を中学生まで引き

上げてほしいという要望なんですが、まず、今、

県内の自治体のどこまで対象年齢が引き上がっ

ているのかということを教えてください。

【今冨こども家庭課長】乳幼児医療費の対象が

どこまで市町において拡大されているかという

ご質問でございます。全ての市町が中学校卒業

時まで拡大をされております。その上で、18歳
に達する年度末までに拡大されている市町が、

そのうち5つございます。

【堀江委員】各市町の対象年齢が広がっている

と思うんですが、国、県に対して、対象年齢を

広げてほしいというこの要望に対する見解をお

示しください。

【今冨こども家庭課長】対象年齢の拡大につき

ましては、現物給付の導入によります想定以上

の財政負担の増加でありますとか、県の基金残

高の減少など、本県の厳しい財政状況を踏まえ

ますと、非常に困難であると考えております。

県としましては、国の責任において、全国ど

こに住んでいても同じ条件で医療が受けられる

制度の構築を図っていただく必要があると考え

ており、引き続き、政府施策要望や全国知事会

等を通じまして、子どもの医療費助成制度の創

設などを強く求めてまいりたいと考えておりま

す。

【堀江委員】 中村知事が知事になられてから、

それまで3歳だった子どもの医療費の年齢を就

学前までに広げたんですよね。中村知事がまず

は就学前まで広げたんだけれども、その後は、

なかなか財政が厳しいということで、広げてお

りません。しかし、その時も財政が厳しいとい

いながら、各自治体は3歳から就学前、そして

今では全てが中学生、中には高校卒業までとい

うことで広げている。その理由は、財源が厳し
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いということもあるんだけれども、ここにある

ように、人口減少並びに少子化が進む中で、こ

の支援は必要だという認識が中村県政になって

からも県下各自治体で大きく広がったと思うん

です。そういう意味では、知事が就任した時の

答弁も、今、同じように言われていると私は認

識しているので、市町が要望するこうした観点

での検討も必要ではないかと思うんですが、そ

の点はどうですか。

【今冨こども家庭課長】乳幼児医療費の拡大に

つきましては、財源としまして、例えば、中学

校まで年齢を拡大した場合には県負担分が5.5
億円で、高校生まで拡大した場合は7.4億円、県

の負担としての増加が見込まれております。こ

れだけの財政負担をして得られる効果でありま

すとか、そういうものと我々こども政策局の中

で今、いろんな施策を考えておりますけれども、

そういうものとの比較をした時に、優先順位の

話の中で、どうしてもこの部分を支援するとい

うことが難しいと考えております。

【堀江委員】いずれにしても、これは市町から

の要望でありますので、県内自治体の要望に耳

を傾けていただきたいと思います。

もう一つ、次の番号14の「医療保険制度の安

定運営の確保について」の中の国保の運営の中

で、特に2番目、子どもにかかる均等割の保険

料（保険税）を軽減してほしい、そのための支

援制度を創設してほしいということなんですが、

まず見解をお願いします。

【永峯国保・健康増進課長】国保の均等割の保

険料につきましては、家族の人数に応じて負担

する必要があるというものでございますので、

結果として、子どもさんの数が多い世帯ほど保

険料負担が重くなるという状況が生じてまいり

ます。このことにつきましては、私どもといた

しましても、子育て支援の観点、あるいは医療

保険制度間の負担の公平性、こういったものを

踏まえると、課題があるものということで認識

をいたしておりますので、これまでも、他県と

ともに全国知事会を通して、子どもにかかる均

等割保険料軽減措置の導入を求めているところ

でございます。引き続き、知事会を通して国に

要望を行ってまいりたいと考えております。

【堀江委員】国保・健康増進課長が言われるよ

うに、いわゆる人頭税という形で、諫早市の場

合ですと、赤ちゃんが生まれただけで4万幾ら、

それから長崎市についても3万幾らという形で、

4万円、3万円国保税が上がっていくんです。平

等割はちゃんとあるのに、所得に応じてだけで

なく、そういうふうに上がっていくということ

については、今、全国で、新たな制度の創設と

いう形ではないんだけれども、国民健康保険法

の77条の独自減免でそれぞれ軽減をしている

自治体があるということですので、ぜひこの問

題については県としても検討してほしいと思う

んですが、全国では、まだ都道府県レベルで支

援はないのですか。

【永峯国保・健康増進課長】 ご指摘のとおり、

市町レベルで子どもにかかる均等割の部分を減

免されている例というのは私どもも伺っており

ますが、都道府県レベルで何らか減免措置が行

われているという事例については、把握してお

りません。

【堀江委員】いずれにしても、国保の財政は今、

都道府県化ということで、県が一定持っている

内容でもありますので、自治体任せにせずに、

県としても、国に要望するところはもちろんで

すけれども、県としての対応も検討していただ

きたいということをこの機会に要望しておきた

いと思います。
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【川崎委員】 同じく40番の12番「ひとり親家

庭・障害者福祉医療費の現物給付について」。

率直に伺います、これが実現できていない理由

は。おのおの説明いただきたいと思います。

【今冨こども家庭課長】現物給付につきまして

は、県と全市町で構成いたします県福祉医療制

度検討協議会において検討を続けているところ

でございます。その中で、現物給付の取扱いに

つきましては、ひとり親家庭福祉医療費と障害

者医療費と同一としておりまして、検討課題で

の優先順位は、1番目に精神障害者の対象者拡

大、2番目に現物給付となっております。昨年

度の県と市町の会議におきましても、ひとり親

医療費の現物給付の導入について、議題として

提案がなされましたが、障害者医療費拡大との

優先順位について、各市町内での意思統一が必

要との意見もあるなど、協議が調わない状況で

ありまして、県の補助対象とすることを検討す

ることは難しいと考えております。

【中村障害福祉課長】先ほどのこども家庭課長

の答弁とかぶるところが多いですが、精神の方

につきましても、県と全市町で構成しておりま

す県福祉医療制度検討協議会において検討を続

けているところでございます。協議が調ってい

ない現状で、県の補助対象とすることは難しい

と考えております。

【川崎委員】 協議が調っていない、つまり、や

れるという市町と、そうじゃない市町とあると

いうことですよね。やろうと努力して、既にい

ろんな制度とかシステムが確立をしていて、こ

の分なんて、素人で申し訳ないのですが、付加

してあげて、少し手を加えればシステムも可能

なんだろうと思いますが、もうちょっとひっか

かっている理由は何でしょう。調わないという

のは、何で前に進めないのか。

【中村障害福祉課長】現物給付を導入した場合

に、県もですけれども、市町におきましても負

担がかなり増加するというところが大きな問題

になっていると考えております。私どものほう

で推計した金額がございます。現物給付を導入

した場合に、県のほうの負担としては約3億円、

市町の負担としましては、これは全市町合計し

たところで推計しておりますけれども、財源が

4億5,000万円必要になってくると推計してお

ります。

【今冨こども家庭課長】ひとり親家庭医療費の

現物給付を行った場合に、県の負担額としまし

ては約4,800万円の増が必要と考えております。

市町におきましても、それぞれの負担増がある

ものと考えております。

【川崎委員】財源の問題ということですね。と

りわけひとり親家庭でいけば、まさに子どもの

貧困対策の計画はいずれきちんと策定はされる

ということになりますが、読むに当たって、い

ろんな形でサポートしてあげないと大変だなと

いうことを改めて認識するわけです。先ほどの

新型コロナウイルス感染症対策でも、ひとり親

家庭には特別給付も行ったわけで、そういった

ところを鑑みて、例えば、償還払いの手続に行

くことすらなかなかままならないというような

ことも実態としてあろうかと思うんです。もう

少し心砕いて検討いただき、財源という大きな

問題は乗り越えないといけないと思いますが、

一歩でも前に進めていただけばと思いますので、

引き続き、ご検討をよろしくお願いいたします。

【深堀委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。
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次に、専決事項報告（地方自治法第180条関

係）、経営状況説明書、次期長崎県総合計画素

案骨子、新型コロナウイルス感染症対策関係に

限って、質問を行うことといたします。

なお、新型コロナウイルス感染症対策関係に

ついては、さきにお知らせいたしましたとおり、

1人1部局1項目以内とさせていただきますので、

ご了承をお願いいたします。

【松本委員】 1点だけ質問させていただきます。

政府の方から、6月19日から県をまたぐ移動

の自粛を解除するということで、今後も、観光

振興も含めて、県外の方の流入が予想をされま

す。そういった中で、東京都におきましては、

昨日も48人、おとといも55人感染ということで、

非常に感染が拡大している中で、本県としまし

ても、今月から、接触による感染をどのように

防いでいくかということが大きな課題になって

くると思います。

そういった中で、自粛解除がありました6月
19日に、厚生労働省から提案で、新型コロナウ

イルス接触確認アプリ、通称「ＣＯＣＯＡ」と

いうものが提案をされました。もう報道等でも

ご存じのとおり、新型コロナウイルス接触確認

アプリは、新型コロナウイルス感染症の感染者

と接触した可能性について通知を受け取ること

ができるスマートフォンのアプリということで

厚生労働省から発表があっております。

本県におきましては、このアプリに対して、

どのような対応を取っておられるのか、アプリ

のダウンロードも含めて、まずお尋ねをいたし

ます。

【中尾福祉保健課長】新型コロナウイルス接触

確認アプリのリリースにつきましては、6月19
日に国からの通知を受けております。直ちに県

のホームページに掲載をしますとともに、県庁

各所属に対しまして、職員はもちろんですけれ

ども、各所管の施設、関係団体への周知を依頼

いたしました。また併せて、各市町に対しまし

て、住民、施設管理者等、幅広い周知を依頼し

たところでございます。

【松本委員】現状としては、ダウンロード数は

どのような状況になっているでしょうか。

【中尾福祉保健課長】 6月25日現在の全国の数

値でございますが、約434万件となっておりま

す。

【松本委員】これは当初、厚生労働省の発表に

よると、目標としては人口の6割ということで、

そうしますと、単純に7,200万人という目標にな

っていますが、現在は434万人ということで、

まだリリースから1週間ほどしかたっていませ

んから厳しいと思いますし、さらにちょっと不

具合があったという報道もなされておりました。

しかしながら、このアプリは、有料でもあり

ませんし、もちろんウイルスは目に見えません

から、そういった意味で、県外から来られた方

に対応するには、自分たちの身を守るためにも、

多くの方がそれを知って、携帯を持っていない

人というのはなかなか最近いませんから、多く

の方に周知をしてダウンロードしていただくこ

とがやはりこれから重要になってくると思いま

す。

ただ、まだ知られていないところもあります

し、ここは全国で報道しても、やはり県が具体

的に取り組んでいただくことと、各市町や団体、

今おっしゃったように、いつまでに、どれくら

いという目標も持って、具体的に取り組んでい

ただきたいと思うんですが、今後の計画とか、

そういった取組について、お尋ねいたします。

【中尾福祉保健課長】委員ご指摘のとおり、こ

のアプリは、利用者が増えることで感染拡大防
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止の効果が高くなるものと理解をしております。

今後も、様々な県の広報媒体を通じて、随時周

知をしてまいりたいと考えておりますし、また

庁内の各課からは、例えば、各宿泊施設に周知

をしたり、各学校にも周知をお願いしていると

ころでございます。公共交通機関にポスターを

掲示するなども含めまして、積極的な周知を図

ってまいりたいと考えております。

【松本委員】ＰＣＲ検査に関しても、検査数は

増えておりますが、検査ができるのは、あくま

でも医療を受けて、受けてくださいと指示がな

いと検査もできませんし、もちろんキャパもあ

りません。そういった方にとって、もし県外か

ら来られた方と接触されて、自分が感染可能性

がありますと分かれば、これは証拠にもなりま

すし、もちろん防止にもなります。そして、窓

口で相談もできるということで、やはり連携し

ていくことが大事だと思うんです。

これからの時期、第2波が一番怖いというと

ころで、まだ17人以上増えていませんけれども、

今後出ないような守る対策をしっかり取り組ん

でいただくことを要望して、質問を終わります。

【赤木委員】 お疲れさまです。

新型コロナウイルス感染症対策関連について、

1部局1問ずつ質問をさせていただきます。

まず、福祉保健部についてお尋ねをさせてい

ただきます。コスタ・アトランチカの関連につ

いてです。中田福祉保健部長におかれましては、

連日会見を行いまして、県民の皆様に情報発信

をしていただきました。私も、その会見を毎日

拝見させていただきまして、情報収集に努めて

いたんですけれども、そのずっと聞いている中

で、5月31日には船が出港しまして、その際の

最後の会見になるのですが、コスタ・アトラン

チカに関わった医療支援の費用について、費用

に関しましては、私どもで提供したコスタ社の

船員のために用意した医療支援についてはコス

タ社で負担をしていただきたいと考えておりま

して、今、具体的な協議をコスタ社と行ってい

るところでございますと会見で述べられており

ます。

いつまでにというものは、まだ入院されてい

る方も実際いらっしゃいますので、そういった

支援が終了して、協議をすることになるという

ようなお話をされているんですけれども、6月
17日の長崎市議会でのお話になりますけれど

も、入院検査医療費3,170万円、当時概算なんで

すけれども、長崎市は1,000万円ほどを負担して、

あとは国が支払うようになるという答弁があり

ました。この間、コスタ社との協議、三菱造船

との協議、どういったお話になって、長崎市議

会での答弁になったのか。私は、県民の皆さん

に向けて、ちゃんと説明責任があるのではない

かと思うんですが、この見解をお伺いいたしま

す。

【中田福祉保健部長】まず、県の方から先に説

明させていただきますと、船のそばで用意した

医療の支援等については、私も直接コスタ社の

幹部にお話ししまして、これはコスタ社に負担

いただきたいということを申し上げました。コ

スタ社としても、それは同意ということで、ま

ず明細を見て、きちんと把握させてほしいとい

うことでしたので、6月末をめどに、各ご支援

いただいた関係者から、かかった費用の実績を

出してもらって、それをまとめて請求をすると

いう段取りになっています。

長崎市の方は、詳細は長崎市からの報告の方

が正しいのかもしれませんけれども、私の承知

している範囲では、長崎市で負担しているのは、

最初に感染拡大した際の検査費用と、入院医療
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費に関しての部分と理解しています。それは私

が報告を受けている範囲では、長崎市がまず国

の方と、その費用負担の関係について、感染症

法では、国、地元の自治体、今回の場合は、保

健所設置市になります長崎市が地元自治体にな

りますので、長崎市と国が協議したという経緯

になっています。その結果として、今回、入院

医療費については、市が4分1、残り、国が4分
の3となるというふうな結果として長崎市とし

て判断されたと聞いておりまして、その個別ど

のような詳細な調整が行われたかまでは、私の

方では、まだ詳細は把握しているものではござ

いませんで、答弁は、ここまでとさせていただ

きたいと思います。

【赤木委員】今のお話は分かるんですけれども、

私、これまで会見をご覧になっていた県民の方

にとっては、県が、そういうコスタ社との交渉

を行ってきたという認識を持っております。そ

れが長崎市議会では、いきな費用負担の話が、

長崎市が負担があるというようなお話が出てき

たので、そういった費用は、今までコスタ社が

払うというお話じゃなかったのかと思っている

方がたくさんいらっしゃるんですけれども、も

うコスタ社は今の入院費については払わないと

いう認識でいいのでしょうか。まだそれも分か

らないということなんですか。

【中田福祉保健部長】そちらの交渉過程につい

ては、私も同席はしておりませんので、具体的

に、どういったものを今回、長崎市で払うとい

うふうな合意をしたのかというのは、私の範囲

では、お答えが難しいです。ですから、かかっ

た医療費用のうち、どの部分の範囲のことを国

4分の3、市4分の1というふうに判断しているの

か。というのは、感染症法との関係もあって、

新型コロナウイルス感染症で入院した方の措置

入院に対する費用と理解していますので、例え

ば、それ以外の費用の部分は自己負担の場合も

当然あると思いますし、そこは詳細は長崎市に

確認しないと、私の方からは申し上げられない

状況になっております。

【赤木委員】現時点では、コスタ社がまだ払う

かどうかも分からない、県としては、把握がで

きていないということなんですか。

【中田福祉保健部長】長崎市がお話ししている

のは、感染症法上、地元の自治体として対応す

る最初の検査の部分と、措置入院の対象となる

入院医療費のところを長崎市として判断してい

るというふうに理解しています。そこを長崎市

がどのようにコスタと交渉したのかというのは、

私も直接の交渉の場で対応した者ではありませ

んので、そこが何を払って、何を払わないのか

というのは、私はこの場では申し上げることは

難しいということでございます。私の言ってい

るのは、それ以外の、要は、それ以外に要した

医療支援、ＤＭＡＴとか、それは当然、船員の

ために特別に用意したものでございますので、

それはコスタとして、私がお願いしたものにつ

いては対応させていただきたいというようなお

話を頂いております。

【赤木委員】 分かりました。ということは、県

としての負担はないという確認ではいいですか。

【中田福祉保健部長】私どもとしては、県とし

ての負担はないということで、仮に、県で支援

させていただいたものは、コスタにて支援して

ほしいということで同意頂いて、最終的には、

明細書を見て、いろいろまた協議はあるのかも

しれませんけれども、原則、コスタ社としては、

対応しますというふうにおっしゃっていますの

で、県としての負担はないというふうに私も理

解しております。
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【赤木委員】 分かりました。この件、県民の皆

さん、まだ最終的にどうなったのかと分かって

いらっしゃらない方もいらっしゃいますし、コ

スタ社がまだ県民や市民の皆さんに全然見えて

いない状況でございましたので、かなり疑心暗

鬼になっている方もたくさんいらっしゃいます

ので、6月末めどに費用の請求がある、明細を

見てというお話もありましたので、またこれは

私も、最終的にどうなったのかというのは引き

続き追っていきたいと思っております。

もう一つ、こども政策局関連で、新型コロナ

ウイルス感染症対策関連でご質問をさせていた

だきます。先ほどから、慰労金について、医療

従事者であったり、介護・障害施設の職員に対

しての慰労金についてはお話がありましたが、

保育園、幼稚園の現場で働いている方々も、新

型コロナウイルス感染症対策で大変な中、施設

を閉めることなく、意識高く業務に当たってい

ただきました。そういった方々に対しても慰労

金を払ってあげたい思いは私はありますし、も

ちろん休業要請の対象になっていませんので、

何かしらの支援は必要だと考えておりますが、

これまで県が把握している保育園や幼稚園に対

しての支援を行ってきたか、お尋ねいたします。

【德永こども未来課長】保育所、幼稚園の支援

といったことについてのお尋ねかと思います。

今回、新型コロナウイルス感染症の一連の対応

の中で、保育士等の方、保育現場の最前線で対

応されている皆さんにつきましては、感染拡大

時あるいは非常事態宣言時においても、原則開

園という形で業務に従事していただいています。

そういった中、普段以上の感染症予防対策の実

施、あるいは新たな負担、それから心労が多い

中で、自身の健康管理とかについても非常に気

を遣わなければいけないというような状況がご

ざいまして、そういった意味で大変なご苦労を

いただいていると考えております。

そういった中での負担軽減ということについ

てですけれども、これまで、これは施設を通じ

てという形になるんですけれども、まずマスク

につきましては、職員1人当たり数枚の布マス

クを直接県から配布をさせていただいておりま

す。また、国からも数枚配布を行っております。

そのほかにも、これは国の交付金を活用したも

のでございますが、1施設当たり50万円を上限

としたマスク、消毒液等の購入の補助費助成を

行っております。消毒液は、有償ではございま

すが、優先供給ということで、国から供給する

スキームがございましたので、そういった配布

のスキームも活用させていただいて、施設に確

実に物が届くようにという形でやらせていただ

いているところでございます。

先ほど介護の分野でお話がございました、か

かり増し経費につきましても、実は、保育の分

野でも同様の状況でございまして、これについ

ても今、ちょうど予算化に向けた検討を行って

いるところでございますので、こういったもの

も含めて引き続き、施設を通じてという形には

なりますけれども、必要な対応を継続して、現

場の負担軽減に努めてまいりたいと考えており

ます。

【赤木委員】今までの支援、これから予算化さ

れる部分とかご答弁を頂き、ありがとうござい

ました。コロナ禍においても、しっかりと業務

に当たっていただいた、私自身も敬意を表しま

すし、長崎県としても、そういった思いは持た

れているということは私も認識しました。

支援の内容については、まだまだ薄いなとい

うのは実感をしておりますので、県の予算では

厳しいのは重々分かっているんですけれども、
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何か国からの新しい支援のスキームであったり、

ありましたら、ぜひともスピーディーに対応し

ていただきたいと思いますので、これは要望さ

せていただきます。

【深堀委員長】 しばらく休憩をいたします。

3時5分から再開いたします。

― 午後 ２時５１分 休憩 ―

― 午後 ３時 ４分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

【堀江委員】保健所職員の時間外勤務について、

お尋ねいたします。今日の新聞報道によれば、

福岡県内18か所の保健所で、4月に新型コロナ

ウイルス感染症の対応に当たった職員177名の

うち、3割に当たる48人が過労死ラインとされ

る100時間を上回る時間外勤務をしていること

が分かったというふうに報じられていますが、

長崎県は8つの保健所があると認識しておりま

すけれども、こうした時間外勤務を今、把握し

ておられますか。

【中尾福祉保健課長】今、把握しておりますの

が、各保健所の4月の1人当たりの平均の時間外

でございます。昨年の4月が1人当たり2.8時間で

ございました。これが令和2年の4月におきまし

ては、9.9時間ということになっております。

【堀江委員】 これは1日当たり9.9時間の残業。

もう一度言ってください。

【中尾福祉保健課長】 1人当たりの月平均の時

間外を申し上げました。平成31年の4月が2.8時
間、令和2年の4月が9.9時間でございます。

【堀江委員】そうしますと、さっき私が報道の

記事を言ったんですけれども、例えば、1人が

どれぐらい時間外をしたのか、最長でどれぐら

いかとかというところまでは今の段階、把握を

しておられないということですか。

【中尾福祉保健課長】全員の状況を把握してい

るわけではございませんが、今手元にあるもの

で、一番多く時間外をした方で65時間の方がい

るというふうに把握をしております。

【堀江委員】いずれにしても、通常業務に加え

て感染症の防止対策のために奮闘しておられる

という状況が分かります。

問題は、今まで、職員をある意味、どちらか

というと増やすということよりも、行革もあり

まして、スリムにさせてきたと思うんですが、

福岡のある市の担当者も、冬に再び感染者が増

えれば、季節性インフルエンザ対応と重なり現

場が混乱するおそれがあると。できるだけ早い

時期に人員増などの体制強化を検討したいとい

うふうな取材に対する答えをされているのです

が、長崎県の場合は、これから先がどうなるか

ということもあるんですが、秋冬を踏まえての

そうした人員体制等について、今現在、見解が

あれば教えていただきたいと思います。

【中尾福祉保健課長】委員ご指摘のとおり、各

保健所が新型コロナウイルス感染症対策におい

て、相談対応でありますとか、積極的な疫学調

査の実施など、中心的な役割を担っております

ので、感染者が発生するとともに、大きな業務

負荷が発生するということは事実としてあろう

かと思います。

これまで各地域で発生した際には、本庁や他

の保健所の保健師等を派遣するような応援態勢

を取りましたり、相談が増えてきたという時期

には、ＯＢの保健師を雇用して対応していただ

くというようなこともやってまいりました。今

後、クラスターが発生した場合の体制について

は、保健所を中心とした疫学調査はどういう必

要な人員になってくるか、そういったことも含

めて検討を進めているところであります。
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また、本日の質疑の中でもありましたように、

ピーク時の陽性者数、検査の実施件数がどうい

うふうになるかということも想定していかなけ

ればなりません。それも踏まえたところで想定

される業務と必要となる保健所の体制の調整、

検討を7月中ぐらいまでにはしていかなければ

いけないと考えております。ただ、その中で、

例えば、今やっている業務の外部委託等ができ

ないのかとか、そういったところも含めて、ど

ういった体制を取れば疫学調査等の専門性の高

い業務に保健師等の職員が専念できる体制にな

るのか、検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

【堀江委員】今の福祉保健課長の答弁を了とし

ますが、例えば、壱岐で最初に県内の感染者が

出た後すぐ、当時は市議補選の前だったと思う

んですが、ＯＲＣで保健師の方と一緒になりま

した。現地に足を運んで、まず状況を把握して、

今後の対策を考えるということを現地の保健所

だけで終わらせず、本庁から出向いて対応して

いるということも私は目の当たりにいたしまし

た。そういう意味では、この問題というのは、

予想されるところは本当に予想して、必要な体

制は、どういう体制を取るかは別としても、現

場の職員の方が残業しないとやっていけないと

いうことではなく対応していただきたいという

ことをこの機会に申し上げておきたいと思いま

す。

【川崎委員】新型コロナウイルス感染症拡大を

きっかけに政府が認めたオンライン診療につい

てお尋ねします。様々な病院に行くのが怖いと

いう患者さんのご要望もありましたし、促進を

しているものと思います。

まず、県内の対応している施設、そして利用

状況について、お尋ねいたします。

【伊藤医療政策課長】現在、県内でオンライン

診療を実施している医療機関ですが、医療機関

全体の約2割である300か所でございます。県の

医師会等にもお聞きしたところ、4月の実績で

ございますが、昨年の4月と比べますと、実際

の電話での受診というのが10倍に増えている

ということでございます。

【川崎委員】 やはり利用が10倍ということで

大きく増えているということは今分かりました。

その中で、初診に限って抜き出してみると、

何か数字は分かりますか。

【伊藤医療政策課長】 昨年4月と比べた件数に

つきましては当然再診ということでございます

が、初診については、それほど件数はございま

せん。

【川崎委員】初診については、まだまだ周知と

いうか、最初はやっぱりお会いして、きちんと

診てもらうということがあるので、まだまだ促

進されていないのかなと思いますが、今後、県

の方針としまして、このオンライン診療という

ことについては促進しながら拡大をしていく、

そういったお考えかどうか、確認をいたします。

【伊藤医療政策課長】今回、新型コロナウイル

ス感染症対策ということで、オンライン診療、

初診からということになっておりますが、新型

コロナウイルスの感染疑い患者の診療において

も、やはり視診、問診だけでは診断とか、ある

いは重症度の評価というのは困難ではないかと

思っております。直接の対面による診療を行う

必要があるかと思っております。しかしながら、

例えば、慢性疾患を有する定期的に受診をされ

ている患者さんが、その慢性疾患に対する医薬

品が必要と、そういう場合であれば、オンライ

ン診療により感染するリスクを少なくすること

は、この感染拡大防止の観点からも有効ではな
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いかと考えております。

オンライン診療につきましては、現在、国に

おいて、オンライン診療の適切な実施に関する

指針の見直しに関する検討会の中で検討が進め

られております。県といたしましても、その動

向を把握しながら、あるいは県の医師会等の関

係団体のご意見もお伺いしながら、今後の検討

を進めてまいりたいと思っております。

【川崎委員】ありがとうございます。医師会と

の協議も踏まえながら、確かに劇的に変えると

いうのも難しいでしょうが、やれるところから

促進していきながら、感染防止に努めていただ

きたいと思います。

オンライン診療を促進するに当たっては、

様々な課題があるんだろうと思っています。先

ほど、お電話という話がありましたが、電話だ

ったら、高齢者の方も、そう抵抗なくあるんで

しょうが、例えば、画面を使った映像をリアル

タイムでお送りする、そういったコミュニケー

ションのツールなんていうことになってくると、

かなりハードルも上がってくるんだろうと思い

ます。

そう考えると、これは民間のアンケート調査

を参考にしていますが、環境整備というのがこ

の促進に当たっては問題であるということから、

そういったＩＣＴの機器類を整備しないと、や

はりきちんとした診療にも結びついていかない

んだろうと思います。機器の整備、そういった

ＩＴ面でのサポートについてのご見解を賜りた

いと思います。

【伊藤医療政策課長】オンライン診療につきま

しては、電話だけではなくて、特に、本県の場

合は、あじさいネットという全県を網羅してい

るオンラインシステムがございますので、あじ

さいネットのオンライン診療への活用の可能性

についても検討してまいりたいと思っておりま

す。

その検討に当たって、実際オンライン診療を

行うには、委員ご指摘のとおり、機器が必要に

なってまいります。今回、6月追加補正で、全

医療機関等に対します感染防止対策の予算のお

願いもしているところでございます。この地域

医療確保・継続支援事業費につきましては、感

染防止対策ということでございますので、実際、

感染防止対策のための機器整備、オンライン診

療に必要な機器整備につきましても対象になろ

うかと思いますので、この事業の活用について

も周知をしてまいりたいと思っております。

【川崎委員】ありがとうございました。ぜひ医

療機関の皆様にはご理解をしていただいて、環

境整備に努めていただきたいと思います。

一方では、家庭でやり取りするに当たっては、

過度の機器整備を求めると、なかなかこれは前

に進まないのだろうと。せめてスマートフォン、

パソコンぐらいで何とかできるような環境をぜ

ひ整えていただければと思いますので、要望に

代えさせていただきます。よろしくお願いしま

す。

【下条委員】 お疲れさまでございます。

私は、新型コロナウイルス感染症対策関連で、

おなかに赤ちゃんがいる妊婦さんの支援につい

てお尋ねいたします。午前中、今冨こども家庭

課長からも、健やか親子サポート事業というこ

とでご説明いただきました。不安を抱える妊婦

さんへの分娩前のウイルス検査であったり、感

染した場合の寄り添う支援ということで、すば

らしい取組だと思っております。

地域の子育て支援センターさんを通しまして、

様々な実際の妊婦さんの声を聞いております。

中には、買い物、外出を全くしない、家の中に
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います、大変不安ですとか、産婦人科、もしか

したら新型コロナウイルス感染症への感染を疑

われて診察を拒否されるんじゃないか、こうい

った不安の声を頂いております。調べましたら、

23市町で、さまざまな1人当たり3万円から10
万円ぐらいの支援を行っております。単純に出

産応援給付金であったり、出産祝い金というの

もあるのですが、健診時にタクシーを利用した

時に、その負担をしますとか、出産に対して不

安を感じている方たちの不安解消だけじゃなく

て、応援をしていますよというような、ちょっ

とメッセージ性のある各市町の取組が分かりま

した。

県として、健やか親子サポート事業は大変す

ばらしい取組と思いますが、それに併せて、こ

ういった不安を取り除くような取組、またお考

えがないか、お尋ねいたします。

【今冨こども家庭課長】妊婦の方々の不安解消

に向けた取組としましては、まず市町に対しま

して、医療機関や保健所等の関係機関と十分連

携をして、電話等による相談支援を行うなど、

妊産婦の不安解消に努めていただくよう依頼し

ますとともに、県におきましても、こども家庭

課内に相談窓口を設置し、不安を抱える妊産婦

の相談に対応しているところでございます。ま

た、国が作成しました妊娠中でも過度な心配は

必要ないことなどを記載したリーフレットを産

科医療機関や市町を通じて妊婦に配布するなど、

市町や関係機関と協力しながら、妊婦の方々に

寄り添った支援を行っているところでございま

す。

【下条委員】ありがとうございます。電話対応

をしていただいたり、様々な政策で不安を取り

除いていただいているという取組だったんです

けれども、長崎県では、先ほどの市町の中では

唯一、小値賀町が、おなかの中の赤ちゃんの支

援ということで、お1人10万円の支援金という

ことを考えられております。実際に小値賀町の

担当課の方にお話を聞いたんですけれども、も

ともと、小値賀町には産婦人科がないというこ

とで、しまからの移動費ということでの支援の

色合いが強いのですが、赤ちゃんはしまの宝だ

からというようなことを言われておりました。

この「赤ちゃんはしまの宝」というのを一つキ

ーワードにしまして打ち出しております。

そうしたら、当然、しまの皆さんからも問い

合わせはあったのですが、他県から、どのよう

な取組をされているかというようなお問い合わ

せがあったそうです。やはりネーミングという

のは非常に重要で、支援をしていますよという

ところをしっかりメッセージとして届けていく

ということは重要だと思っております。

特に今回は、現場のお声を聞きますと、なか

なか不安を抱える妊婦さんへの今の支援、たく

さんありますし、しっかりされておりますが、

こういったものが届いていない、また届いてい

るんだけれども、目に触れていて、スルーして

いる、実際感じるところまで至っていないとい

うところが一番大きなポイントではないかと思

っております。ぜひ、県から応援というような

メッセージを届けるような支援策を考えていた

だきたいのですが、ご見解はいかがでしょうか。

【今冨こども家庭課長】実際にそういうメッセ

ージ性をどのように届けていくのかということ

については、市町とも検討していきたいと思い

ます。

いずれにしましても、妊婦の方々の不安解消

に向けた取組というものは、少子化対策にとっ

ても非常に重要なことだと思っておりますので、

今後とも、市町や関係機関と連携しながら、し
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っかりと対応してまいりたいと考えております。

【下条委員】最後になりますが、このようなメ

ッセージ、ぜひ取り組んでいただきたいと思い

ます。このメッセージは、現在不安を抱えられ

ている妊婦さんは、もちろん不安の解消という

のは急務ですが、だけでなく、今後出産を控え

られている方々に対しても大きなメッセージに

なると思います。今、こども家庭課長は言われ

ましたけれども、本当に私も思いまして、人口

減少、自然減に対して、県としても本当に様々

な取組をされておりますが、この機に、不安を

しっかり解消できるような県のメッセージを効

果的に届けていきたいと要望をいたしまして、

終わりにしたいと思います。ありがとうござい

ました。

【深堀委員長】 ほかに質問はありませんか。

【石本副委員長】 2 点ほどお伺いしたいと思い

ます。

まず 1 点は、先ほど、赤木委員から質問があ

りましたけれども、保育所または学童保育等、

行政からの要請によってやむなく対応したとい

うところが結構あると思うんですが、今回、医

療従事者に対して、最低 1 人 5 万円という支援

がありますけれども、例えば、保育所等につい

ても、ぜひとも何らかの支援ができるような検

討を再度していただきたい、私からも強くお願

いをいたします。見解をお願いします。

【德永こども未来課長】保育従事者の皆さんに

対する慰労金といったところのお話かと思いま

す。先ほど、赤木委員のご質問の中で、施設を

通じた給付等でご負担の軽減を図っているとい

うお話をさせていただきましたけれども、今回、

国の交付金において、保育従事者に関しては、

慰労金の対象になっていないという状況が一つ

ございます。どこまで給付をして、どこからが

給付対象としないのかという線引きについては、

先ほどもいろいろ議論がございましたが、難し

いところはいろいろあるかと思います。ただ、

保育従事者については、その他の状況をいろい

ろ考えまして、県単独での予算措置というのは、

なかなか難しいものもあるのではないかと考え

ております。私どもとしては、引き続き、施設

への支援その他、市町とともに、そういった

様々な相談に乗ることなどを通じて、現場の負

担軽減を図っていきたいと考えております。

【石本副委員長】県単独での事業化はかなり難

しいというのは重々承知した上の話であります

けれども、対象者を限定しても、何がしかの支

援をしてやることが、教育現場でも今回、学童

保育等の受入れというのには、保育所自体も危

険を承知しながら、子どもたちのために、子ど

もを預かるということを一生懸命やっていると

いう実態も見受けられますので、ぜひそこの検

討はしていただきたいと思っています。

それから、これは今回の福祉保健部だけじゃ

なくて、全体の新型コロナウイルス感染症対策

として、土木部とか、ほかの部局にも関係する

ところでございますが、1 つは、クルーズ船の

コスタ・アトランチカ号に係る事案について、

今回、国、県、市町、自衛隊、そして何よりも

医療機関の現場で危険と向き合いながら、一生

懸命ご尽力いただきました関係者の皆様に対し

ては、本当に心から敬意と、深く感謝を申し上

げたいと思っております。

また、今回の本県の一連の対応につきまして

も、本県また我が国のみならず、世界に対して

も、本県の医療体制の優秀さについてアピール

できたものと、誇りに思っているところでござ

います。

新型コロナウイルス感染症に対しては、ある
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程度の検査、医療体制の確立ができつつあるも

のと、これまでの皆さん方のご意見を聞きなが

ら感じているところでございますが、そこで今

回のコスタ・アトランチカ号によるコロナウイ

ルス感染症の発生により、県民の皆様に多大な

る恐怖と心配を与えたという事実は事実でござ

います。これに対して、今後の対応を含めて、

国、県、市はじめ三菱造船、船舶代理店等の関

係機関として、どのように受け止めているのか、

また対策本部等での協議がなされたのか、お尋

ねしたいと思います。

【中尾福祉保健課長】今回のコスタ・アトラン

チカ号内での新型コロナウイルス感染症の発生

についての受け止めのお尋ねでございます。感

染症が発生した当初から、県、これは市も同じ

考えだと思いますけれども、県内の医療提供体

制に重大な支障を及ぼすことがないように取り

組んでまいりました。その上でも、やはり県民

の皆様にご心配をおかけしたということは事実

であり、その点については申し訳なく思ってお

ります。

また、三菱造船それからコスタ社におかれま

しても、これはプレスリリース、ホームページ

での公表という形でございますが、県民の皆様

に対するおわびと医療関係従事者の方々に対す

る感謝の旨を公表されているというふうに承知

しております。

【石本副委員長】今、答弁いただきましたけれ

ども、私の知る限りでは、三菱造船のほうでは、

5 月 31 日に、コスタ・アトランチカの出港に

際して、今回、県民の皆様に多大なるご心配を

おかけしました、おわび申し上げますとともに、

関係当局、医療機関の皆様に感謝申し上げると

いう、重要なお知らせというわずかな文面での

発信がされていますけれども、こういったこと

について、県民の皆さんは、なかなか全員がそ

ういうものを目にすることがない、私も今回調

べて初めてわかったんですけれども、というの

は、何を言いたいのかというのは、これまでの

対応について、県民の皆様は、やっぱり不信感

がある、本当に今後大丈夫なのかというところ

がまだ払拭されていないという状況で、今後、

第 2 波、3 波が心配される中で、再びクルーズ

船等による観光客が戻ってくると考えますが、

二度と今回のような同じことを繰り返さないた

めにも、今回発生した原因について、国、県、

市、三菱造船、船舶代理店、そして関係機関等

を含めてしっかりと検証をした上で、十分な対

策を構築していく必要があると考えますけれど

も、県のお考えをお尋ねします。

【中尾福祉保健課長】検証それから対策につい

てのお尋ねでございますが、まずは、これまで

取り組んできた一連の対策として、ＤＭＡＴ等

を含め、ご支援をいただいた方々から早急に聞

き取りを行いまして、課題として認識される事

項等について取りまとめて、検証作業を行いた

いと考えております。その検証結果も踏まえま

して、課題への対応方策を検討し、専門家の評

価を経た上で、検証結果を取りまとめたいと考

えているところでございます。

【石本副委員長】当然、その課題の取りまとめ

が終わった暁には、皆様に公表していただきた

いと思います。

そしてまた、今後は、外国クルーズ船の入港

時のチェック体制をはじめ、長崎空港での入国

管理体制などの水際対策の強化について、国、

関係機関等による連携した体制づくりが必要で

あると考えます。そして、県民が本当に安心で

きるよう、今回の一連の経過と今後の対応、対

策について、先ほど、課題を取りまとめるとい
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うことでございましたけれども、その暁には、

県のトップによる記者会見等による公表が必要

であると考えます。そうすることで、県民の皆

様の安全・安心を守る県としての責任というふ

うに考えておりますけれども、県の考えを再度

お尋ねします。

【中田福祉保健部長】今回の検証におきまして

は、福祉保健部だけではなくて、土木部はじめ

関係部局も連携して取り組むこととしておりま

す。したがいまして、県全体としての課題とい

うふうに認識しておりますので、私のほうから

も、よく知事と相談させていただきまして、そ

ういった県民に安心、正確な情報が伝えられる

ような取組を進めていきたいと思っておりま

す。

【石本副委員長】ありがとうございます。そう

することが、本県の信頼の確保につながり、ま

た県民の信頼にもつながっていく、ひいては他

国に対する長崎県の安全性、医療体制の確立と

か、そういったアピールにもつながっていくと

思いますし、それがひいてはまた観光県長崎の

アピールにもつながっていくと思いますので、

関係部局と連携して、しっかりと対応をお願い

したいと思います。

【深堀委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】ほかに質問がないようですので、

以上で質問を終了し、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時３２分 休憩 ―

― 午後 ３時３２分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査を終了いたします。

この後、分科会長報告及び委員長報告の取り

まとめなどの委員間討議を行います。

理事者退室のため、しばらく休憩いたします。

理事者の皆様はお疲れさまでした。

― 午後 ３時３３分 休憩 ―

― 午後 ３時３４分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

今定例会で審査いたしました内容について、

7月1日（水曜日）の予算決算委員会における文

教厚生分科会長報告及び7月3日（金曜日）の本

会議における文教厚生委員長報告の内容につい

て協議を行います。

それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時３５分 休憩 ―

― 午後 ３時３６分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

文教厚生分科会長報告及び、文教厚生委員長

報告については、協議会における委員の皆様の

意見を踏まえ、報告させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。
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― 午後 ３時３７分 休憩 ―

― 午後 ３時４０分 再開 ―

【深堀委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

これをもちまして、文教厚生委員会及び予算

決算委員会文教厚生分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ３時４１分 閉会 ―



７ 月 ３ 日
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年７月３日

自  午前１０時２８分

至  午前１０時５０分

於  委 員 会 室 ２

２、出席委員の氏名

分 科 会 長 深堀ひろし 君

副 会 長 石本 政弘 君

委 員 中山  功 君

〃 外間 雅広 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 松本 洋介 君

〃 大場 博文 君

〃 下条 博文 君

〃 赤木 幸仁 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

福 祉 保 健 部 長 中田 勝己 君

福祉保健部次長 安永 留隆 君

福 祉 保 健 課 長 中尾美恵子 君

医 療 政 策 課 長 伊藤 幸繁 君

長 寿 社 会 課 長 尾﨑 正英 君

障 害 福 祉 課 長 中村 浩二 君

こども政策局長 園田 俊輔 君

こども未来課長 德永 憲達 君

こども家庭課長 今冨 洋祐 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（文教厚生分科会）

第109号議案

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第6号）

７、審査の経過次のとおり

― 午前１０時２８分 開会 ―

【深堀分科会長】皆さん、おはようございます。

ただいまから、予算決算委員会文教厚生分科

会を開会いたします。

本日の分科会における理事者の出席について

は、第109号議案に関係する範囲で、お手元に

配付しております配席表のとおり決定したいと

存じますので、ご了承をお願いいたします。

これより議事に入ります。

本日、本分科会として審査いたします案件は、

第109号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第6号）」であります。

審査方法について、お諮りいたします。

本日審査する議案は、新型コロナウイルス感

染症対策に関する国の第2次補正予算に伴うも

のであり、本日午後の予算決算委員会及び本会

議で審議する必要があることから、第109号議

案について午前中の審査といたしますので、ご

協力をお願いいたします。

それでは、予算議案を議題といたします。

福祉保健部長より、議案の説明をお願いいた

します。

【中田福祉保健部長】本日、追加提案いたしま

した第109号議案「令和2年度長崎県一般会計補

正予算（第6号）」のうち福祉保健部関係部分
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について、ご説明いたします。

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料福祉保健部（追加2）の1ページをご覧くだ

さい。

今回の補正予算は、「新型コロナウイルス感

染症対策」に係る国の補正予算における補助単

価等が示されたことに伴い、必要な予算を追加

しようするものであります。

歳入予算は、福祉保健部合計で35億8,795万
1,000円の増、歳出予算は、福祉保健部合計で

29億518万2,000円の増となっております。

なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。

次に、補正予算の内容について、ご説明いた

します。

（感染症対策のためのかかり増し経費の助成に

ついて）

介護サービス及び障害福祉サービス施設・事

業所等が、感染症対策を徹底した上で、サービ

ス等を提供するために必要となるかかり増し経

費の助成に要する経費として、29億518万2,000
円の増を計上いたしております。

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【深堀分科会長】 ありがとうございました。

次に、こども政策局長より、議案の説明をお

願いいたします。

【園田こども政策局長】こども政策局関係の議

案について、ご説明いたします。

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料こども政策局（追加2）の1ページをご覧く

ださい。

本日、追加提案いたしました第109号議案「令

和2年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分について、ご説明いたします。

今回の補正予算は、「新型コロナウイルス感

染症対策」に係る国の補正予算における補助単

価等が示されたことに伴い、必要な予算を追加

しようするものであります。

歳入予算は、こども政策局合計で4,900万円の

増、歳出予算は、こども政策局合計で7億3,176
万9,000円の増となっております。

なお、各科目につきましては、記載のとおり

であります。

補正予算の内容につきましては、児童福祉施

設等における感染拡大防止支援について、保育

所や幼稚園、児童養護施設等において、感染症

対策の徹底を図りながら、継続的なサービスの

提供等を実施するための支援として、衛生用品

等の購入、消毒・清掃、外部専門家等による研

修の実施などの感染症対策を行うためのかかり

増し費用を助成するため、2ページに記載のと

おり、1は、保育所等について、2は、放課後児

童クラブ等について、3は、幼稚園等について、

4は、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問

事業を実施する市町について、5は、児童養護

施設等について、それぞれ計上いたしておりま

す。

以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【深堀分科会長】 ありがとうございました。

次に、長寿社会課長より、補足説明を求めま

す。

【尾﨑長寿社会課長】私の方から、介護サービ

ス施設等における感染拡大防止支援について、

ご説明いたします。
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補足説明資料の長寿社会課分をご覧いただき

たいと思います。

今回、介護サービス施設等に係るものとして

予算計上いたしておりますのは、20億6,800万
円となります。

事業の概要は、国の補助率10分の10の交付金

を活用し、介護サービス施設・事業所等が、感

染症対策を徹底した上で、継続してサービス等

を提供できるよう、通常の介護サービス等では

想定されないかかり増し経費に対して助成を行

うものであります。

対象経費の例といたしましては、マスクなど

の衛生用品の購入費、建物内外を消毒する費用、

感染防止を徹底するための面会室の改修費や外

部専門家による研修実施費用となります。

対象の期間は、本年度令和2年4月から令和3
年3月となっております。

対象施設につきましては、県内の介護サービ

ス施設・事業所となり、約3,300カ所となります。

助成額につきましては、施設種別ごとに国が

定める基準単価が上限となっており、通所介護

事業所では、1事業所89万2,000円、訪問介護事

業所では、1事業所53万4,000円、特別養護老人

ホームでは、1定員当たり3万8,000円であり、

50名の定員であれば190万円が上限となります。

説明は以上となります。よろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。

【深堀分科会長】 次に、障害福祉課長より、補

足説明を求めます。

【中村障害福祉課長】追加補正予算のうち障害

福祉課関係部分について、ご説明申し上げます。

右上に、補足説明資料の障害福祉課分と書いて

ございますのをご覧ください。

今回の追加補正は、障害福祉サービス施設等

における感染拡大防止支援について8億3,718

万2,000円を計上しております。

これは、先ほどの介護施設と同様、国の新型

コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活

用して、障害福祉サービス施設・事業所等が、

感染症対策を徹底した上で、継続して、障害福

祉サービス等を提供するために必要となるかか

り増し経費を助成するものです。

対象経費は、先ほどの介護施設と重複してお

りますので、説明を省略いたします。

対象施設は、県内の障害福祉サービス施設・

事業所等約2,800カ所で、助成額は、資料の下の

方に例を記載しておりますように、サービス種

別ごとに、国が上限となる基準単価を各事業所

単位で示しております。

以上をもちまして、障害福祉課の補足説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願いいたします。

【深堀分科会長】次に、こども未来課長より、

補足説明を求めます。

【德永こども未来課長】私の方から、児童福祉

施設等における感染拡大防止支援について、ご

説明をさせていただきます。

右肩に、「令和 2 年度 6 月補正（追加 2）補

足説明資料 こども未来課」と記載しております

資料をご覧ください。

まず、事業概要といたしましては、施設や職

員が、感染症対策の徹底を図りながら業務を継

続的に実施していくために必要な経費を支援す

るというものでございまして、対象経費といた

しましては、（1）マスクや消毒液の衛生用品

や感染症防止のための備品の購入、あるいは施

設等の消毒、感染症予防の広報・啓発等に伴う

費用、（2）職員が感染症対策の徹底を図りな

がら業務を継続的に実施するための研修費用や

かかり増し経費でございます。
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なお、かかり増し経費の例といたしまして、

これは児童福祉施設等に関するものでございま

すが、四角囲みで記載をさせていただいており

ます。

内容につきましては、消毒や清掃を行った場

合の職員の超過勤務手当、もしくは非常勤職員

を雇った場合の賃金、あるいは職員個人が感染

症防止対策として必要とする物品への購入支援

などが、例示として要綱に示されております。

なお、今回、厚生労働省所管の児童福祉施設

等につきましては、新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金で交付されることになりま

すが、文部科学省所管の幼稚園についてだけは、

教育支援体制整備事業費交付金という別の事業

での交付金となります。

また、その幼稚園につきましては、現在、対

象経費の詳細が一部示されておりません。確認

ができ次第、速やかに周知を図っていきたいと

考えております。

次に、2 番といたしまして、対象施設及び事

業を記載させていただいております。

保育所、認定こども園、放課後児童クラブ、

幼稚園、児童養護施設、児童自立支援施設をは

じめ、延長保育事業などの事業についても幅広

く対象となっております。

3 番といたしまして、1 カ所当たりの補助基

準額は上限 50 万円でございまして、国負担 10
分の 10 で交付されることとなっております。

対象施設区分ごとの箇所数と計上額について

は、表の 4 に記載のとおりでございます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【深堀分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行いま

す。

質疑はありませんか。

【堀江委員】それぞれ各担当課から説明があり

ました補足説明資料に基づいて質問いたしま

す。

対象となるかかり増し経費の例として、こど

も未来課の方、児童福祉等の施設では、超過勤

務手当であったり、非常勤職員を雇用した場合

の感染拡大防止支援については、例として挙げ

ますよという例があるんですが、これは、介護

のサービス施設とか、障害福祉サービスの施設

等においては、こうした賃金の補償も対象なん

でしょうか、教えてください。

【尾﨑長寿社会課長】介護サービス施設等にお

ける感染拡大防止支援策につきましては、実施

要綱によりますと、感染防止のための増員のた

め発生する追加的人件費というものが支援対象

経費として盛り込まれておりますが、これが児

童の部局と同じものかどうかということについ

ては、国の方に確認をして、それが対象になる

かどうかということを確認して、周知を図って

まいりたいと思います。

【中村障害福祉課長】国の方から示されました

実施要綱、障害分につきましても、先ほどの介

護分と同じように、感染防止のための増員のた

め発生する追加的人件費というのが必要な経費

の例として記載しておりますので、先ほどの長

寿社会課と同様に、国に確認した上で実施した

いと思っております。

【堀江委員】 国の通達も 6 月 19 日というふう

に聞いておりますので、なかなか詳細が分から

ない部分がありますが、予算に計上し、県民、

各関係施設に広く広報するということであれば、

きめ細かに分かるようにお願いをしたいと思い

ます。

もう一つなんですが、この実務処理体制です
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よね。慰労金の場合は、障害も、長寿も、こど

もの方も、それぞれ同じような実務なので、一

つのところに委託するというふうな答弁だった

かと思うんですが、今回の、このかかり増し経

費の助成の実務的な対応はどういうふうになる

のか教えてください。

【尾﨑長寿社会課長】今回のかかり増し経費の

申請から支払いに向けての事務についてのお尋

ねでございますけども、国からお示しされてい

るスキームは、慰労金の支給と同じ形で国保連

合会の方に委託するようなスキームを示されて

いるところでございまして、県においても、各

事業所様からそういった慰労金とともに、この

かかり増し経費の分も申請していただき、そし

て、一括して支払うような形の事務を今考えて

いるところでございます。

ただ、この交付金そのものの審査については、

県で審査するということが求められておるとこ

ろでございまして、こちらの審査事務につきま

しても、会計年度任用職員などを雇用して、で

きるだけ速やかに支給ができるような体制をつ

くってまいりたいと考えているところでござい

ます。

【堀江委員】要は、人員体制ですよね。国保連

合会という名前が出ましたけれども、実際に、

じゃ審査は県でやるとしても、県の体制も必要

だし、実際に、その実務をさらに、いわば処理

していくには人がいないと、マンパワーがない

と、これはいつまでたってもおりないという形

になっていくので、そこの人的配置ということ

では、慰労金も含めて、特に集中したらすごい

量になると思うんですが、見通しとしては、こ

れから取るという形になりますか。

【尾﨑長寿社会課長】基本的には、必要な人員

体制については、これから整備をしてまいりた

いと考えておりまして、委託先のところにつき

ましても、正式には、今後、協議をして、決定

していきたいと考えております。

委員ご指摘のとおり、事業所の皆さんに速や

かに支援金をお届けするということができるよ

うに、しっかりした体制をつくってまいりたい

と考えております。

【深堀分科会長】 ほかありませんか。

【川崎委員】おはようございます。連日お疲れ

さまでございます。

このかかり増し経費が及ぶ期間のことについ

てのお尋ねでございます。おっしゃっておられ

たのかもしれませんが、少し聞きそびれたとこ

ろもあります。

要は、既にいろんな対策に着手をして、既に

経費が発生されている施設さんも多くあられる

と思います。

今回、示されたこの感染拡大支援について、

それが遡及される、遡るものなのかどうなのか、

それぞれご回答をお願いします。

【尾﨑長寿社会課長】介護分の対象経費は、令

和 2 年 4 月 1 日から遡って対象となるというこ

とでございまして、今年度いっぱい、令和 3 年

3 月末までが対象期間となっているところでご

ざいます。なので、これまでの実績の分と、今

後かかるであろうということで概算でお支払い

するという形の両面あるということでございま

す。

【中村障害福祉課長】障害分につきましても、

国からの通知で、令和 2 年 4 月 1 日から適用す

るというふうに記載してありますので、先ほど

の長寿社会課長の答弁と同様でございます。

【德永こども未来課長】児童福祉関係につきま

しても同様に、令和 2 年 4 月 1 日に遡って 1 年

間ということで通達があっております。
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【川崎委員】伺いまして安心をいたしました。

そうしますと、ぜひこれはお願いですが、こ

の予算については、報道機関のご協力もいただ

きながら、皆さんが目にすることになろうかと

思います。そうすると、まさしく今のような、

必ず疑問のことが沸いてくると思います。「あ

っ、こういった制度ができたから連絡があるま

で、例えば、整備をちょっと先送りしようか」

とか、そうなってくると、また本末転倒といい

ますか、せっかく頑張っておられるところに隙

間があってもいけないと思いますので、遡って

も大丈夫ですよということはしっかりと周知を

していただいて、そして、隙間なく感染防止に

役立てていただけるように、まず、周知を頑張

って取り組んでいただければと思います

【深堀委員】 ほかありませんか。

【下条委員】 お疲れさまです。1点ご確認をさ

せてください。

先ほど川崎委員が対象期間のお話をされまし

たけれども、これは、実際に、その申請をして

給付されると思うんですけれども、こういった

実際の申請であったり給付という、そのスケジ

ュール感をそれぞれお尋ねいたします。

【尾﨑長寿社会課長】今回、補正予算がご承認

いただけましたら、速やかに国に申請を行って、

国の交付決定がつき次第、各事業所に対象とな

る経費等について周知を行うという作業を行っ

てまいりたいと思います。

その上で、申請を受け付けて、順次、受け付

けた分から支払いというふうな手続になろうか

と思っておるところでございます。現時点で支

給時期を、この時期からということで明言でき

ませんけども、速やかに支給できるようにして

まいりたいと思います。

【中村障害福祉課長】 障害分につきましても、

介護の方と同様でございまして、国の交付決定

が来次第、速やかに周知を図って実施してまい

りたいと思います。

【德永こども未来課長】児童福祉関係のスケジ

ュールにつきましては、国への交付のお願いと

か、交付決定のスケジュールは一緒になると思

うんですけども、児童福祉関係については、大

半が市町が実施主体となっている事業でござい

ますので、県から市町の方へ、まず周知して、

市町の方で申請を受け付けていただくこととな

ります。

先ほど実施体制についてのお話がございまし

たが、児童福祉の部分については、市町が窓口

となりますが、この50万円については、内容的

には、審査というほどの内容はございませんの

で、速やかにできるのではないかと考えており

ます。

【下条委員】 ありがとうございます。

報道の方で、こういった支援がありますよと

少し流れた時に、いつから開始されますかとい

うお尋ねが多かったので、決まり次第、ぜひ速

やかに皆さんに周知をしていただきたいと思い

ます。

【深堀分科会長】ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第109号議案について、原案のとおり、可決
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することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第109号議案は、原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。

審査結果について整理したいと思いますので、

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時４９分 休憩 ―

― 午前１０時４９分 再開 ―

【深堀分科会長】 分科会を再開いたします。

これをもちまして、予算決算委員会文教厚生

分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午前１０時５０分 閉会 ―



文教厚生委員会委員長　　ごう　まなみ

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係条例の整備等に関する条例（関係分）

原案可決

会計年度任用職員の報酬等に関する条例（関係分） 原案可決

長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

財産の処分について 原案可決

計　  ４件（原案可決　４件）

番　　号 

記

文 教 厚 生 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和元年７月１日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

第 80 号 議 案

第 81 号 議 案

第 95 号 議 案

第 84 号 議 案

－117－
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委員長（分科会長）      ご う ま な み

副委員長（副会長）      中 村 一 三

署 名 委 員      山 本 由 夫

署 名 委 員         堤   典 子

書  記   佐 原 昌 子

書  記   菅   達 郎

速  記   (有)長崎速記センター
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